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 はじめに 

　板橋区では、「板橋区障がい者計画 2023」において、「つながり、支

え合い、認め合い、自分らしく安心してくらし続けられるまち」を基

本理念として掲げ、地域共生社会の実現をめざし、様々な取組を推進

してまいりました。

　令和４（2022）年４月には「板橋区子ども家庭総合支援センター」

を開設し、７月には東京都から児童相談所の機能が移管され、障がい

児福祉に関してよりきめ細かな対応を実現しています。また、区立保

育園ですでに実施されていた医療的ケア児の受入れについては、令和

５（2023）年度から区立の幼稚園、小学校、中学校でも開始されました。

　障がいのある方を取り巻く環境は年々変化をしています。法の改正

により世の中の状況に変化がみられたり、情報機器等の進歩により日々

のくらしに変化が見られたりしています。また、時間の経過による保

護者の方や障がい当事者の方の高齢化が課題となっています。

　こうした状況のなか、様々な分野との連携による包括的な支援体制

の構築や、地域での対応がさらに求められています。

　今回策定した計画では、従前からの課題と前計画期間で見えてきた

新たな課題、これからの方向性を照らし合わせた結果、前計画の基本

理念、基本目標、５つの重点項目を引き継ぎ、障がいの有無に関わら

ず相互に人格と個性を尊重し合い、共に支えながらくらすことができ

る地域共生社会の構築を進めてまいります。

　本計画の策定にあたりましては、板橋区障がい福祉計画等策定委員

会、板橋区地域自立支援協議会、関係団体の皆様、区民の皆様から多

くのご意見をいただきました。ご協力をいただきました皆様に心から

感謝申し上げます。

　皆様のご期待に応えるべく、本計画を着実に推進してまいりますの

で、区民の皆様、関係者の皆様の引き続きのご理解・ご協力をお願い

申し上げます。
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１-１ 計画の策定にあたって

共生社会の実現をめざして

策定の背景・目的

SDGsとのつながり

計画の位置付け

計画の期間

計画の対象

計画の推進に向けて

検討体制

　「板橋区基本構想」がめざす福祉・介護分野のビジョンや、福祉分野の上位計画である、「板橋区
地域保健福祉計画～地域でつながる いたばし保健福祉プラン 2025～」が掲げる地域共生社会※

の実現に向け、障害者基本法、障害者総合支援法※及び児童福祉法に基づく法定計画が「板橋区障
がい者計画 2030・障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）」です。
　板橋区の障がい福祉分野における取組を進めていくうえでの基本的な考え方や、策定の背景・
目的、計画の位置付けや期間などを示します。

　障がい福祉を取り巻く環境は、高齢化や障がいの重度化、特性に応じた切
れ目のない支援の必要性などを背景に、多様化・複雑化しています。
　障がい福祉の基本方針を定める「障がい者計画」と、その実施計画に相当
する「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人もな
い人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えながらくらすことがで
きる「地域共生社会」の実現をめざし、取組を推進していきます。

　本計画のめざす地域共生社会と方向性を同じくするＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）の「誰一人取り残さない」という考え方を取り入れ、だれもが安
心してくらし続けられる環境の構築に取り組んでいきます。

　障がい者計画は、障害者基本法に基づく、区の障がい者施策を総合的かつ
計画的に推進するための基本計画です。
　障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障害者総合支援法及び児童福
祉法に基づく、サービスの必要量を定めるとともに、その提供体制の確保を
図るための計画であり、障がい者計画の実施計画に相当する計画です。
　「板橋区基本構想」及び「板橋区基本計画 2025」の方向性を念頭に、関連す
る個別計画と調和を図りながら、取組を進めていきます。

　障がい者計画は、施設整備をはじめとした制度設計などの長期的な視点
が必要であることから、令和６（2024）年度から令和 12（2030）年度までの
７年間を計画期間とします。
　障がい福祉計画（第７期）及び障がい児福祉計画（第３期）は、国の基本指
針に基づき、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計
画期間とし、３つの計画の連携により、計画的な施策・事業展開を図ってい
きます。

　「地域共生社会」の実現をめざし、障がいや難病※などにより支援を必要と
する人だけでなく、区民や支援を行う人も含め、すべての人を対象とします。

　施策の推進にあたっては、進捗状況を把握のうえ、点検・評価を行い、必
要に応じた見直しを図ることで、実効性のある取組を進めていきます。

　計画の策定にあたっては、外部検討組織からの課題提起・提言を踏まえ、
庁内検討組織で検討を進め、決定します。
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第１部 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

 

第１部 総論 
 
第１章 計画の策定にあたって 
 
１ 策定の背景・⽬的 
○ 平成 26（2014）年、⽇本は、「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」を批准

し、条約締結国になりました。平成 28（2016）年には「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施⾏され、障がい者を取り巻く状況は少しず
つですが、変化しています。 

その後も、平成 30（2018）年には⽂化芸術活動を通じた障がい者の個性と能⼒の発揮
及び社会参加の促進を図る「障害者による⽂化芸術活動の推進に関する法律」、国や地⽅
公共団体が医療的ケア※児及びその家族に対する⽀援施策を実施することを定めた「医療
的ケア児及びその家族に対する⽀援に関する法律」、令和４（2022）年には障がい者によ
る情報の取得利⽤・意思疎通に係る施策を総合的に推進する「障害者情報アクセシビリテ
ィ・コミュニケーション施策推進法」が施⾏されるなど、障がい者に関する法整備が進め
られてきました。令和５（2023）年には、障がい者の地域⽣活の⽀援体制の充実や、多様
なニーズに対する⽀援や障がい者雇⽤の質の向上などを定めた「改正障害者総合⽀援法」
が施⾏され、令和６（2024）年には障がい者に対する「合理的配慮※」の提供を国や⾃治
体のみならず⺠間事業者にも義務を課した「改正障害者差別解消法」が施⾏されます。 

 
○ 令和４（2022）年、障害者権利条約について、国際連合（国連）の「障害者の権利に関

する委員会（権利委員会）」による⽇本の審査が初めて⾏われ、医療機関や施設に⼊院・
⼊所している障がい者が地域に出て⾃⽴した⽣活を送る権利の保障、インクルーシブ教育
システム※の推進などに関して総括所⾒が⽰されており、その趣旨を踏まえて、障がい者
の権利の実現に向けた取組を引き続き推進する必要があります。 

 
○ 東京都においては、令和３（2021）年に東京パラリンピックが開催されました。また、

令和７（2025）年には聴覚障がい者による国際スポーツ⼤会「デフリンピック」が開催
されることが決定しています。デフリンピックでは、世界に向けて多様性の⼤切さをさら
に⼒強く発信し、地域共⽣社会の実現に⼤きく貢献するものとなることが期待されます。 

 
○ 東京都では、⼿話は独⾃の⽂法を持つ⼀つの⾔語であるという認識を広げるとともに、

⼿話の利⽤が普及するよう、令和４（2022）年に「⼿話⾔語条例」を施⾏し、⼿話を必
要とする⼈の意思疎通を⾏う権利が尊重され、安⼼して⽣活することができる社会の実現
をめざすとともに、⼿話を使⽤しやすい環境づくりを推進しています。 

 
○ 板橋区では、平成 27（2015）年 10 ⽉に、概ね 10 年後を想定した将来像「未来をは

ぐくむ緑と⽂化のかがやくまち “板橋”」とする板橋区基本構想を策定し、政策分野別に
「９つのまちづくりビジョン」を掲げ、「東京で⼀番住みたくなるまち」と評価されるま
ちの実現に向けて取組を進めています。 
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○ 区の保健・福祉分野においては、平成 28（2016）年３月に 10 か年の個別計画として、
「板橋区地域保健福祉計画～地域でつながる いたばし保健福祉プラン2025～」（以下「地
域保健福祉計画」という。）を策定しました。 

板橋区基本計画 2025 の後半５年間における短期的なアクションプログラムとして令
和３（2021）年１月に策定された「いたばし№1 実現プラン 2025」の３つの重点戦略（①
ＳＤＧｓ戦略②ＤＸ戦略③ブランド戦略）と整合を図るとともに、令和２（2020）年に発
生した新型コロナウイルス感染症の影響による「新たな日常※」へ対応するため、令和４
（2022）年に地域保健福祉計画実施計画 2025 を策定し、地域共生社会の実現をめざし
て取組を進めています。 

 
○ 障がい福祉を取り巻く環境は、高齢化や障がいの重度・重症化（医療的ケアが必要な障

がい者を含む）、発達障がい※や強度行動障がい※、医療的ケア児などの特性に応じた切れ
目のない支援の必要性などを背景に、多様化・複雑化しています。区では、障がいのある
人が安心してくらし続けられる環境を構築すべく、地域生活支援拠点等※の整備や、板橋
区発達障がい者支援センター（あいポート）※の開設（令和２（2020）年度）、板橋区子
ども家庭総合支援センター（児童相談所※）の設置（令和４（2022）年度）に向けた取組
などを進めてきました。 

 
○ このたび、「板橋区障がい者計画 2023」及び「板橋区障がい福祉計画（第６期）」・「板

橋区障がい児福祉計画（第２期）」の計画期間が令和５（2023）年度をもって終了するこ
とから、令和６（2024）年度からの新たな計画（以下、「本計画」という。）を策定しま
す。 

 
○ 本計画は、上位計画にあたる地域保健福祉計画の方向性を踏まえ、障がい者施策の一層

の充実を図るとともに、ニーズに即した必要なサービス量などを見込み、障がいのある人
も障がいのない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支え合いながらくらすことが
できる「地域共生社会」の実現をめざすものです。 
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第１部 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

 

２ ＳＤＧｓとのつながり 
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて

採択された令和 12（2030）年を年限とする基本目標です。 
  「誰一人取り残さない」という基本理念は、障がい福祉分野の根底を貫く考え方であり、

本計画のめざす地域共生社会と方向性を同じくするものです。 
  そのため、本計画においては、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方を基本理念や

基本目標に取り入れ、障がいのある・なしに関わらず、だれもが安心してくらし続けられ
るまちづくりに取り組んでいきます。 

 
【ＳＤＧｓのゴール】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＊ 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画と特に関連の強いゴールを大きく 

表示しています。 
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板橋区基本構想

板橋区基本計画2025

いたばし№１
実現プラン2025

板橋区地域保健福祉計画
～地域でつながるいたばし保健福祉プラン2025～

連携・整合

障害者基本法
（第11条第3項）

障害者総合支援法
（第88条）

板橋区障がい者計画2030

国の基本指針

児童福祉法
（第33条の20）

障がい福祉計画
（第７期）

障がい児福祉計画
（第３期）

調和

板橋区高齢者保健福祉・
介護保険事業計画2026

*いたばし健康プラン
後期行動計画2022<追補版>

いたばし子ども未来
応援宣言2025

いのちを支える
地域づくり計画2025

板橋区ユニバーサル
デザイン推進計画2025 など

＊…いたばし健康プラン後期行動計画2022＜追補版＞の期間は、令和７（2025）年度まで。

整合

 

 

３ 計画の位置付け 
（１）障がい者計画 
   区の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、区⺠、関係

機関、団体、事業者、区が、それぞれ⾃主的かつ積極的な活動を⾏うための指針となる
計画で、障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者計画」にあたるものです。 

 
（２）障がい福祉計画・障がい児福祉計画 
   障がい福祉計画、障がい児福祉計画は、国の基本指針（障害者総合⽀援法第 87 条、

児童福祉法第 33 条の 19）に基づき、障がいのある⼈⼜は障がいのある⼦どもの地域
⽣活を⽀援するためのサービス基盤等に係る成果⽬標を設定するとともに、サービスの
必要量を⾒込み、その提供体制の確保を図るための計画です。 

   それぞれ、障害者総合⽀援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第
33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」にあたり、障がい者計画の実施計画に
相当する計画です。 

 
 
【板橋区の各計画との関係】 
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第１部 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

 

（３）国の基本指針について 
   計画策定の根拠となる国の基本指針「障害福祉サービス等及び障害児通所⽀援等の円

滑な実施を確保するための基本的な指針」は、令和５（2023）年５⽉に改正・告⽰さ
れています。 

   基本指針で⽰されている計画策定の基本的な考え⽅などは以下のとおりです。 
 
 ① 基本的理念 
   障害者総合⽀援法や児童福祉法の理念を踏まえつつ、障がい者等の⾃⼰決定の尊重と

意思決定の⽀援や、課題に対応したサービス提供体制の整備、地域共⽣社会の実現に向
けた取組などに配慮し、総合的な計画を作成する。 

 
 ② 障がい福祉サービス※の提供体制の確保に関する基本的考え⽅ 
   基本的理念を踏まえ、全国で必要とされる訪問系サービスの保障や、希望する障がい

者等への⽇中活動系サービスの保障、グループホーム等の充実及び地域⽣活⽀援拠点等
の整備と機能充実、福祉施設から⼀般就労※への移⾏、強度⾏動障がいのある者に関す
る⽀援ニーズ把握・⽀援体制整備の推進などに配慮して⽬標を設定し、計画的な整備を
⾏う。 

 
 ③ 相談⽀援の提供体制の確保に関する基本的考え⽅ 
   相談⽀援体制の充実・強化、地域⽣活への移⾏や地域定着のための⽀援体制の確保、

発達障がい者等に対する⽀援、地域⾃⽴⽀援協議会の活性化の視点により取り組むこと
が必要である。 

 
 ④ 障がい児⽀援の提供体制の確保に関する基本的考え⽅ 
   専⾨的な⽀援の確保及び共⽣社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、

就労⽀援等の関係機関とも連携を図ったうえで、障がい児及びその家族に対して、乳幼
児期から学校卒業まで⼀貫した効果的な⽀援を⾝近な場所で提供する体制の構築を図
ること、インクルージョン※の推進が重要である。 

 
 ⑤ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所⽀援等の提供体制の確保に係る⽬標 
   障がい者等の⾃⽴⽀援の観点から、地域⽣活への移⾏や就労⽀援といった課題に対応

するため、以下について、⽬標を設定する。 
 
   ・福祉施設の⼊所者の地域⽣活への移⾏ 
   ・精神障がい※にも対応した地域包括ケアシステム※の構築 
   ・地域⽣活⽀援の充実 
   ・福祉施設から⼀般就労への移⾏等 
   ・障がい児⽀援の提供体制の整備等 
   ・相談⽀援体制の充実・強化等 
   ・障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
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年
度

令和３
(2021)

令和４
(2022)

令和５
(2023)

令和６
(2024)

令和７
(2025)

令和８
(2026)

令和９
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

計
画
期
間 板橋区障がい者計画2023

板橋区障がい福祉計画
（第６期）

板橋区障がい児福祉計画
（第２期）

板橋区障がい者計画2030

板橋区障がい福祉計画
（第７期）

前期

板橋区障がい児福祉計画
（第３期）

板橋区障がい福祉計画
（第８期）

板橋区障がい児福祉計画
（第４期）

次期計画
策定予定

次々期計画
策定予定

後期

 ⑥ その他⾃⽴⽀援給付及び地域⽣活⽀援事業※並びに障がい児通所⽀援等の円滑な実
施を確保するために必要な事項等 

   ・障がい者等に対する虐待の防⽌ 
   ・意思決定⽀援の促進 
   ・障がい者等の芸術⽂化活動⽀援による社会参加等の促進 
   ・障がい者等による情報の取得利⽤・意思疎通の推進 
   ・障がいを理由とする差別の解消の推進 
   ・障がい福祉サービス等及び障がい児通所⽀援等を提供する事業所における利⽤者 

の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 
 
 
４ 計画の期間 
  障がい者計画は、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の指針となる基本計画です。障

がい者施策は、施設整備をはじめ、障がい者のための制度設計など⻑期的な視点が必要で
あることから、前計画の３年間から変更し、令和６（2024）年度から令和 12（2030）
年度までの７年間を計画期間とします。 

  ⼀⽅、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき３年間を計画期
間とします。よって、「障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）」として
令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの前期３年間と、「障がい福祉計画（第
８期）・障がい児福祉計画（第４期）」として令和９（2027）年度から令和 11（2029）
年度までの後期３年間に分割することとします。 

 
 
  
年
度

令和３
(2021)

令和４
(2022)

令和５
(2023)

令和６
(2024)

令和７
(2025)

令和８
(2026)

令和９
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

計
画
期
間 板橋区障がい者計画2023

板橋区障がい福祉計画
（第６期）

板橋区障がい児福祉計画
（第２期）

板橋区障がい者計画2030

板橋区障がい福祉計画
（第７期）

前期

板橋区障がい児福祉計画
（第３期）

板橋区障がい福祉計画
（第８期）（予定）

板橋区障がい児福祉計画
（第４期）（予定）

次期計画
策定予定

次々期計画
策定予定

後期
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第１部 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

 

５ 計画の対象 
  本計画は、障がいのある人も障がいのない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに

支えながらくらすことができる「地域共生社会」の実現をめざすものであるため、障害者
手帳※の有無に関わらず、障がいや難病などがあるために日常生活又は社会生活を営むう
えで、何らかの制限を受ける方や不自由な状態にある人だけでなく、健常者や支援を行う
人も含め、すべての人を対象とします。 

 
 
６ 計画の推進に向けて 
  計画の進捗状況を適切に把握するため、学識経験者や地域の障がい福祉に関わる関係

者、当事者などにより構成される「板橋区地域自立支援協議会※」において、計画推進に
あたっての課題の検討、進捗状況の点検・評価を行っていきます。 

  また、板橋区地域自立支援協議会の各定例部会などを活用し、本計画に掲げる重点項目
などの検討を深め、障がい者施策全体としての調和を図るとともに、より実効性のある取
組を進めていきます。 

 
 
７ 検討体制 
（１）庁内検討体制 
   係長級で構成する「板橋区地域保健福祉計画推進本部障がい者福祉部会」、課長級で

構成する「板橋区地域保健福祉計画推進本部幹事会」において検討を進め、区長を本部
長とする「板橋区地域保健福祉計画推進本部」（庁議）において決定します。 

 
（２）外部検討体制 
   学識経験者や地域の障がい福祉にかかわる関係者、当事者などにより構成される「板

橋区障がい福祉計画等策定委員会」及び「板橋区地域自立支援協議会」において意見聴
取し、計画に反映します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（１）庁内検討組織 （２）外部検討組織

地域保健福祉計画推進本部

地域保健福祉計画推進本部
幹事会

地域保健福祉計画推進本部
障がい者福祉部会

板橋区障がい福祉計画等策定委員会

板橋区地域⾃⽴⽀援協議会

意⾒聴取

課題提起・提⾔
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第１部 総論 

第２章 板橋区の障がい者の現状と
　　　　これまでの振り返り 

１ 障がい者数の推移と傾向 

２ 障がい者計画2023における重点項目の振り返り 

３ 障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画
　（第２期）におけるサービスの利用状況、取組の
　　振り返り 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ 板橋区の障がい者の現状とこれまでの振り返り

適切な支援につなげていくために

障がい者数の推移と傾向

障がい者計画 2023
における重点項目の
振り返り

障がい福祉計画（第６期）・
障がい児福祉計画（第２期）
におけるサービスの利用
状況、取組の振り返り

　計画の策定にあたり、障がい者数の推移と傾向の把握をはじめ、前障がい者計画における重点
項目や、障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）のサービス利用状況、取組の振り
返りを行うとともに、障がいのある人を中心とした板橋区障がい者実態調査を実施しました。

　障がい者数は増加傾向にあり、令和５（2023）年度において、難病患者を
含め、35,366人となっています。身体・知的・精神障がい者、難病患者のい
ずれも増加傾向にある中、精神障がい者の増加が顕著となっています。
　障がい児については、令和５（2023）年度において、1,317 人となってお
り、近年は横ばい傾向となっています。しかしながら、手帳を所持していな
くても支援を必要としている子どもも潜在的に存在しているため、ニーズ
を的確に捉える工夫を図り、適切な支援につなげていく必要があります。

　前障がい者計画においては、「相談支援体制の充実」、「障がいのある子ど
もの療育・保育・教育の充実」、「地域生活支援拠点等の整備」、「障がいのあ
る人の就労の拡充」、「障がい者差別※の解消及び権利擁護※の促進」の５つを
重点項目と位置付け、取組を進めてきました。
　今後は、これまでの成果や課題を踏まえ、より充実した施策・事業に取り
組んでいきます。

　障がい福祉サービスにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、利用者数が減少したものも多くありましたが、令和４（2022）年度には
増加傾向に転じています。日中活動系サービスでは、生活介護※や療養介護
のほか、就労支援に係るサービスが増加しています。また、居住系サービス
では、自立生活援助や共同生活援助（グループホーム）※のほか、地域定着支
援※が増加しており、そのほか、計画相談支援※をはじめとする、相談支援に
係るサービスが増加しています。
　障がい児向けサービスにおいては、児童発達支援※や保育所等訪問支援の
利用が急増しています。
　また、計画策定の基礎資料とするため実施した「板橋区障がい者実態調
査」において、障がい福祉サービスの利用状況や生活実態、施策の推進に必
要なことなどが明らかになりました。
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第２章 板橋区の障がい者の現状とこれまでの振り返り  

 

17,832 18,208 18,536 18,360 18,555

4,011 4,147 4,251 4,359 4,440

5,184 5,501 5,547 6,076 6,575

5,142 5,343 5,673 5,447 5,796
32,169 33,199 34,007 34,242

35,366

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)

令和３年度

(2021年度)

令和４年度

(2022年度)

令和５年度

(2023年度)

（人） 障がい者の推移

難病

精神障がい者

知的障がい者

身体障がい者

計

各年度４月１日時点

第２章 板橋区の障がい者の現状とこれまでの振り返り 
 
１ 障がい者数の推移と傾向 
（１）障がい者の推移と傾向 
  ①障がい者全体（障がい児を含む）の推移と傾向 
    障がい者全体の推移を⾒ると、年々増加しており、令和５（2023）年度において

は、難病認定者を含め、35,366 ⼈となっています。⾝体障がい※者、難病は令和４
（2022）年度に減少に転じましたが、令和５（2023）年度は再び増加しています。
知的障がい※者、精神障がい者は増加傾向が続いています。中でも精神障がい者の増
加が顕著であり、令和元（2019）年度と⽐較し、1,391 ⼈増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
（各年度４⽉１⽇時点） 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5 年度 伸び率 

板橋区⼈⼝ 568,721 ⼈ 572,490 ⼈ 570,024 ⼈ 567,091 ⼈ 570,076 ⼈ 100.2% 

障がい者数 32,169 ⼈ 33,199 ⼈ 34,007 ⼈ 34,242 ⼈ 35,366 ⼈ 109.9% 

 

⾝体障がい者 17,832 ⼈ 18,208 ⼈ 18,536 ⼈ 18,360 ⼈ 18,555 ⼈ 104.1% 

知的障がい者 4,011 ⼈ 4,147 ⼈ 4,251 ⼈ 4,359 ⼈ 4,440 ⼈ 110.7% 

精神障がい者 5,184 ⼈ 5,501 ⼈ 5,547 ⼈ 6,076 ⼈ 6,575 ⼈ 126.8% 

難病 5,142 ⼈ 5,343 ⼈ 5,673 ⼈ 5,447 ⼈ 5,796 ⼈ 112.7% 

＊…伸び率は、令和５年度における令和元年度⽐ 
＊…統計上、各障害者⼿帳所持者を障がい者としており、難病については、難病医療費等助成制度認定者数

を計上している。 
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1,374 1,407 1,434 1,442 1,483 
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（人） ⾝体障がい者の推移

内部障がい

肢体不自由

音声・言語・

そしゃく

聴覚・平衡機

能障がい

視覚障がい

全体

各年度４月１日時点
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1,987 2,078 2,161 2,233 2,280

4,011 4,147 4,251 4,359 4,440

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)

令和３年度

(2021年度)

令和４年度

(2022年度)

令和５年度

(2023年度)

（人） 知的障がい者の推移

４度（軽度）
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１度（最重度）

計

各年度４月１日時点

②⾝体障がい者の推移と傾向 
     ⾝体障がい者の推移を⾒ると、令和５（2023）年度においては、18,555 ⼈とな

っています。肢体不⾃由者※は微減傾向にありますが、全体として微増傾向にあり、
その中で、内部障がい※者が増えている傾向にあります。内部障がい者は、主に⼼
臓機能障がい※や腎臓機能障がい※が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③知的障がい者の推移と傾向 
     知的障がい者の推移を⾒ると、令和５（2023）年度においては 4,440 ⼈となっ

ており、年々増加している状況にあります。認定別に⾒ると、４度（軽度）の⽅が
最も増加しており、令和元（2019）年度に⽐べ、293 ⼈増加しています。 
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計
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   ④精神障がい者の推移と傾向 
     精神障がい者の推移を⾒ると、令和５（2023）年度においては、6,575 ⼈とな

っています。ほかの障がいと⽐較し、増加が顕著であり、令和元（2019）年度に
⽐べて 1,391 ⼈増（伸び率︓約 127％）となっています。また、認定別に⾒ると、
３級（軽度）が最も増加しています。⾃⽴⽀援医療（精神通院医療）※の申請数も、
令和元（2019）年度に⽐べて 3,809 ⼈（伸び率︓約 126％）増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）障がい児の推移と傾向 
   ①障がい児全体の推移と傾向 
     障がい児は、各障がいに関する⼿帳を所持している 18 歳未満を計上しています。 
     ⼿帳を所持する障がい児は、近年はほぼ横ばい傾向となっていましたが、令和５

（2023）年度は 1,317 ⼈で、やや増加しています。⼀⽅、発達の遅れやつまづき
など、⼿帳を所持していなくても⽀援を必要としている⼦どもも潜在的に存在して
います。また、医療的ケア児については、区としても調査に取り組んでいますが、
全数の把握には⾄っていません。そのため、このような⼦どもたちの存在とニーズ
を捉え、適切な⽀援につなげていくために、把握に向けた検討を進めています。 
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有効期限が１年自動延長された。

各年度４月１日時点

＊
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（各年度４⽉１⽇時点） 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5 年度 伸び率 

18 歳未満⼈⼝ 73,920 ⼈ 73,616 ⼈ 72,543 ⼈ 71,474 ⼈ 70,596 ⼈ 95.5% 

障がい児数 1,255 ⼈ 1,267 ⼈ 1,272 ⼈ 1,269 ⼈ 1,317 ⼈ 104.9% 

 
⾝体障がい児 419 ⼈ 422 ⼈ 426 ⼈ 411 ⼈ 411 ⼈ 98.1% 

知的障がい児 836 ⼈ 845 ⼈ 846 ⼈ 858 ⼈ 906 ⼈ 108.4% 

＊…伸び率は、令和５年度における令和元年度⽐ 
 
   ②⾝体障がい児の推移と傾向 
     ⾝体障がい児の推移を⾒ると、令和５（2023）年度では、411 ⼈となっていま

す。また、認定別に⾒ると、１、２級の占める割合が多く、重度の障がい児が多く
なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ③知的障がい児の推移と傾向 
     知的障がい児の推移を⾒ると、令和５（2023）年度においては 906 ⼈となって

います。また、認定別に⾒ると、４度（軽度）の障がい児が多くなっています。 
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２ 障がい者計画 2023 における重点項⽬の振り返り 
  上位計画である地域保健福祉計画のもと策定した障がい者計画 2023 においては、基本

理念を「つながり、⽀え合い、認め合い、⾃分らしく安⼼してくらし続けられるまち」と
し、（１）相談⽀援体制の充実、（２）障がいのある⼦どもの療育・保育・教育の充実、（３）
地域⽣活⽀援拠点等の整備、（４）障がいのある⼈の就労の拡充、（５）障がい者差別の解
消及び権利擁護の促進を重点項⽬と位置付け、取組を進めてきました。 

 
（１）相談⽀援体制の充実 
  ○ 相談⽀援体制の充実のため、基幹相談⽀援センター※の⼈員を増員したほか、相談

⽀援事業所における相談⽀援の強化に向け、基幹相談⽀援センターの職員が相談⽀援
事業所に出向き、個別課題の共有や連携体制の強化を図るとともに、板橋区地域⾃⽴
⽀援協議会（相談⽀援部会）や相談⽀援事業所実務担当者連絡会等において、情報や
共通課題を共有することで、より各関係機関が有機的に連携して取り組めるような協
⼒関係を築いてきました。 

  ○ また、令和２（2020）年度に設置した板橋区発達障がい者⽀援センター（あいポ
ート）において、精神保健福祉⼠※や社会福祉⼠※等による専⾨相談、グループワーク
や選択制プログラム等による社会参加⽀援のほか、発達障がい者の家族を対象とした
家族学習会等を実施することで、成⼈期の発達障がい者に対する総合的な拠点として
⽀援に取り組んでいます。 

  ○ 乳幼児の疾病や障がいの早期発⾒・早期⽀援に対する取組として、乳幼児健康診査
や医療機関からの情報連携により把握した⽀援の必要な⼦どもへの個別相談⽀援を
実施しています。発達に気がかりがある場合は⼦ども発達⽀援センターにおける相談
事業につなげるほか、発達に気がかりがある未就学児を育てる保護者を対象に「発達
⽀援のための親の会（⼦どもののびるを⽀援する親の会）」を令和４（2022）年度か
ら健康福祉センターで開始し、保護者の孤⽴を防ぐとともに、⽀援が途切れることが
ないよう充実を図ってきました。また、令和４（2022）年４⽉に３か所⽬の「児童
発達⽀援センター※」が開設され、地域における障がい児の相談⽀援や関係機関など
との連携強化を担う中核的な療育⽀援を⾏っています。 

  ○ このほか、障がい者本⼈の⽣い⽴ちから現在の⽣活に⾄る成⻑の記録や⽀援内容を
書き綴る「サポートファイル」の運⽤を開始しました。 

 
（２）障がいのある⼦どもの療育・保育・教育の充実 
  ○ 障がいのある⼦どもの⽀援に関しては、就学前、学齢期、卒業・就職期など、ライ

フステージごとに、成⻑に応じた切れ⽬のない⽀援を提供していくため、児童発達⽀
援事業所や放課後等デイサービス※の整備を促進し、令和３（2021）年度から令和４
（2022）年度の２年間で計 16 件の事業所が新規開設しました。 

  ○ また、令和３（2021）年９⽉、医療的ケア児⽀援法が施⾏されるなど、特に医療
的ケアなどを必要とする⼦どもへの環境・体制の整備が求められていることから、関
係部署や外部機関で組織する「重症⼼⾝障がい※・医療的ケア児等会議」を設置し、
医療的ケア児等コーディネーターの配置に向けた検討をはじめ、発達⽀援に関する情
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報や共通課題を共有することで、関係機関の連携・協力体制を構築してきました。 
  ○ 令和３（2021）年４月、区立保育園２園で医療的ケアなどを必要とする子どもの

受入体制を構築し、令和５（2023）年４月より、区立幼稚園、区立小・中学校、あい
キッズ※へと支援の対象を拡大しました。 

  ○ 令和４（2022）年１月、医療的ケアなどを必要とする子どもを受入可能な放課後
等デイサービス事業所が開設されました。 

○ 板橋キャンパス（都有地活用）※において、医療的ケアなどを必要とする子どもの
受入れも可能な児童発達支援事業所を整備する計画でしたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大が長期化し、建築資材の高騰などの影響により、当初のスケジュールで整
備を進めることが困難となったことから、事業自体の見直しを行うこととなりました。
また、板橋キャンパス（都有地活用）ではありませんが、令和４（2022）年４月、医
療的ケアなどを必要とする子どもを受入可能な児童発達支援事業所が開設されまし
た。 

 
（３）地域生活支援拠点等の整備 
  ○ 高齢化や障がいの重度化、「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、

緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づく
り）を、様々な地域資源の活用などにより整備し、障がいのある人の生活を地域全体
で支えるサービス提供体制の構築のため、基幹相談支援センターを軸とした、面的整
備型の地域生活支援拠点等の整備に取り組んできました。 

  ○ 障がいのある人の介助者不在等、緊急時に円滑な対応が行えるようにすることを目
的とした「安心支援プラン」について、板橋区地域自立支援協議会（相談支援部会）
において検討を行い、令和５（2023）年度に運用を開始しました。 

  ○ 前計画では、板橋キャンパス（都有地活用）における短期入所※施設の整備による
緊急時の受入れ対応、共同生活援助施設（グループホーム）による一人ぐらしの体験
の場の確保等の体制整備を見込んでいましたが、板橋キャンパス（都有地活用）の計
画見直しにより、整備事業自体の見直しを行うこととなりました。 

○ 板橋キャンパス（都有地活用）の整備計画の見直しに伴い、地域生活支援拠点等の
整備についても代替案等の検討を進めています。赤塚ホームでの緊急時の受入れの充
実を図るため、運営体制の強化などについて協議を進めるとともに、支援者向けの短
期入所の社会資源※ガイドマップ（近隣の短期入所施設をまとめた冊子）を作成し、
民間事業所との連携体制を確保することで、緊急時の受入れにつながりやすい環境整
備に取り組んできました。 

 
（４）障がいのある人の就労の拡充 
  ○ 障がいのある人が、自らの選択により、自分に合った仕事に就き、働き続けられる

環境を構築するため、ハローワーク※池袋や東京障害者職業センター※、 東京しごと
財団※、板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）※などと連携して、職業
相談や職業紹介、職業準備支援のほか、事業主に対し雇用管理に関する助言・支援な
どに取り組んできました。 
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  ○ 一般就労へのステップの場として、障がいのある人が一定期間区職員として就労す
る「チャレンジ就労」の雇用期間を拡大したほか、障害者就業・生活支援センター（ワ
ーキング・トライ）と協定を締結し、実習生の受入れも行ってきました。 

○ 今後も障がいのある人に就労経験を積む場を提供し、民間企業等への就労につなが
る「チャレンジ就労」の体制強化を図るため、令和５（2023）年度に、障がい政策課
内に「障がい者活躍推進係」を新設しました。 

  ○ 障害者雇用促進法※に基づき策定した「板橋区障がい者活躍推進計画」により、区
として、職員の計画的な障がい者雇用に取り組むとともに、障がいのある職員を含め
た「障がい者活躍推進チーム」において、障がいのある人が活躍しやすい職場づくり
や人事管理などによる雇用の質の確保に努めています。 

  ○ 民間企業での障がい者雇用を促進するため、板橋区地域自立支援協議会（就労支援
部会）にて協議を行い、民間企業における障がい者雇用のニーズ調査を行いました。 

  ○ このほか、各就労支援事業所や障がい福祉サービス事業所との連携などにより、就
労に向けた職能訓練や一般就労に向けた情報提供、受入れ側の企業支援などを行うこ
とで、障がいのある人が自分に合った仕事に就労できるよう就労の機会拡大を図ると
ともに、就労の継続や定着の実現に向けた取組を進めました。 

 
（５）障がい者差別の解消及び権利擁護の促進 
  ○ 板橋区では、職員が事務や事業を行うにあたり、障がいを理由とした差別を行わず

適切に対応するための基本事項や事例を示した「職員対応要領」に基づき、「板橋区
障害者差別解消法ハンドブック（板橋区職員向け）」を作成し、職員研修などを通じ
て実践に向けた周知に取り組んでいます。 

  ○ また、「障がい者週間記念行事※」や「障がい者理解促進事業」などを通じて、区民
への普及啓発にも取り組んできました。 

  ○ さらに、令和元（2019）年度に制定した「板橋区手話言語条例」に基づき、障が
いのある人への合理的配慮の促進及び手話が言語であるという認識を広げるため、手
話言語の啓発冊子の配布、手話講座を開催する等の取組を行ってきました。 

  ○ 障がい者の虐待防止のため、「板橋区障がい者虐待防止センター」における受付時
間以外の休日・夜間の時間帯における相談受付を開始し、24 時間 365 日の相談体制
へと強化を図りました。また、板橋区地域自立支援協議会（権利擁護部会）では、関
係機関で障がい者虐待※に関する事例勉強会を行うなど、意見交換や認識の共有に取
り組みました。 

  ○ 令和４（2022）年度には、児童相談行政における東京都と区の二元体制を解消し、
あってはならない悲惨な事件や事故から子どもたちを守るため「板橋区子ども家庭総
合支援センター」を開設しました。 

  ○ これらの取組により、日常の社会生活における障がいを理由とする差別の禁止や、
社会的障壁※の除去による、権利擁護の促進に努めてきました。 
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３ 障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）におけるサービスの利用状況、
取組の振り返り 

  障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）において示している令和３（2021）
年度から令和４（2022）年度までの２か年における支援の種類ごとの事業量見込みと実
績については次のとおりです。 

 
（１）障がい福祉サービスの実施状況（第６期障がい福祉計画） 
  ○ 訪問系サービスでは、重度訪問介護※、同行援護※の利用者数が、新型コロナウイル

ス感染症拡大による利用控えが影響してか、令和２（2020）年度に減少しましたが、
令和４（2022）年度は再び増加傾向に転じています。利用時間数としては、行動援
護※の伸び率が非常に高く、重度訪問介護や同行援護の利用も増加傾向にあります。 
一方で、居宅介護※は、利用者数は横ばいですが、利用時間数はやや減少傾向にあり
ます。

  ○ 日中活動系サービスでは、生活介護や自立訓練（機能訓練・生活訓練）※、療養介
護のほか、就労移行支援※、就労定着支援※、就労継続支援（A 型・B 型）※などの就
労支援の利用者数が増加傾向にあります。また、短期入所については、障がい者支援
施設等における福祉型の利用者数が増加傾向にある一方、病院・診療所等における医
療型の利用者数は減少傾向にあります。 

  ○ 居住系サービスや相談支援では、自立生活援助や共同生活援助（グループホーム）、
計画相談支援、地域定着支援の利用者数が増加傾向にありますが、施設入所支援※は
減少傾向です。 

 
（２）地域生活支援事業の実施状況（第６期障がい福祉計画） 
  ○  新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、理解促進研修・啓発事業や手話奉仕

員※養成研修事業の一部中止や規模を縮小したほか、手話通訳者・要約筆記※者派遣
事業や移動支援事業なども利用控えが影響してか、参加者数や利用者数が令和２
（2020）年度から令和３（2021）年度に大幅に減少しましたが、現在はコロナ禍以
前の水準に回復傾向です。 

  ○  そのほか、日常生活用具の給付や日常生活に関するサービスのほか、地域活動支
援センター※機能強化事業などについては、年度ごとにばらつきが見られるものの、
大きな変動は見られない状況にあります。 

 
（３）障がい児向けサービスの実施状況（第２期障がい児福祉計画） 
  ○ 児童発達支援と保育所等訪問支援の利用者数が急増していることに加え、放課後等

デイサービスや障害児相談支援、医療型児童発達支援※でも、利用者数が増加傾向に
あります。居宅訪問型児童発達支援※では、利用がほぼ横ばいとなっています。 

 
（４）実施状況を踏まえて 
  ○ これまでの区におけるサービス利用状況をもとに、国からの基本指針に示された成

果目標を達成するため、活動指標を見込み、計画を策定します。 
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（５）板橋区障がい者実態調査の結果 
   令和４（2022）年度に、計画策定の基礎資料として、障がい福祉サービスの利用状

況や生活実態、障がい者施策の推進に必要なことなどを把握するため、板橋区在住の障
がい者（児）、一般区民の方を対象に「板橋区障がい者実態調査」を実施しました。 

 
 【調査概要】 
  調査期間︓令和４（2022）年９月７日から令和４（2022）年９月 30 日 
  調査対象︓6,000 人 
       ・区内在住の障がい者（児）及び一般区民から無作為抽出した 5,800 人 
       ・板橋区発達障がい者支援センター（あいポート）利用者    100 人 
       ・手帳を所持していない幼児（児童発達支援事業所利用者）   100 人 
  回答方法︓郵送及びインターネットによる回答 
 

調査区分 
配布数 
（件） 

有効回収
（件） 

有効回答率 

障がい者（児） 5,000 2,148 43.0％ 

一般区民 1,000 338 33.8% 

 
 
 「板橋区障がい者実態調査」の結果、明らかになった傾向は次のとおりです。 
 
 ①障がい者の回答結果の傾向 
   障がい福祉サービスの利用状況は、全体で３割強の方が利用していると回答していま

す。障がい種別では、知的障がいと発達障がいでは５割、高次脳機能障がい※では４割
の方が利用していると回答しています。 

   利用しているサービスは、居宅介護や生活介護、計画相談支援がほかのサービスより
高い傾向にあります。 

   共生社会実現のため特に注力すべきことは、障がいのある人の一般企業への就労の促
進のほか、学校での障がいに関する教育や情報の提供といった理解促進を求める割合が
高くなっています。 

   障がいのある人への理解度は、障がいにより多少のばらつきがあるものの、４割の方
が足りていないと回答しています。 

   差別や嫌な思いの経験は、高次脳機能障がいや難病では２割にとどまる一方、発達障
がいでは６割、知的障がいと精神障がいでは５割前後の方が経験ありと回答しています。 
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 ②障がい児の回答結果の傾向 
   障がい福祉サービスの利用状況は、６割弱の方が利用していると回答しています。 
   利用しているサービスは、放課後等デイサービスが４割と最も高くなっており、計画

相談支援、児童発達支援が２割台とほかのサービスより高くなっています。 
   共生社会実現のため特に注力すべきことは、学校での障がいに関する教育や情報の提

供と答えた方が７割を超え、非常に高くなっています。 
   障がいのある人への理解度は、障がいにより多少のばらつきがあるものの、５割以上

の方が足りていないと回答しています。 
   差別や嫌な思いの経験は、６割以上の方が経験ありと回答しています。 
 
 ③一般区民の回答結果の傾向 
   福祉ボランティア活動への関心度は、関心がある方と関心がない方が、それぞれ５割

弱となっており、ほぼ半数ずつになっています。 
   障がい者差別を見聞きした経験は、経験ありと答えた方が約５割ですが、そのうち１

割弱の方が「よくある」と回答しています。 
   障がいのある人への理解度は、５割の方が足りていないと回答しています。 
   共生社会実現のため特に注力すべきことは、学校での障がいに関する教育や情報の提

供、通常の学級への受入れやインクルーシブ教育システムの推進といった子どもたちの
教育のほか、障がいのある人の一般企業への就労の促進といった、障がい者と同様の傾
向が見られました。 

 
 ④障がい種別の回答結果の傾向 
  ア 身体障がい 
    日中の過ごし方は、自宅にいる方と働いている方がそれぞれ３割前後を占めており、

居宅介護などの在宅サービスを望む割合が高い一方、正社員でほかの職員と勤務条件
などに違いがない方が多いことから、就労支援サービスを望む割合は低くなっていま
す。 

    災害時の困りごとは、避難場所の設備や環境への不安のほか、投薬治療が受けられ
なくなることや安全な場所への移動が難しいことなどが挙げられています。 

    幼稚園・保育施設・認定こども園（以下、「園」という。）や学校生活での困りごと
は、通うのが大変、トイレなどの設備が整っていないなど、環境に関することが挙げ
られています。 

    仕事上での困りごとは、給与・工賃※などの収入が少ないほか、通勤が大変との回
答が挙げられています。 

 
  イ 知的障がい 
    日中の過ごし方は、特別支援学級※・特別支援学校※に通っている方と福祉施設・作

業所などに通っている方がそれぞれ約３割を占めており、放課後等デイサービスのほ
か、計画相談支援や地域移行支援※、地域定着支援、行動援護など地域生活に関連す
るサービスを望む割合が高くなっています。 
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    災害時の困りごとは、約６割の方が安全な場所への移動が難しいほか、約５割の方
から周囲とのコミュニケーションがとれないことが挙げられています。 

    園や学校生活での困りごとは、通うのが大変、トイレなどの設備が整っていないな
ど環境に関することが挙げられています。 

    仕事上での困りごとは、給与・工賃などの収入が少ないほか、職場の人間関係に関
することが挙げられています。 

 
  ウ 発達障がい 
    日中の過ごし方は、回答者は若年層の方が多く、平日、特別支援学級・特別支援学

校に通っている方が約３割を占めており、児童発達支援のほか、就労移行支援や就労
定着支援などの就労支援サービスを望む割合が高くなっています。 

    災害時の困りごとは、周囲とのコミュニケーションがとれないほか、避難場所の設
備や環境への不安などが挙げられています。 

    園や学校生活での困りごとは、先生の理解や配慮が足りない場合があることや、障
がいに対する理解や配慮が引き継がれないなど、先生の専門性や人材育成に関するこ
とが挙げられています。 

    仕事上での困りごとは、給与・工賃などの収入が少ないほか、職場の人間関係に関
することが挙げられています。 

 
  エ 精神障がい 
    日中の過ごし方は、自宅にいる方が約４割を占めているため、計画相談支援や居宅

介護などの在宅サービスのほか、地域移行支援や地域定着支援などの地域生活に関連
するサービスを望む割合が高くなっています。 

    災害時の困りごとは、約６割の方から投薬や治療が受けられないことが挙げられて
います。 

    園や学校生活での困りごとは、先生の理解や配慮が足りない場合があることや、障
がいに対する理解や配慮が引き継がれないといった、先生の専門性や人材育成に関す
ることのほか、まわりの児童・生徒たちの理解が得られにくいことが挙げられていま
す。 

    仕事上での困りごとは、給与・工賃などの収入が少ないほか、職場の人間関係や障
がいに対する職場の理解不足が挙げられています。 

 
  オ 高次脳機能障がい 
    日中の過ごし方は、自宅にいる方が約３割を占めており、自立訓練のほか、就労移

行支援のサービスを望む割合が高くなっています。 
    災害時の困りごとは、災害時ひとりでの避難ができない方が約６割を占めている中、

安全な場所への移動が難しいことが挙げられています。 
    園や学校生活での困りごとは、回答者数が少ないため分析することはできませんが、

まわりの児童・生徒たちから障がいに対する理解が得られにくいことが挙げられてい
ます。 
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    仕事上での困りごとは、回答者数が少ないため分析することはできませんが、通勤
が⼤変であることが挙げられています。 

 
  カ 難病 
    ⽇中の過ごし⽅は、働いている⽅が約４割、⾃宅にいる⽅が約３割を占めており、

居宅介護や⽣活介護などの在宅サービスを望む割合が⾼い⼀⽅、正社員でほかの職員
と勤務条件などに違いがない⽅が多いことから就労⽀援サービスを望む割合は低く
なっています。 

    災害時の困りごとは、災害時ひとりでの避難ができない⽅は約２割でほかの障がい
に⽐べて低いものの、投薬や治療が受けられないことや、避難場所の設備や環境への
不安が挙げられています。 

    園や学校⽣活での困りごとは、通うのが⼤変であるほか、先⽣の理解や配慮が⾜り
ない場合があるといった、先⽣の専⾨性に関することが挙げられています。 

    仕事上での困りごとは、給与・⼯賃などの収⼊が少ないほか、通勤時間・⽇数が多
く体⼒的に不安であることが挙げられています。 

 

（６）障がい福祉サービス費⽤の推移 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

決算額 11,344,230 千円 12,168,615 千円 12,935,598 千円 
 

障がい福祉サービスに係る費⽤については、⾼齢化や障がいの重度化、精神障がいを
はじめとする障がい者⼈⼝の増加などを背景に増加を続けており、今後も同様の傾向が
続くと⾒込まれています。 

そのような中、区全体の財政は、持ち直しの傾向にあるものの、物価⾼騰など、現下
の社会経済情勢を考慮すると、楽観視できる状況にはありません。今後の景気動向を予
断なく⾒据えながら、区政における喫緊の課題に適切に対応していくとともに、公共施
設の再構築の取組や、まちづくり事業などの多額の経費負担を伴う事業が継続していく
中で、健全な財政基盤を確⽴し、持続可能な区政を実現していく必要があります。 

そのため、次期障がい福祉計画・障がい児福祉計画の計画期間である令和６（2024）
年度から令和８（2026）年度はもとより、将来を⾒越し、事務事業⼀つひとつについて
効果や効率性を⾒極めつつ、創意⼯夫を重ね、サービスの質の維持・向上を図っていき
ます。  

24 25



ぱん！

？
リレー選手Bさん

……
ペラ

ペラ

スタート合図がピストル 役職や選手は健常者だけ 何をはなしてるんだろ… 障がい者にリレーの選手は
務まらないと決めつける…

色付きボードで、スタート
合図が見てわかるように

位置について よーい  ドン

ぱん！ リレー選手Aさん

みんなと同じように活躍！

女子のアンカー
ってだれ？

手話や
指文字を
使ってみよう

あいちゃんかあ！

パチパチ パチパチ

得意なこと・苦手なこと
尊重しあおう！

物理的バリア 制度のバリア 文化・情報のバリア 心のバリア

物理的バリアフリー 制度のバリアフリー 文化・情報のバリアフリー 心のバリアフリー
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小学生のＡさんは、足の速さが自慢の聴覚障がい児です。 
運動会のリレーの選手を決める話し合いで、立候補しました。すると・・・ 

 
リレーの選手は 

難しいんじゃないか…︖ 
 

Ｂさん 

 

 
クラスにはＡさんの力が 

必要だよ︕︕ 
 

Ｃさん 

 
 この２人の考え方の違いは、何でしょうか︖ 
 どうしたらみんなと一緒にＡさんもリレーに参加できるのでしょうか︖ 
 
医学モデル（Ｂさんサイド） 
 障がいを病気や傷害（治療すべきもの）などととらえ、その人個人の問題と見
る考え方をいいます。 
 
社会モデル（Ｃさんサイド） 

「障がい」を治療や克服の対象とせず、社会の様々な障壁（バリア）によって生
み出されたものとし、バリアを取り除くのは社会の責任とする考え方をいいます。 

 
 

 

板橋区手話ニュース 
「手と手で語ろう」から 

コラム １ 

ぼくは、Ｂさんの意見（医学モデル）によると、 
なんにもできないままになっちゃうなあ… 

 Ｃさんの意見（社会モデル）のように、コミュニケーションや合図などの工夫で 
ぼくはリレーに参加できた︕そしてリレーは 1 位になれたんだ︕ 

医学モデルと社会モデル ～聴覚障がいのあるＡさんの場合～ 

スタートの合図が聞こえ
ないから、陸上競技はハン
デがあるよね。
指示がちゃんと伝わらな
いから一緒に練習するの
も大変だよなあ…

スタートは音の代わ
りに光や、色の付いた
ボードで合図すれば
いいよね。
指示は手話や指文字
とかで伝えるように
しよう！身振りだっ
て伝わるよ！
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第２部　板橋区障がい者計画2030

１　基本理念 

２　基本目標 

３　施策の体系 

４　板橋区障がい者計画2030における重点項目

５　基本目標に基づく施策の展開



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 板橋区障がい者計画2030

つながり、支え合い、認め合い、自分らしく
安心してくらし続けられるまちをめざして

基本理念

基本目標

施策の体系

板橋区障がい者計画 2030
における重点項目

基本目標に基づく
施策の展開

　本計画のめざす、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えなが
らくらすことができる「地域共生社会」の実現に向け、基本理念・基本目標・施策・事業を体系的
に整理し、計画的に取組を進めていきます。
　また、区において解決すべき優先課題やニーズの高い事項については、国の基本指針なども踏
まえ、重点項目と位置付け、対応を図っていきます。

　地域共生社会の実現に向け、人々の関係、支援の輪が切れ目なく「つなが
り」、多様な主体が互いを「支え合い」、様々な個性を「認め合い」、だれもが自
分らしく安心してくらし続けられるまちをめざし、前計画から引き続き基
本理念を「つながり、支え合い、認め合い、自分らしく安心してくらしつづけ
られるまち」とします。

　基本理念の実現をめざし、「個人」・「地域」・「しくみ」の視点に着目した
３つの基本目標を設定し、基本目標に基づく施策の展開を図っていきます。

　基本理念の実現に向け、３つの基本目標のもと、11施策・140事業を位
置付け、取組を進めていきます。

　本計画の策定にあたり整理した障がい者の現状や、前計画の進捗評価に
より明らかになった課題、板橋区障がい者実態調査等に基づくニーズ及び
国の基本指針などを踏まえ、計画期間に重点的に取り組むべきことを「重点
項目」として５つ位置付けています。
　【５つの重点項目】
　　① 相談支援の充実
　　② 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実
　　③ 障がいのある人の就労の拡充
　　④ 多様な生活の場の整備
　　⑤ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

　施策の展開に向け、前計画において成果を挙げるなど、継続的に取り組ん
でいく事業のほか、今回明らかになった課題の解決に資する事業を計画事
業として選定しています。
　本計画において位置付けた、新規掲載事業 24を含む、140事業を着実に
進めていくことで、基本理念の実現を図っていきます。
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つながり、⽀え合い、認め合い、⾃分らしく安⼼してくらし続けられるまち基本理念

基本⽬標１ ⾃分らしく⽣き⽣きとくらせるまち

基本⽬標２ 安⼼して地域でくらし続けられるまち

基本⽬標３ つながり、ともに⽀え合うまち

認め合い
つながり、⽀え合い、認め合い、⾃分らしく安⼼してくらし続けられるまち基本理念

基本⽬標１ ⾃分らしく⽣き⽣きとくらせるまち

基本⽬標２ 安⼼して地域でくらし続けられるまち

基本⽬標３ つながり、ともに⽀え合うまち

認め合い
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 
 
１ 基本理念 
 
 
 
  障がい者計画の上位計画である地域保健福祉計画においては、板橋区の地域福祉を持続

的に推進していくため、国際社会共通の目標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」
がめざす「誰一人取り残さない」社会の実現を福祉の視点に取り入れ、社会的孤立や排除
を防ぎ、お互いが支え合う地域をつくることで、「住み慣れた地域でつながる保健と福祉
のまち」の実現をめざしています。 

  これを踏まえ、障がい者計画 2023 においては、人々の関係、支援の輪が切れ目なく「つ
ながり」、多様な主体が互いを「支え合い」、様々な個性を「認め合い」、だれもが「自分
らしく安心してくらし続けられるまち」をめざし、「つながり、支え合い、認め合い、自
分らしく安心してくらし続けられるまち」を基本理念としていました。 

  これまでの計画期間でみえてきた課題とこれからの方向性を照らし合わせ、「障がい者
計画 2030」においても引き続きこの基本理念の実現をめざし、取組を進めていきます。 

 
 
２ 基本目標 
  基本理念を具現化するために、「個人」・「地域」・「しくみ」の視点に着目し、次の３つ

の基本目標を設定し、基本目標に基づく障がい者施策の展開を図っていきます。 
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【基本目標１】 自分らしく生き生きとくらせるまち                   
 
  自分らしく生き生きと豊かなくらしを送るためには、生活や生き方を自分で選択・決定

し、適切な支援を活用できる環境が必要となります。 
  そのため、サービスに円滑につなげる相談支援や障がい福祉サービスの充実・質の向上

に取り組むとともに、障がいの特性に応じた支援の提供や障がいのある子どもの療育・保
育・教育の充実を進め、関係機関同士が連携することで切れ目のない支援ができる環境を
整えていきます。 

 
 
【基本目標２】 安心して地域でくらし続けられるまち                  
 
  社会環境の変化に伴い、価値観が多様化する中で、自らのライフスタイルを主体的に選

択し、個性豊かな人生を送ろうとする人が増えています。 
  そのため、障がいのある人の多様な生き方を実現する社会参加の促進に向け、経済的な

自立を支える就労の拡大や居住の場の整備、災害時などにおいても安全で安心なくらしが
確保できる環境を整えていきます。 

  また、障がいのある人の家族の日常生活における負担軽減などを目的とした家族（きょ
うだい児※を含む）支援体制の構築に向け、新たな取組を進めます。 

 
 
【基本目標３】 つながり、ともに支え合うまち                     
 
  つながり、ともに支え合うまちは、障がいのある人・ない人、子ども、高齢者など、す

べての人がくらし、ともに高め合うことができる地域共生社会の実現につながるとともに、
国際社会の共通の目標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」がめざす「誰一人取り
残さない」社会の実現につながるものです。 

  そのため、虐待防止や差別の解消などの権利擁護を推進していくとともに、心のバリア
フリー※として、ICT の活用などによる意思疎通支援※や地域交流機会の充実を図り、障
がいや障がいのある人への理解促進に取り組んでいきます。また、だれもが住みやすいま
ちづくりとしてユニバーサルデザイン※を推進していきます。 
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つながり、⽀え合い、認め合い、⾃分らしく安⼼してくらし続けられるまち基本理念

基本⽬標１ ⾃分らしく⽣き⽣きとくらせるまち

施策１ 相談⽀援の充実

１－１－１
相談⽀援体制の充実

１－１－２
相談機関の連携強化

[01] 基幹相談⽀援センターの運営・機能充実

[03] 特別⽀援教育相談の実施

[04] 障がい者相談員活動の充実

[05] 板橋区地域⾃⽴⽀援協議会の実施

[06] ⼦ども家庭総合⽀援センターと関係機関の連携強化

[02] 相談⽀援・障害児相談⽀援の充実

施策２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

１－２－１
障がい福祉サービス
の充実

１－２－２
事業所等の⼈材育成
の推進・⼈材の確保

[08] 地域活動⽀援センターの実施

[10] 区⽴福祉園改修計画・⺠営化計画の検討・策定

[11] 短期⼊所（ショートステイ）事業の充実

[14] 相談⽀援専⾨員の養成

[15] サービス提供に係る⼈材育成

[09] 重症⼼⾝障がい児（者）通所施設の整備・充実

[12] 移動⽀援事業の実施・充実

[13] 事業者への指導体制の整備・充実

１－２－３
障がい者福祉セン
ターの運営

[16] 障がい者福祉センターの改修

[17] 障がい者福祉センターの機能の充実

【重点項⽬１】
相談⽀援の充実

【重点項⽬２】
障がいのある⼦どもの
療育・保育・教育の充実

＊ のある事業は、重点項⽬を推進するための主な事業
＊ ★のある事業は、新規事業（新規掲載事業含む）

網掛け

[07] 相談⽀援事業所間の連携強化

重点１

重点１
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３ 施策の体系 
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施策３ 特性に応じた⽀援の充実

１－３－１
⾼次脳機能障がい・
難病への⽀援

１－３－２
強度⾏動障がいへの
⽀援

[18] ⾼次脳機能障がい者に対する⽀援

[20] 機能訓練の推進と社会復帰⽀援

[21] 強度⾏動障がいの⽀援体制の構築

[22] 強度⾏動障がいの⽀援者養成

[19] 難病患者に対する⽀援

１－３－３
発達障がい者への⽀
援の充実

１－３－４
医療的ケアを必要と
する⼈への切れ⽬の
ない⽀援の充実

[23] 板橋区発達障がい者⽀援センター事業の実施・充実

[25] ほっとプログラムの実施

[26] 医療的ケア児等コーディネーターの配置

[27] 重症⼼⾝障がい・医療的ケア児等会議の運営

[24] ⼦ども発達⽀援センター事業の実施・充実

１－３－５
精神障がい者への⽀
援の充実

[31] 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備

[32] 措置⼊院者退院後⽀援事業の実施

[28] 医療的ケア児の受⼊環境の整備・充実
（児童発達⽀援事業所・放課後等デイサービス）

[29] 医療的ケア児の受⼊環境の充実（保育園・幼稚園）

[30] 医療的ケア児の受⼊環境の充実（⼩・中学校・あいキッズ）

[34] うつ病・躁うつ病家族教室の実施

[35] 精神保健福祉講演会の実施

[36] 精神保健福祉相談

[37] 板橋区地域精神保健福祉連絡協議会の実施

[38] 精神保健関係機関間の連携強化

１－３－６
依存症対策の推進

[39] お酒の悩み相談会の実施

[41] 依存症相談の実施

[40] 薬物乱⽤防⽌推進事業の実施

重点１

重点１

重点１

重点２

重点２

重点４

[33] ⼼のサポーター養成事業の実施
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  施策４ 障がいのある⼦どもの療育・保育・教育の充実

１－４－１
乳幼児期の療育・保
育・教育の充実

[42] 乳幼児健康診査

[44] 乳幼児の発達を⽀援する関係機関連絡会（発達ネット)

[43] 育児相談

[50] ⼼⾝障がい児（者）⻭科診療

[49] 私⽴幼稚園における要⽀援児教育の推進

[46] 要⽀援児保育巡回指導

[45] 児童発達⽀援センターの機能充実

[48] 臨床⼼理⼠等幼稚園巡回相談事業

[47] 要⽀援児保育の実施

[51] 児童発達⽀援事業所の充実

１－４－２
学齢期教育・放課後
対策の充実

[52] インクルーシブ教育システム構築の推進

[54] 特別⽀援学級の運営

[53] 特別⽀援教室ほか通級による指導の運営

[60] あいキッズにおける要⽀援児の受⼊れ

[59] スクールソーシャルワーカーによる⽀援

[56] 学校⽣活⽀援員の配置

[55] 特別⽀援アドバイザーの充実

[58] 副籍制度の活⽤

[57] 特別⽀援学級教員の専⾨性の向上

[62] 放課後等デイサービスの充実

[61] あいキッズにおける要⽀援児巡回指導

１－４－３
障がい児⽀援におけ
る縦横連携の強化

[63] 専⾨部会（障がい児）を活⽤した連携体制の強化

[65] サポートファイルの運⽤・充実

[64] 新しい環境への円滑な移⾏促進

重点２

重点２

重点２

重点２
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基本⽬標２ 安⼼して地域でくらし続けられるまち

施策１ 障がいのある⼈の就労の拡充

２－１－１
就労の促進と定着⽀
援の充実

２－１－２
通所施設等の充実

[66] 板橋区障がい者就労⽀援センター（ハート・ワーク）の運営

[68] 区における障がい者雇⽤（障がい者活躍推進計画）の推進

[69] チャレンジ就労の推進・拡充

[73] 就労継続⽀援Ａ型事業所の充実

[74] 就労継続⽀援Ｂ型事業所の充実

[67] ⼀般就労の促進に向けた⽀援の実施

施策２ 多様な⽣活の場の整備

２－２－１
多様な居住の場の整
備・くらしやすい住
宅の確保

２－２－２
地域⽣活⽀援拠点等
の整備

[77] グループホームの整備促進

[79] 地域移⾏の⽀援体制の検討

[80] 緊急時の相談⽀援体制の整備

[81] 緊急時の受⼊体制の整備・充実

[78] 住まいの相談窓⼝の設置

[71] 優先調達活動の推進

[72] 作業所等経営ネットワーク⽀援事業の充実

[70] ⺠間企業における障がい者雇⽤の促進

[75] 就労移⾏・定着⽀援事業所の充実

[76] 区⽴福祉園利⽤者の能⼒向上の取組

[83] 専⾨的⼈材の確保・養成

[82] ⼀⼈ぐらしの体験の機会・場の確保

[84] 多様なニーズに対応できる連携体制の構築

【重点項⽬３】
障がいのある⼈の就労の拡充

【重点項⽬４】
多様な⽣活の場の整備

重点３

重点３

重点３

重点４

重点４

重点４

重点４

重点４

重点３
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施策３ 家族への⽀援体制の構築

２－３－１
家族⽀援体制の構築

[85] 在宅レスパイト事業の実施

[88] ペアレントトレーニングの実施

[86] 医療的ケア児等の家族の就労⽀援事業の実施

[89] 親⽀援事業の実施

２－３－２
きょうだい児⽀援体
制の構築

[90] きょうだい児の相談体制の構築

[91] 交流会の開催

施策４ 災害時等の⽀援体制の確⽴

２－４－１
安⼼・安全なくらし
の確保

[92] 区⽴福祉園におけるＢＣＰの整備

[93] 防災情報のユニバーサルデザイン化

２－４－２
災害時の⽀援体制の
確⽴

[95] 避難⾏動要⽀援者登録名簿の作成・運⽤

[96] 個別避難計画の作成・更新

[97] 災害時個別⽀援計画の運⽤

[98] 要配慮者利⽤施設における避難確保計画の作成の促進

施策５ ⽂化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

２－５－１
⽂化芸術・余暇活動
の充実

[100] 障がい者（児）余暇活動⽀援の実施

[101] 図書館における障がい者向けサービスの実施

２－５－２
ユニバーサルスポー
ツの推進

[104] だれもが参加できるスポーツ環境づくりの推進

[105] 障がい者スポーツの普及推進

[106] ユニバーサルスポーツ体験会の実施

[102] 障がいのある⼈の⽂化芸術活動の⽀援

[103] 通所施設における⽂化活動の推進

[99] ⾃主防災組織等との連携による⽀援体制の強化

[94] 福祉避難所の整備・環境の充実

重点４

[87] 発達⽀援のための親の会
（⼦どもののびるを⽀援する親の会）

[107] 障がい者スポーツを⽀える⼈材の育成・確保
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基本⽬標３ つながり、ともに⽀え合うまち

施策１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

３－１－１
障がい者差別解消の
推進

３－１－２
虐待防⽌と権利擁護
の促進

[108] 障がい者差別解消講演会の実施

[110] 職員向けハンドブックの⾒直し・啓発

[111] 板橋区障がい者虐待防⽌センターの運営

[112] 虐待防⽌のための研修及び講演会の実施

[109] 職員への障がい者差別解消研修の実施

３－１－４
意思疎通⽀援の充実

３－１－５
地域交流機会の確保

[124] コミュニケーション⽀援機器等の活⽤の促進

[126] ⼿話通訳者・要約筆記者派遣による意思疎通の⽀援

[127] 障がいのある⼈と地域の相互交流の推進

[128] 障がいのある⼈のボランティア活動等への参加促進

[125] 意思疎通ボランティア活動の⽀援

[113] 権利擁護体制の強化

[114] 養育⽀援訪問事業

[115] 虐待防⽌⽀援訪問事業

[116] 児童虐待防⽌ケアシステム研修会

[117] 要保護児童対策地域協議会

[118] 成年後⾒制度の利⽤促進

３－１－３
障がい及び障がいの
ある⼈に対する理解
の促進

[119] 障がい者理解促進事業の実施

[120] 障がいに理解の深い事業所等への表彰事業の実施

[121] スマイルマーケットの実施・充実

[122] 障がいのある⼈の⼈権擁護に関する意識の啓発

【重点項⽬５】
差別解消・権利擁護の推進と
地域交流の促進

重点５

重点５

重点５

重点５

重点５

[123] ⼿話⾔語の啓発

重点５

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム ２ ヘルプマーク 
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施策２ 福祉のまちづくりの推進

３－２－１
ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりの推
進

[129] ユニバーサルデザインの普及啓発

[131] ユニバーサルデザインチェックの実施

[130] ユニバーサルデザインガイドラインの更新

[132] 公園のユニバーサルデザイン化の推進

３－２－２
⾏政サービス等にお
ける配慮の促進

[136] 区の刊⾏物等における障がい者等への配慮

[137] 本庁舎サインの適正な維持管理

[133] 区道の補修（歩道の段差解消）

[134] 鉄道駅エレベーターの設置誘導

[138] ⾏政⼿続きにおけるオンライン申請の拡⼤

[139] インターネット・SNS等を活⽤した情報提供・情報交流の促進

[140] おでかけマップの管理・充実

[135] 鉄道駅ホームドアの設置誘導
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コラム ２ ヘルプマーク 

　援助を必要とする障がいのある方や難病の方、または妊娠初期の方などが、支援を必要
としていることを周囲の方に知ってもらうことで、必要な援助を受けやすくするための
マークです。
　東京都が平成 24（2012）年に作成し、平成 29
（2017）年にはＪＩＳ（日本工業規格）の案内用
図記号に登録され、全国共通のマークとなりました。
今では、全国の都道府県で導入されています。
　ヘルプマークを身に付けた方を見かけたら、電車
やバスで席を譲る、困っている様子であれば声をか
けるなどの配慮をお願いします。

＜問い合わせ先＞
障がい政策課計画推進係　電話：03-3579-2361　FAX：03-3579-4159
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コラム　３ 「しょうがい」の表記　～障害・障碍・障がい～

障害
江戸時代から用いられるようになった。
常用漢字である「害」が使われている。

障碍

元々は仏教語で、平安時代から用いられてきた。
常用漢字ではない「碍」が使われていることもあり、常用漢字を使った
「障害」表記へと整理されたが、「碍」の字の「さまたげる・さしつかえ
る」という意味から、この表記が用いられることもある。

障がい

①「害」の字には「悪くすること・わざわい」などの否定的な意味があ
ること、②「しょうがい」は本人の意思ではない生来のものや、病気・
事故などに起因するものであり、「障害」表記は人権尊重の観点から好ま
しくないこと、③「碍」の字は常用漢字ではなく、誰もが読める表記で
はないことから、「障がい」とひらがなを使って表記される。

「しょうがい」の表記として、主に使われているものは現在３つあります。

　板橋区では、「しょうがい」に対する差別や偏見、誤解や理解不足をなくしていこうと
する「心のバリアフリー」を推進する観点から、「障がい」表記を採用しています（平成
18（2006）年４月から）。

　表記の基準

　表記を変更するもの
　　●「障害」という言葉が人を形容する場合
　　　　 （例）障がい者、障がい児　など
　表記を変更しないもの
　　●「障害」という言葉が人を形容しない場合
　　　　 （例）電波障害、システム障害　など
　　●国の法令や他の地方公共団体の条例等に基づく制度上で用いられている場合
　　　　 （例）障害者基本法、身体障害者手帳、障害年金　など
　　●法人・団体等の固有名詞として用いられている場合
　　　　 （例）東京都心身障害者福祉センター　など
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４ 板橋区障がい者計画 2030 における重点項目 
  令和５（2023）年度に策定した、板橋区基本構想 2025 のアクションプログラムであ

る「いたばし№１実現プラン 2025 改訂版」では、３つの重点戦略（①ＳＤＧｓ戦略②Ｄ
Ｘ戦略③ブランド戦略）について、３つのチャレンジ（①未来を担う人づくり②魅力あふ
れる元気なまちづくり③安心・安全な環境づくり）の視点から、施策を展開しています。

  板橋区障がい者計画 2030 においては、いたばし№１実現プラン 2025 改訂版の重点戦
略や地域保健福祉計画における重点取組のほか、障がい者計画2023や障がい福祉計画
（第６期）・障がい児福祉計画（第２期）における事業の進捗状況を踏まえた課題、板橋
区障がい者実態調査結果、板橋区地域自立支援協議会などの意見及び障がい福祉計画な
どの策定に係る国の基本指針などを踏まえ、次の項目を重点項目と位置付け、取組を進
めていきます。 

重点項目１ 相談支援の充実（基本目標１） 
   障がいのある人やその家族が、ライフステージに応じた切れ目のない支援を受けるた

めには、個々に応じた相談ができる環境や早期発見につながる環境の構築が重要です。 
   「板橋区障がい者実態調査」においても、希望するくらしのために必要な支援として、

「相談対応などの充実」を求める声が高くなっています。 
   そのため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの機能

強化、障害児相談支援の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターの機能充実
などに取り組みます。 

   また、令和２（2020）年度に開設した板橋区発達障がい者支援センター（あいポー
ト）では、成人期の発達障がい者に対する総合的な支援の拠点として、発達障がい者及
びその家族に対する専門的相談・助言を行ってきました。 

   今後は、基幹相談支援センターや児童発達支援センターを中心に、板橋区発達障がい
者支援センター（あいポート）や子ども発達支援センターだけでなく、教育支援センタ
ーや健康福祉センターなどの庁内関係部署による組織横断的な対応、地域の関係機関と
の連携強化を図り、それぞれの強みを活かした相乗効果による、相談支援の充実に取り
組んでいきます。 

 
【重点項目を推進する主な事業】 

  [01] 基幹相談支援センターの運営・機能充実 
  [02] 相談支援・障害児相談支援の充実 
  [21] 強度行動障がいの支援体制の構築 
  [23] 板橋区発達障がい者支援センター事業の実施・充実 
  [24] 子ども発達支援センター事業の実施・充実  
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 重点項⽬２ 障がいのある⼦どもの療育・保育・教育の充実（基本⽬標１） 
   障がいのある⼦どもの⽀援に関しては、就学前、学齢期、卒業・就職期など、ライフ

ステージごとに、成⻑に応じた⽀援を提供していくとともに、その⽀援が継続・発展的
に提供されることで、健やかな成⻑が期待されます。 

   各ライフステージにおいて、障がいの特性に応じた切れ⽬のない⽀援を図る（縦の連
携）とともに、保健・医療・福祉・保育・教育・就労⽀援等とも連携した地域⽀援体制
を強化（横の連携）し、⼦どもの成⻑発達を保障していく適切な⽀援の提供が必要です。
そのため、板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（障がい児部会）などを活⽤し、⽀援体制の構築
に取り組んでいきます。 

   また、障がいのある⼦どもと障がいのない⼦どもがともに学び成⻑することが求めら
れています。重症⼼⾝障がいや医療的ケアの必要な⼦どもの様々な場⾯・環境における
受⼊体制の整備について、「重症⼼⾝障がい・医療的ケア児等会議」などを踏まえ、検
討・対応を図っていきます。 

これらの取組においては、令和５（2023）年４⽉に厚⽣労働省から移管・設置された
こども家庭庁をはじめ、国の動向を注視していきます。 

 
【重点項⽬を推進する主な事業】 
 [26] 医療的ケア児等コーディネーターの配置 
 [27] 重症⼼⾝障がい・医療的ケア児等会議の運営 
 [45] 児童発達⽀援センターの機能充実 
 [51] 児童発達⽀援事業所の充実 
 [52] インクルーシブ教育システム構築の推進 
 [62] 放課後等デイサービスの充実 
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コラム　４ チャレンジ就労

第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

重点項目３ 障がいのある人の就労の拡充（基本目標２） 
   「板橋区障がい者実態調査」において、障がい者施策を進めるために充実させるべき

取組として、「障がいのある人の働く場の確保や就労の定着を図ること」を求める声が
高くなっています。 

   障がい者就労においては、障がいのある人が、自らの選択により、自分に合った仕事
に就き、働き続けられる環境の構築が重要です。改正障害者総合支援法に基づき、令和
７（2025）年 10 月以降に開始が予定される、就労アセスメントの手法を活用した障が
い福祉サービス「就労選択支援※」の活用などにより、就労の定着に向けた取組を推進
していきます。 

   さらには、令和５（2023）年４月に障がい政策課内に新設した「障がい者活躍推進
係」において、チャレンジ就労の体制強化を図るとともに、板橋区障がい者就労支援セ
ンター（ハート・ワーク）の機能強化や、障害者就業・生活支援センター（ワーキング・
トライ）などの関係機関との連携を強化し、障がいのある人のニーズに合わせたさらな
る就労支援・職場定着支援の充実を図っていきます。 

   また、就労継続支援Ｂ型事業所などで働く障がい者の工賃向上につながるよう、自主
生産品の販売や共同受注を支援していきます。 

 
 【重点項目を推進する主な事業】 
  [66] 板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）の運営 
  [68] 区における障がい者雇用（障がい者活躍推進計画）の推進 
  [69] チャレンジ就労の推進・拡充 
  [72] 作業所等経営ネットワーク支援事業の充実 

  

 チャレンジ就労は、一般就労をめざす障がい
のある方が、最長３年間区役所で雇用経験を
積み、次のステップである民間企業等への就
労につなげていく制度です。

 役所内の他部署から手間と時間のかかる軽作業な
どの業務を受注し、仕事を通じて自分自身の障がい
特性と向き合い、自分の強みを探りながら、一般就労
後も存分にその力を発揮し、自分らしくいきいきと
くらせるよう日々業務に励んでいます。

準備期

・ ビジネス
　マナーの取得
・ �作業技術の
　習得

・就労先の検討
・ �他部署への出
向業務の経験

庁内の業務を
行いながら
就職活動

就職期
ステップ
アップ期
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 重点項⽬４ 多様な⽣活の場の整備（基本⽬標２） 
   ⾼齢化や障がいの重度化、「親亡き後」を⾒据え、居住⽀援のための機能（相談、緊

急時の受⼊れ・対応、体験の機会・場、専⾨的⼈材の確保・養成、地域の体制づくり）
を、様々な地域資源の活⽤などにより整備し、障がいのある⼈の⽣活を地域全体で⽀え
るサービス提供体制を構築していくことが必要です。 

   板橋区においては、障がいのある⼈が住み慣れた地域で安⼼してくらしていけるよう、
基幹相談⽀援センターを軸とした、⾯的整備型の地域⽣活⽀援拠点等の整備・充実に取
り組んでいます。 

   今後は、令和５（2023）年度に運⽤を開始した、障がいのある⼈の介助者不在等、
緊急時に円滑な対応が⾏えるようにすることを⽬的とした「安⼼⽀援プラン」の検証・
充実を図るとともに、⾚塚ホーム等の短期⼊所における緊急時の受⼊れ・対応や体験利
⽤制度の充実のほか、⽀援者向けの研修を実施することで専⾨的⼈材を養成するなど、
地域⽣活⽀援拠点等の整備に取り組んでいきます。 

   このほか、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備として、関係
者間の連携体制を構築するため、協議の場を活⽤した地域課題の検討に取り組みます。 

   また、近年の災害において、災害時の避難⽀援等を実効性のあるものとするためには
個別避難計画※の作成が有効とされ、個別避難計画の作成を市町村の努⼒義務と定めた
改正災害対策基本法が令和３（2021）年に施⾏されました。災害時のすみやかな避難
を⽀援し、地域で安⼼してくらしていくためにも、避難⾏動要⽀援者※の個別避難計画
の作成や、年１回の更新に取り組んでいきます。 

 
【板橋区の地域⽣活⽀援拠点等の整備イメージ】 
 

  
～住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、「もしも」の時に備える地域をめざして～

相
談

○ 行政機関

○ 区内共同生活援助
（グループホーム）

○ 区就労支援機関

体験の機会・場
○ 緊急保護事業
○ 区内短期入所施設
○ 介護施設

緊急時の受入れ・対応

○ 医療機関

○ 区内相談
 支援事業所等

地域の体制づくり

専門的人材の確保・養成
○ 基幹相談支援センター
（障がい者福祉センター）

・「もしも」の時に
備えて相談したい

・障がい福祉サービス
の相談をしたい

相 談

連携・協力 連携・協力

障がいのある人・家族
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

 【重点項目を推進する主な事業】 
  [31] 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備 
  [80] 緊急時の相談支援体制の整備 
  [81] 緊急時の受入体制の整備・充実 
  [82] 一人ぐらしの体験の機会・場の確保 
  [83] 専門的人材の確保・養成 
  [84] 多様なニーズに対応できる連携体制の構築 
  [96] 個別避難計画の作成・更新 
 

【地域包括ケアシステムの構築イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 重点項目５ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進（基本目標３） 
   障がい者差別や虐待は、障がいのある人の尊厳を侵害するものであり、障がいのある

人の自立や社会参加に向け、未然防止や解消を図っていくことが極めて重要です。 
   そのためには、障がいや障がいのある人に対する理解の醸成が必要であり、子どもの

頃から学ぶ機会を創出し、普及啓発の促進を図ることで、地域全体で見守り、対応でき
る環境・地域づくりに取り組んでいきます。 

 
 【重点項目を推進する主な事業】 
  [108] 障がい者差別解消講演会の実施 
  [109] 職員への障がい者差別解消研修の実施 
  [112] 虐待防止のための研修及び講演会の実施 
  [118] 成年後見制度※の利用促進 
  [119] 障がい者理解促進事業の実施 
  [124] コミュニケーション支援機器等の活用の促進 

  

医療 障がい福祉・介護

住まい

相談窓口
社会参加・地域の
助け合い・普及啓発
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５ 基本目標に基づく施策の展開 
  ３つの基本目標のもと、11 の施策を位置付け、具体的な取組として計画事業を着実に

進めていくことで、基本理念の実現を図っていきます。 
  計画事業については、上位計画の方向性を踏まえつつ、前計画において成果を挙げるな

ど、継続的に取り組んでいく事業のほか、今回明らかになった課題の解決に資する事業を
選定しており、新規掲載事業 24 を含む、140 事業を選定しています。 

  計画事業のうち、重点項目を推進する主な事業（28 事業）については、３か年の事業
量を設定し、板橋区地域自立支援協議会本会及び部会において、進捗状況の点検や評価を
行うことで、課題解決に向けて着実に取り組んでいきます。 

  重点項目を推進する事業については、ＳＤＧｓのゴールのうち特に関連のあるものを１
つ掲載しています。 

 
（１）基本目標１ 自分らしく生き生きとくらせるまち 
 
 
 
   障がいのある人のくらしを豊かにしていくためには、障がいのある人が抱える様々な

問題を解決する仕組みとして、日常的に相談できる環境の充実が重要となります。また、
日常生活において障がいによる困難があるにもかかわらず、障害者手帳の取得や福祉サ
ービスの利用に至らない人、あるいは制度の狭間にある人も視野に入れることが不可欠
です。 

   そのため、相談支援体制の充実や相談機関の連携強化などに取り組んでいきます。 
 
１－１ 相談支援体制の充実 

番号 01 事業名 基幹相談支援センターの運営・機能充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 地域における障がい者相談支援の中核として、障がいがあっても住み慣れた地
域で生活できるよう、関係機関との連携強化、相談支援事業者への支援、相談支
援専門員の育成などを図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

相談支援事業者の
支援 
相談支援専門員の
育成 

相談支援事業者の
支援 
相談支援専門員の
育成 

相談支援事業者の
支援 
相談支援専門員の
育成 

事業継続 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

番号 02 事業名 相談⽀援・障害児相談⽀援の充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 個々の状況に応じた適切な⽀援の確保を図るため、相談⽀援事業所による計画
作成及びモニタリング※による継続的な⽀援を⾏います。また、相談⽀援事業所
による計画作成を望む⼈がサービスを利⽤できるよう、板橋区地域⾃⽴⽀援協議
会（相談⽀援部会）などを活⽤し、課題解決に向けた検討・対応を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

質の向上に向けた
検討・対応 

質の向上に向けた
検討・対応 

質の向上に向けた
検討・対応 

事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

03 特別⽀援教育相談の実施 
【教育⽀援センター】 

特別⽀援教育※に関する就学及び転学の相談や⼿続きについ
て、保護者からの相談を受けて対応します。 

04 障がい者相談員活動の充実 
【障がい政策課】 

⾝体障がい者や知的障がい者及び家族などを対象に、相談業務
や助⾔などのほか、それぞれの⽴場などの理解促進、関係機関の
円滑な業務遂⾏を図ることで、障がい者の福祉の増進を図りま
す。 

 
１－２ 相談機関の連携強化 

№ 事業名 事業概要 

05 
板橋区地域⾃⽴⽀援協議会の 
実施 
【障がい政策課】 

地域の障がい福祉に関するしくみづくりの中核的な役割を果
たす「板橋区地域⾃⽴⽀援協議会」において、計画推進にあたっ
ての課題の検討、進捗状況の点検、評価を⾏い、実効性のある取
組を進めていきます。 

06 
⼦ども家庭総合⽀援センター
と関係機関の連携強化 
【⽀援課・援助課】 

複雑多様化する児童虐待相談に対し、⼦ども家庭総合⽀援セン
ターと関係部局や外部機関が連携してきめ細かに対応すること
により、あってはならない悲惨な事件や事故から⼦どもたちを守
る連携体制の強化を図ります。 

07 相談⽀援事業所間の連携強化 
【障がい政策課】 

相談⽀援事業所実務担当者連絡会などの場を活⽤し、情報交換
や事例検討などを⾏うことで、事業所間の連携・相談⽀援体制の
強化を図ります。 
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   障がいのある⼈が、住む場所やライフスタイルなどを⾃ら選択することにより⾃分ら

しく⽣きることができるよう、様々な⾃⽴のあり⽅に対する⽀援として、多様なニーズ
を踏まえながら、個々の状況に応じたきめ細かなサービスが提供できる体制の確保・充
実を図っていく必要があります。 

   そのため、⽇中活動系サービス（⽣活介護や就労⽀援サービス等）や地域活動⽀援セ
ンターなど、障がいのある⼈のニーズに即した⽇中活動の場を確保していきます。 

   また、質の⾼い⽀援のためには、障がいや疾病を理解するとともに、⽀援⽅法などの
専⾨的な知識と経験が必要となります。将来的にもサービスの質・量を確保していくた
めには、専⾨的な⼈材が必要となることから、⼈材の養成と確保に取り組んでいきます。 

 
２－１ 障がい福祉サービスの充実 

№ 事業名 事業概要 

08 
地域活動⽀援センターの 
実施 
【障がい政策課】 

通所にて、創作的活動や⽣産活動の機会、ひきこもり防⽌など
社会との交流の機会を提供し、障がいのある⼈の地域⽣活⽀援の
促進を図ります。 

09 
重症⼼⾝障がい児（者）通所
施設の整備・充実 
【障がい政策課】 

重症⼼⾝障がい児（者）の⽇中活動の場を計画的に確保するた
め、新設の相談に対応するとともに、必要に応じて、公共⽤地な
どの活⽤を含めて広く検討します。 

10 
区⽴福祉園改修計画・⺠営化 
計画の検討・策定 
【障がい政策課】 

障がいのある⼈が住み慣れた地域で⾃⽴した⽣活を営み、積極
的に社会参加できる環境を整備するため、⽼朽化の進む区⽴福祉
園の改修計画及び⺠営化計画の検討・策定を進めていきます。 

11 
短期⼊所（ショートステイ） 
事業の充実 
【障がい政策課】 

短期⼊所（ショートステイ）事業所の充実に向け、新設の相談
に対応するとともに、必要に応じて、公共⽤地などの活⽤を含め
て広く検討します。また、事業所との連携を強化し、緊急時の受
⼊れ先の確保に取り組んでいきます。 

12 移動⽀援事業の実施・充実 
【障がい政策課】 

障がいのある⼈が⽇常⽣活、社会⽣活を営むうえで必要不可⽋
な外出、余暇活動等の社会参加を⽀援します。 

13 
事業者への指導体制の整備・ 
充実 
【障がい政策課】 

障がい福祉サービス事業者に対し、法令順守などの指導検査及
び⽴ち⼊り検査を⾏える体制を整備します。また、適宜事業者連
絡会を主催、もしくは事業者による⾃主的な連絡会に参画し、情
報共有を通じたサービスの質の向上に取り組みます。 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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２－２ 事業所等の⼈材育成の推進・⼈材の確保 
№ 事業名 事業概要 

14 相談⽀援専⾨員の養成 
【障がい政策課】 

相談⽀援事業所実務担当者連絡会などを活⽤し、相談⽀援専⾨
員のスキルアップや情報交換を⾏います。 

相談⽀援専⾨員の量的拡⼤、質的向上を図るため、板橋区地域
⾃⽴⽀援協議会と連携し、相談⽀援専⾨員の研修会を定期的に開
催するなど、区も含めたネットワークの構築に取り組みます。 

15 サービス提供に係る⼈材育成 
【障がい政策課】 

障がい福祉サービスの提供に係る⼈材の養成及び資質の向上
に向け、東京都などが実施する研修の周知・情報共有に取り組み、
⼈材育成の機会・場の活⽤を推進します。 

 
２－３ 障がい者福祉センターの運営 

№ 事業名 事業概要 

16 障がい者福祉センターの改修 
【障がい政策課】 

⽼朽化の状況を踏まえて障がい者福祉センターを適切に維持
管理するとともに、機能移転の検討を踏まえ、現センターのあり
⽅・改修を検討していきます。 

17 
障がい者福祉センターの機能 
の充実 
【障がい政策課】 

利便性の向上及び機能の充実に向け、障がい者福祉センターの
機能移転に係る検討・調整を進めていきます。 
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   障がいのある人へ効果的に支援するためには、その特性に応じた支援が重要となりま

す。そのため、高次脳機能障がいや難病、強度行動障がいなど、個々の状況に即した支
援の充実に取り組んでいきます。このほか、アルコールや薬物、ギャンブル等の依存症
対策の推進にも取り組んでいきます。 

   また、発達障がいや医療的ケアを必要とする方への、ライフステージに応じた切れ目
のない支援として、行政・関係機関・地域が連携して対応できるシステムの構築が必要
です。そのため、様々な立場の人による協議の場において、効果的な支援策を検討し、
対応を図っていきます。また、精神障がい者に対する支援体制の整備・充実を図るため、
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の検討を進めていきます。 

 
３－１ 高次脳機能障がい・難病への支援 

№ 事業名 事業概要 

18 
高次脳機能障がい者に対する 
支援 
【障がい政策課】 

障がい者福祉センターにて機能訓練などを行うとともに、当事
者によるピアカウンセリング※や、障がい理解を目的としたセミ
ナーを開催します。 

板橋区地域自立支援協議会（高次脳機能障がい部会）において、
高次脳機能障がいに対する支援の検討・情報共有などを図ってい
きます。 

高次脳機能障がい者を含む、障がいのある人の日中活動を支援
している地域活動支援センターに対し助成します。 

19 難病患者に対する支援 
【健康推進課・健康福祉センター】 

健康福祉センターでは、神経難病疾患の方を中心に医療費助成
の申請時に保健師が面談し、療養生活の相談や介護等に関する地
域資源を紹介します。また、継続的な支援が必要な方には、お住
まいの地区を担当する保健師が相談支援を行います。 

健康推進課は、講演会、患者交流会の開催、難病当事者団体に
よるピアカウンセリングへの参加など、難病患者に対する支援を
行います。 

20 
機能訓練の推進と社会復帰 
支援 
【障がい政策課】 

障がい者福祉センターにおいて、心身機能の低下防止や健康の
維持・増進を図ることで、社会生活に必要な技術の取得や向上と、
社会参加を促進します。 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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３－２ 強度⾏動障がいへの⽀援 
番号 21 事業名 強度⾏動障がいの⽀援体制の構築 

担当課 障がい政策課 

事業概要 強度⾏動障がいのある⼈が障がい福祉サービス等において適切な⽀援を受け
ることができるよう、⽀援ニーズの把握による⽀援体制の構築に向けた取組を進
めます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

⽀援ニーズ等の 
把握・検討 

⽀援ニーズ等の 
把握・検討 

検討を踏まえ対応 事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

22 強度⾏動障がいの⽀援者養成 
【障がい政策課】 

事業者説明会などの場を通じて啓発活動や研修を⾏うことで、
事業者に対する強度⾏動障がいへの理解促進を図り、強度⾏動障
がいの⽀援の促進につなげます。 

 
３－３ 発達障がい者への⽀援の充実 

番号 23 事業名 板橋区発達障がい者⽀援センター事業の実施・充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 成⼈期（概ね 16 歳以上）の発達障がい者に対する総合的な⽀援の拠点として、
専⾨相談や社会参加⽀援、家族⽀援、関係機関との連携などを⾏うことにより、
安定した⽇常⽣活⼜は社会⽣活が送れるよう⾃⽴と就労に向けた取組、安⼼して
利⽤できる居場所づくりを⾏います。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

検証・充実 検証・充実 検証・充実 事業継続 
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番号 24 事業名 ⼦ども発達⽀援センター事業の実施・充実 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 発達の偏りや遅れに⼼配のある乳幼児から概ね 15 歳までの児童⽣徒とその家
族などを対象に、公認⼼理師※、⾔語聴覚⼠※、作業療法⼠※、ソーシャルワーカ
ーによる個別の⾯接相談を⾏うとともに、保護者向けの講座を開催し、家族など
の⼦育てを⽀援します。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

専⾨相談の 
実施・充実 

専⾨相談の 
実施・充実 

専⾨相談の 
実施・充実 

事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

25 ほっとプログラムの実施 
【⼦育て⽀援課】 

児童館において、発達障がいなど配慮が必要な⼦どもとその保
護者に対して、親⼦遊びを通して発達を促し、気軽にできる⼦育
て相談などにより、経験が不⾜している親の⼦育てを⽀援すると
ともに、発達障がい児の早期発⾒、早期⽀援につなげます。 

 
３－４ 医療的ケアを必要とする⼈への切れ⽬のない⽀援の充実 

番号 26 事業名 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

担当課 障がいサービス課・健康福祉センター 

事業概要 医療的ケア児とその家族へ適切な⽀援を届ける医療的ケア児等コーディネー
ターを配置し、地区担当保健師などと連携することにより、障がい児⽀援の体制
強化を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

充実に向けた検討 試⾏実施 実施 事業継続 
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

番号 27 事業名 重症心身障がい・医療的ケア児等会議の運営 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 重症心身障がい・医療的ケア児に対する支援に関し、地域課題や対応策につい
て、継続的に情報共有や意見交換を行うための協議の場として設置した「重症心
身障がい・医療的ケア児等会議」を活用し、必要な支援の検討と成長過程をつな
ぐ連携体制をとります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

検討・対応 検討・対応 検討・対応 事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

28 

医療的ケア児の受入環境の整
備・充実（児童発達支援事業
所・放課後等デイサービス） 
【障がい政策課・障がいサービス課】 

既存の事業所における受入環境の充実や新規事業所の参入を
促進するとともに、必要に応じて、公共用地などの活用を含めて
広く検討します。 

29 
医療的ケア児の受入環境の充
実（保育園・幼稚園） 
【保育運営課・学務課】 

区立保育園・幼稚園における医療的ケア児の受入れを行うとと
もに、重症心身障がい・医療的ケア児等会議を活用するなど、関
係部局とも連携を図っていきます。 

30 

医療的ケア児の受入環境の充
実（小・中学校・あいキッ
ズ） 
【学務課・指導室・地域教育力推進
課・教育支援センター】 

小・中学校及びあいキッズにおける医療的ケア児の受入れを行
うとともに、重症心身障がい・医療的ケア児等会議を活用するな
ど、関係部局とも連携を図っていきます。 

 
３－５ 精神障がい者への支援の充実 

番号 31 事業名 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備 

担当課 障がい政策課・健康推進課 

事業概要 
精神障がい者が地域の一員として、安心して自分らしいくらしができるよう、

医療、障がい福祉・介護、相談窓口、社会参加・地域の助け合い・普及啓発、住
まいが包括的に確保されたシステムの構築に向けた検討・整備を進めます。構築
にあたっては、保健・福祉・医療関係者による協議の場を活用し、地域課題の検
討を行います。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

課題整理 検討・対応 検討・対応 事業継続 
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№ 事業名 事業概要 

32 
措置入院者退院後支援事業の
実施 
【健康推進課】 

精神科医療機関に措置入院※し、退院後の支援を希望する方を
対象に、入院中に作成した支援計画をもとに関係機関と連携し、
退院後の地域生活の定着を支援します。 

33 
心のサポーター養成事業の 
実施 
【健康推進課】 

講義と演習を通して、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知
識と傾聴方法などの心の初期対応法の普及を推進します。 

34 
うつ病・躁うつ病家族教室の
実施 
【健康推進課】 

うつ病※・躁うつ病※で悩んでいる家族を対象に、病気の基礎知
識や最新の治療法と社会復帰、周囲の対応方法とストレス対処法
などをグループワークを通して学ぶ教室を実施します。 

35 精神保健福祉講演会の実施 
【健康推進課】 

精神障がいについての正しい知識と理解の普及を推進するた
め、区民及び支援者を対象に、精神疾患と治療、回復などの講演
会を開催します。 

36 精神保健福祉相談 
【健康福祉センター】 

保健師が、こころの健康に関する相談や受診相談、精神障がい
者の生活・社会参加に関して、本人及びその家族に対し面接や電
話、家庭訪問による相談支援を行います。また、専門の医師が、
家族・本人の相談に対応します。 

37 
板橋区地域精神保健福祉連絡
協議会の実施 
【健康推進課】 

保健・医療・福祉の関係機関、当事者団体などとの協力体制を
整備し、精神保健福祉施策の総合的かつ効果的な推進を目的に開
催します。 

38 
精神保健関係機関間の連携強
化 
【健康推進課・健康福祉センター】 

精神障がい者とその家族に対し、より良い支援を提供するため
の連携・支援体制の強化を図る目的で、健康推進課では、区内精
神科医療機関等による情報交換会を開催します。また、健康福祉
センターでは、各関係機関による重層的な支援を必要とする精神
困難事例を対象に、個別支援会議や事業連絡会等を行う「精神事
例関係者連携支援事業」を実施します。 

 
３－６ 依存症対策の推進 

№ 事業名 事業概要 

39 お酒の悩み相談会の実施 
【健康推進課】 

飲酒問題で困っている家族と本人に対して、依存症への対応の
習得を目的にミーティングによる継続相談を行います。 

40 薬物乱用防止推進事業の実施 
【生活衛生課】 

東京都薬物乱用防止推進板橋地区協議会などの関係機関など
と協力して、危険ドラッグの不正使用などを撲滅するための啓発
などに取り組みます。 

41 依存症相談の実施 
【健康推進課・健康福祉センター】 

依存症（アルコール、薬物及びギャンブル等）についての周知
啓発に取り組みます。また、各健康福祉センターにおいて相談を
受け付け、必要に応じて関係機関の相談窓口につなげることで、
依存症からの回復を支援します。 
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   障がいのある子どもの健やかな成長においては、障がいのない子どもと地域の中でと

もに育っていくことができる環境の構築などが求められています。 
   そのため、障がいの種類・程度・能力に応じて、乳幼児期から学齢期まで支援をし続

ける療育・保育・教育が提供できる環境の充実や縦横連携体制を強化し、ライフステー
ジに応じた切れ目のない支援に取り組んでいきます。 

 
４－１ 乳幼児期の療育・保育・教育の充実 

№ 事業名 事業概要 

42 乳幼児健康診査 
【健康推進課・健康福祉センター】 

区内に住所を有する乳幼児を対象に、健康福祉センターや指定
医療機関で健康診査を実施することにより、心身の異常の早期発
見と健やかな成長を支援するとともに、保護者が安心して育児が
できるように支援します。

43 育児相談 
【健康福祉センター】 

乳幼児の健やかな育成のために、身体発育、精神発達、保護者
の育児不安などに関する相談を、保健師、管理栄養士、歯科衛生
士などが、健康福祉センター・児童館・集会所などで実施します。
また、継続的な支援が必要な人には、お住まいの地区を担当する
保健師が相談支援を行います。 

44 
乳幼児の発達を支援する関係
機関連絡会（発達ネット） 
【障がいサービス課】 

乳幼児の発達を支援するために、関係機関（専門医療機関、か
かりつけ医、療育機関、健康福祉センター、福祉事務所、保育園、
幼稚園、小・中学校、児童館、教育支援センター）が情報の共有
化や支援体制の課題について検討する連絡会を開催し、有機的な
連携体制を推進します。 

 
番号 45 事業名 児童発達支援センターの機能充実 

担当課 障がい政策課・障がいサービス課 

事業概要 
地域における障害児相談支援や関係機関などとの連携強化を図るため、中核的

な療育支援施設である児童発達支援センターの機能充実を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

検討 実施 実施 事業継続 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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№ 事業名 事業概要 

46 要⽀援児保育巡回指導 
【保育サービス課】 

区⽴・私⽴保育園等に⼊所している要⽀援児※の保育状況の観
察及び指導助⾔を巡回して⾏います。 

47 要⽀援児保育の実施 
【保育運営課・保育サービス課】 

保育が必要でかつ特別な配慮を要する乳幼児を、保育施設で⼀
般の保育の利⽤児とともに集団保育することにより、社会性の成
⻑発達を促進させ、福祉の向上を図ります。 

48 
臨床⼼理⼠等幼稚園巡回相談 
事業 
【学務課】 

⼼⾝障がい児教育の充実を図るため、臨床⼼理⼠※や臨床発達
⼼理⼠※等の巡回指導員が私⽴幼稚園を巡回します。 

49 
私⽴幼稚園における要⽀援児
教育の推進 
【学務課】 

⼼⾝等に障がいのある要⽀援児への教育の推進を図るため、要
⽀援児が在籍する私⽴幼稚園に対し、介助員の⼈件費その他の経
費相当の補助を⾏います。 

50 ⼼⾝障がい児（者）⻭科診療 
【健康推進課】 

⼀般の診療施設で治療の困難な⼼⾝障がい児（者）の⻭科診療
や、⻭のブラッシングの指導などを⾏います。 

 
番号 51 事業名 児童発達⽀援事業所の充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 情報提供や相談業務などを通じて事業所（重症⼼⾝障がい児対応含む）の整備
を促進するとともに、児童相談所設置市事務としての指導検査の中で、質の向上
を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業継続 
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４－２ 学齢期教育・放課後対策の充実 
番号 52 事業名 インクルーシブ教育システム構築の推進 

担当課 指導室 

事業概要 特別支援教育に関する通常の学級の教員の専門性を高めるとともに、特別な支
援を必要とする児童生徒に対して適切なアセスメントに基づく指導を実施する
ことなどを通じ、できる限り通常の学級で学べることを追求しつつ、個別の教育
的ニーズに応えられる多様な学びの場を選択できる体制の構築に取り組みます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

特別支援アドバイ
ザーの派遣 
アセスメント実施 
専門家相談実施 

特別支援アドバイ
ザーの派遣 
アセスメント実施 
専門家相談実施 

特別支援アドバイ
ザーの派遣 
アセスメント実施 
専門家相談実施 

事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

53 
特別支援教室ほか通級による
指導の運営 
【指導室】 

東京都が策定した「特別支援教室※の運営ガイドライン」に基
づき、発達障がい等の児童生徒を対象として全小・中学校に整備
した特別支援教室を運営するとともに、聴覚障がい・言語障がい
の児童を対象として設置した「きこえとことばの教室」「ことば
の教室」を運営することで、これらの児童生徒が通常の学級で学
校生活を送ることができるよう支援します。 

54 特別支援学級の運営 
【指導室】 

知的障がいなど、特別な支援を必要とする児童生徒が、それぞ
れの障がいや学習の状況に合わせた指導を受けられるよう、特別
支援学級を運営します。 

55 特別支援アドバイザーの充実 
【指導室】 

臨床心理士や学校心理士※等の特別支援アドバイザーを学校等
に派遣し、教職員等に対して、通常の学級に在籍する特別な配慮
が必要な幼児児童生徒に関する学級経営上の助言・指導を行うこ
とを通じ、特別支援教育に関する学校の体制の充実等を図ります。 

56 学校生活支援員の配置 
【指導室】 

学校生活支援員を学校に配置し、特別支援学級や通常の学級に
在籍する障がいのある児童生徒に対する生活介助・安全保持を行
います。 

57 
特別支援学級教員の専門性の
向上 
【指導室】 

特別支援学級の教員が都立特別支援学校の教員による助言・援
助を受けることを通じ、特別支援学級の教員の専門性の向上を図
ります。 

58 副籍制度の活用 
【指導室】 

特別支援学校に在籍する子どもが区立小・中学校に副次的な籍
を置き、交流及び共同学習を行う副籍制度※を活用することで、
相互理解の推進を図ります。 
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№ 事業名 事業概要 

59 
スクールソーシャルワーカー
による⽀援 
【教育⽀援センター】 

スクールソーシャルワーカーが、区⽴⼩・中学校に在籍する児
童⽣徒の問題⾏動など（いじめ・不登校など）に対し、教育と福
祉の両⾯に関しての専⾨的な⽴場から、関係機関と連携しながら
その児童⽣徒の置かれた環境に働きかけを⾏い、問題解決や環境
の改善に向けて⽀援を⾏います。 

60 
あいキッズにおける要⽀援児
の受⼊れ 
【地域教育⼒推進課】 

放課後、保護者が就労などにより家庭にいない児童に適切な遊
び及び⽣活の場を提供し、健常児との交流を図ります。また、各
⼩学校で屋外・屋内（動的・静的）など⽬的別に拠点を設けてプ
ログラムを展開します。 

61 
あいキッズにおける要⽀援児
巡回指導 
【地域教育⼒推進課】 

専⾨的知識・経験を有する外部専⾨員があいキッズを巡回し
て、利⽤している要⽀援児の状況を観察し、指導助⾔を⾏います。 

 
番号 62 事業名 放課後等デイサービスの充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 情報提供や相談業務などを通じて事業所（重症⼼⾝障がい児対応含む）の整備
を促進するとともに、児童相談所設置市事務としての指導検査の中で、質の向上
を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業所連絡会実施 
新設相談への対応 
指導検査の実施 

事業継続 

 
４－３ 障がい児⽀援における縦横連携の強化 

№ 事業名 事業概要 

63 
専⾨部会（障がい児）を活⽤
した連携体制の強化 
【障がいサービス課】 

板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（障がい児部会）を活⽤し、障がい
児に対する⽀援の検討・情報共有などを図ることで、連携体制の
強化に取り組みます。 

64 
新しい環境への円滑な移⾏ 
促進 
【援助課】 

障がい児⼊所施設に⼊所する⼦どもが 18 歳になるとき、次の
環境へ円滑に移⾏できるよう、⼦ども家庭総合⽀援センターと関
係機関との情報共有を図ります。 

65 
サポートファイルの運⽤・充
実 
【障がいサービス課】 

本⼈の⽣い⽴ちから現在の⽣活に⾄る成⻑の記録や⽀援内容
を書き綴る「サポートファイル」を適宜⾒直しながら運⽤し、効
果的な活⽤を図ることで、切れ⽬のない⽀援につなげていきま
す。 
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（２）基本目標２ 安心して地域でくらし続けられるまち 
 
 
 
   障害者雇用促進法による法定雇用率※の引き上げをはじめとする、障がい者就労の促

進に向けた政策を背景に、障がいのある人の就労意欲や企業の採用意欲が高まりを見せ
ており、障がいのある人の雇用数が増加しています。 

   一方で、障がいのある人が、自らの選択により、自分に合った仕事に就き、働き続け
るためには、障がい特性を踏まえた多様な仕事や就労形態の創出が必要であり、専門性
の高い支援が求められています。令和５（2023）年４月及び令和６（2024）年４月に
施行される改正障害者雇用促進法では、障がい者の職業能力の開発及び向上や障がい者
の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開
発のための措置等の助成による、職務の内容とそれに伴う労働条件など障がい者雇用の
質の向上などが盛り込まれました。 

   そのため、企業及び障がいのある人に対する就労支援や就労定着支援のさらなる充実
を図るとともに、板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）の機能を強化し、
関係機関などと連携を図りながら、きめ細かな支援に取り組んでいきます。 

   また、就労機会の拡大を図るとともに、障がいの程度に応じた支援として、福祉施設
などにおける就労の充実にも取り組んでいきます。 

 
１－１ 就労の促進と定着支援の充実 

番号 66 事業名 板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）の運営 

担当課 障がい政策課 

事業概要 障がい者の一般就労と職場定着を支援するため、関係機関との連携強化、職能
訓練や情報提供、就職後の職場定着支援などを行うことで、障がい者が自らに合
った仕事に就労できるよう、就労の機会拡大を図るとともに、就労の継続や定着
の実現に向けた取組を進めます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

新規就職者 110 人 
就職後１年以上の
職場定着率 90％ 
以上 

新規就職者 115 人 
就職後１年以上の
職場定着率 90％ 
以上 

新規就職者 120 人 
就職後１年以上の
職場定着率 90％ 
以上 

事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

67 
一般就労の促進に向けた支援
の実施 
【障がい政策課】 

区内障がい者に就労を啓発し、また能力開発を支援しつつ、一
般就労とその後の職場定着を支援します。 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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番号 68 事業名 区における障がい者雇用（障がい者活躍推進計画）の推進 

担当課 人事課・障がい政策課 

事業概要 障がい者活躍推進計画に基づき、区職員の計画的な障がい者雇用に取り組むと
ともに、障がいのある人が活躍しやすい職場づくりや人事管理などによる雇用の
質の確保を図っていきます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

障がい者雇用率の
向上 
障がい者活躍推進
チームの運用 

障がい者雇用率の
向上 
障がい者活躍推進
チームの運用 

障がい者雇用率の
向上 
障がい者活躍推進
チームの運用 

事業継続 

 
番号 69 事業名 チャレンジ就労の推進・拡充 

担当課 障がい政策課 

事業概要 障がいのある人の一般就労へのステップとなるよう、区役所において就労経験
を積む機会を提供し、障がいのある人の自立支援を図っていきます。また、庁内
各部署の業務を積極的に受注し、仕事の切り出しなどを通じて、職員の障がい理
解の啓発につなげるとともに、業務の効率化に努めます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

採用枠の拡充に 
向けた検討 

拡充 拡充 事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

70 
民間企業における障がい者 
雇用の促進 
【障がい政策課】 

板橋区地域自立支援協議会（就労支援部会）を通じて、雇用の
定着に必要な支援策の検討や就労支援機関との連携により、民間
企業における障がい者雇用の促進を図ります。 

71 優先調達活動の推進 
【障がい政策課】 

区内就労支援事業所などに通う障がい者の工賃アップを図る
ため、毎年、障害者優先調達推進法に基づく「板橋区障がい者就
労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、障がい者就労施設
などからの優先調達を推進します。 
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

番号 72 事業名 作業所等経営ネットワーク⽀援事業の充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 

障がいのある⼈の就労と社会参加を通じて、就労継続⽀援Ｂ型事業所などの⼯
賃向上を⽬的に、就労を⽀援する区内福祉施設のネットワークを構築し、各施設
の⾃主⽣産品の商品ＰＲや製品販売、販路拡⼤、共同製品開発などの⽀援に取り
組みます。 

また、東京都と連携し、⺠間事業者の業務を各福祉施設が共同で受注する⽀援
にも取り組みます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

総売上⾦ 
対前年度⽐５％増 

総売上⾦ 
対前年度⽐５％増 

総売上⾦ 
対前年度⽐５％増 

事業継続 

 
１－２ 通所施設等の充実 

№ 事業名 事業概要 

73 
就労継続⽀援Ａ型事業所の 
充実 
【障がい政策課】 

受⼊環境や相談の充実を図るほか、⺠間事業所の参⼊を促進す
るとともに、東京都と連携して事業所の賃⾦確保に向けた助⾔・
指導を⾏っていきます。 

74 
就労継続⽀援Ｂ型事業所の 
充実 
【障がい政策課】 

雇⽤契約に基づく就労が困難な⼈への働く場、知識・能⼒の向
上訓練を⾏う場の確保に努めるとともに、新設の相談に対応し、
必要に応じて公共⽤地などの活⽤を含めて広く検討します。 

75 
就労移⾏・定着⽀援事業所の
充実 
【障がい政策課】 

板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）などを活⽤し、事
業所間の連携によるサービスの充実を図るとともに、新設の相談
に対応するなど、⺠間事業所の参⼊促進に取り組んでいきます。 

76 
区⽴福祉園利⽤者の能⼒向上
の取組 
【障がい政策課】 

区⽴福祉園等利⽤者の清掃訓練事業（区⽴三園福祉園を研修の
場として使⽤）により、清掃事業の習得と就労に向けた能⼒の向
上や就労の機会の向上をめざし、⾃⽴に向けた取組を⾏います。 
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   障がいのある⼈が地域で⽣活をしていくためには、⽣活基盤の確保が重要であるため、

障がいのある⼈が安⼼してくらせるグループホームなど、多様な⽣活の場の確保に取り
組んでいきます。 

   また、「親亡き後」も、住み慣れた地域で安⼼してくらし続けられる居住⽀援の機能
を、地域の実情に応じた創意⼯夫により整備し、障がいのある⼈の⽣活を地域全体で⽀
えるサービス提供体制を構築する「地域⽣活⽀援拠点等」において、必要な機能の整備・
充実を図るとともに、多様な資源の連携を強化し、地域ぐるみで障がいのある⼈の⽣活
を⽀える環境を構築していきます。 

 
２－１ 多様な居住の場の整備・くらしやすい住宅の確保 

№ 事業名 事業概要 

77 グループホームの整備促進 
【障がい政策課】 

重度の⽅も含め、障がいのある⼈を対象とするグループホーム
の整備を促進し、居住の場を確保するとともに、地域での⽣活を
⽀え、⾃⽴に向けた⽀援を⾏います。 

78 住まいの相談窓⼝の設置 
【住宅政策課】 

居住⽀援協議会が「板橋りんりん住まいるネット」を設置し、
お困りの状況にあった⽀援サービス情報の提供を⾏います。 

79 地域移⾏の⽀援体制の検討 
【障がい政策課】 

関係部署・関係機関と連携し、障がいのある⼈が安⼼して地域
⽣活に移⾏できる⽀援体制の構築に向け、地域⽣活移⾏⽀援連絡
会などを活⽤し、検討していきます。 

 
２－２ 地域⽣活⽀援拠点等の整備 

番号 80 事業名 緊急時の相談⽀援体制の整備 

担当課 障がい政策課 

事業概要 基幹相談⽀援センター、委託相談⽀援事業、特定相談⽀援事業などにおいて、
緊急時の⽀援を必要とする家庭と常時の連絡体制を確保し、サービスのコーディ
ネートや必要な相談⽀援等を⾏う体制の整備に向け、検討・対応を図っていきま
す。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

検証 
検証を踏まえ 

検討 
充実 事業継続 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進

60 61



第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

番号 81 事業名 緊急時の受入体制の整備・充実 

担当課 障がい政策課 

事業概要 

介護者の急病や障がいのある人の状態変化などの緊急時の受入れや医療機関
への連絡などの必要な対応を行う機能について、令和５（2023）年度に短期入
所事業を開設した赤塚ホームに続く取組として、板橋キャンパス（都有地活用）
に整備予定の短期入所施設において、受入枠を確保します。 

また、受入枠の充実を図るため、民間の短期入所施設との連携、協力体制の確
保を検討していきます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

板橋キャンパス 
開設準備 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

板橋キャンパス 
開設準備 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

板橋キャンパス 
開設 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

事業継続 

 
番号 82 事業名 一人ぐらしの体験の機会・場の確保 

担当課 障がい政策課 

事業概要 

地域移行支援や親元からの自立などにあたって、共同生活援助（グループホー
ム）などの障がい福祉サービスの利用や、一人ぐらしの体験の機会・場を提供す
る機能について、板橋キャンパス（都有地活用）に整備予定の共同生活援助施設
（グループホーム）において、受入枠を確保します。 

また、受入枠の充実を図るため、民間の共同生活援助施設との連携、協力体制
の確保を検討していきます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

板橋キャンパス 
開設準備 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

板橋キャンパス 
開設準備 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

板橋キャンパス 
開設 
民間事業所との 
連携体制の確保 
による充実 

事業継続 
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番号 83 事業名 専⾨的⼈材の確保・養成 

担当課 障がい政策課 

事業概要 医療的ケアが必要な⼈や⾏動障がいのある⼈、⾼齢化に伴い重度化した障がい
のある⼈に対して、専⾨的な対応ができる⼈材の確保・養成を⾏う機能について、
基幹相談⽀援センターを中⼼とした整備に向け、検討・対応を図っていきます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

実施状況を 
踏まえた検証 

充実 充実 事業継続 

 
番号 84 事業名 多様なニーズに対応できる連携体制の構築 

担当課 障がい政策課 

事業概要 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、社会資源の連携
体制の構築などを⾏う機能について、基幹相談⽀援センターを中⼼とした整備に
向け、検討・対応を図っていきます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

実施状況を 
踏まえた検証 

充実 充実 事業継続 
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

 
 
 
   障がいのある⼈の家族は、⽇ごろの介護・⽀援を⾏っていることで、⽇常⽣活におけ

る負担が⼤きくなっています。 
   そのため、家族の休息（レスパイト※）を図るための事業の実施や、障がい児の家族

に乳幼児期からの適切な⽀援を理解してもらうことで、障がい児のすこやかな成⻑及び
発達、その⾃⽴が図られるよう、家族⽀援の体制の構築に向け、取り組んでいきます。 

   また、きょうだい児は、障がいのある兄弟姉妹の介護・⽀援を担うことや、障がいの
ある兄弟姉妹に親がかかりきりになることで、親との関わりに課題が⽣まれることもあ
ります。 

   そのため、きょうだい児同⼠が関わることで気持ちを共有できる場など、きょうだい
児を⽀援する体制の構築に向け、取り組んでいきます。 

 
３－１ 家族⽀援体制の構築 

№ 事業名 事業概要 

85 在宅レスパイト事業の実施 
【障がいサービス課】 

在宅の重症⼼⾝障がい児（者）や医療的ケア児に対し、訪問看
護事業者による看護を⾏うことにより、家族の休息（レスパイト）
を図り、⼼⾝の健康の向上につなげます。 

86 
医療的ケア児等の家族の就労
⽀援事業の実施 
【障がいサービス課】 

重症⼼⾝障がい児（者）や医療的ケア児を在宅で介護する家族
の就労や就労活動中に、訪問看護事業者による看護を⾏うことに
より、家族の就労⽀援につなげます。 

87 

発達⽀援のための親の会 
（⼦どもののびるを⽀援する 
親の会） 
【健康福祉センター】 

就学前の幼児の発達に気になることがある保護者を対象に、⼦
どもの発達を促すとともに、保護者が育児に前向きに取り組み、
児童の成⻑を促す関わりが持てるよう、講座や保護者同⼠の交流
会を実施します。 

88 
ペアレントトレーニングの 
実施 
【障がいサービス課】 

障がいのある⼦どもを育てている⼈や関わりのある⽀援者を
対象に、障がいへの理解を深めたり、⽀援者同⼠で交流しながら、
様々な関わり⽅の⼿法や考え⽅などを習得してもらう講座を実
施します。 

89 親⽀援事業の実施 
【援助課】 

⼦育て中の親を対象に、⼦どもとの向き合い⽅や家族とのコミ
ュニケーションに役⽴つヒントや情報を、専⾨の講師から講義や
グループワークで学ぶ講座を実施します。 

 
３－２ きょうだい児⽀援体制の構築 

№ 事業名 事業概要 

90 
きょうだい児の相談体制の構
築 
【障がいサービス課】 

きょうだい児を養育する親が抱える悩みや不安などを相談す
る機会・場を創出することで、きょうだい児の健やかな成⻑につ
ながる体制の構築に取り組みます。 

91 交流会の開催 
【障がいサービス課】 

きょうだい児同⼠が交流することで、きょうだい児の悩みなど
を共有し合い、安⼼してありのままを受け⽌められる居場所とな
る機会・場の創出に取り組みます。 

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進

62 63



 

 

 
 
 
   地震や⾵⽔害をはじめとする災害の発⽣時において、障がいのある⼈が安⼼・安全に

⽣活し続けるためには、災害時の避難⾏動における様々なハンディキャップの解消や、
有事の際の対応について、事前の準備を図っておく必要があります。 

   そのため、個別避難計画作成の推進、災害時におけるＢＣＰ（業務継続計画）の整備・
充実や、情報提供体制の確保、区⺠相互における⽀援体制づくりなど、きめ細かな⽀援
体制の構築に取り組んでいきます。 

 
４－１ 安⼼・安全なくらしの確保 

№ 事業名 事業概要 

92 
区⽴福祉園におけるＢＣＰの
整備 
【障がい政策課】 

区⽴福祉園において、福祉避難所※として体制整備を進めると
ともに、ＢＣＰ（業務継続計画）に基づく福祉サービスの提供を
図ります。 

93 
防災情報のユニバーサルデザ
イン化 
【防災危機管理課】 

⽇頃の備えになる情報や緊急性の⾼い情報などについて、紙媒
体やネット環境など、様々な伝達⼿段を活⽤することに加え、伝
わりやすい表現などに⼼がけることで、障がいのある⼈を含むだ
れもがいつでも防災情報を受け取ることができる環境を整備し
ます。 

94 
福祉避難所の整備・環境の 
充実 
【地域防災⽀援課】 

避難⾏動要⽀援者等の受⼊体制確保のため、福祉関連施設と災
害時協定を締結するとともに、備蓄物資の整備を⾏います。 

 
４－２ 災害時の⽀援体制の確⽴ 

№ 事業名 事業概要 

95 
避難⾏動要⽀援者登録名簿の
作成・運⽤ 
【地域防災⽀援課・障がいサービス課】 

避難⾏動要⽀援者から外部提供に関する同意を得た上で、その
情報を名簿化し、避難⽀援等の実施に携わる関係者に提供するこ
とにより、平時から地域全体での⽀援体制の強化を図ります。 

 
番号 96 事業名 個別避難計画の作成・更新 

担当課 障がいサービス課・地域防災⽀援課 

事業概要 
避難⾏動要⽀援者の個別避難計画を作成するとともに、年１回更新すること

で、災害時のすみやかな避難を⽀援します。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

実施 実施 実施 事業継続 

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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№ 事業名 事業概要 

97 災害時個別⽀援計画の運⽤ 
【健康推進課・健康福祉センター】 

在宅⼈⼯呼吸器使⽤者を対象に、個別⽀援計画を作成するとと
もに、年１回更新することで、災害時の安⼼・安全な在宅⽀援に
取り組みます。 

また、受託事業者、専⾨家及び区による事例検討会を開催し、
個別⽀援計画の課題共有と⽀援内容の検討を⾏います。 

98 
要配慮者利⽤施設における 
避難確保計画の作成の促進 
【防災危機管理課】 

区内の浸⽔想定区域などにある障がい者⽀援施設等に対し、⽔
害時に要配慮者が円滑かつ迅速に避難するための避難確保計画
作成及び避難訓練実施の促進に取り組みます。 

99 
⾃主防災組織等との連携に 
よる⽀援体制の強化 
【地域防災⽀援課】 

区⺠防災⼤学において要配慮者関係講習を実施し、町会・⾃治
会ごとに組織される住⺠防災組織やマンション管理組合による
⾃主防災組織などの要配慮者⽀援体制の強化を図ります。 

 
 
 
 
   ⽂化芸術活動やスポーツ、余暇活動の充実は、⼈の⼼を豊かにし、⽣活に潤いをもた

らすとともに、社会参加や⼈々の交流を促進し、相互理解の醸成にもつながるものです。 
   そのため、障がいのある・なしに関わらず、交流を深めることのできる⽂化活動や、

スポーツ・レクリエーション活動の場の提供・⽀援を⾏い、障がいのある⼈の⽣活がよ
り充実したものとなる取組を進めていきます。 

 
５－１ ⽂化芸術・余暇活動の充実 

№ 事業名 事業概要 

100 
障がい者（児）余暇活動⽀援
の実施 
【障がい政策課】 

障がい児の健全な成⻑のため、障がい児向け余暇活動を実施す
る団体へ指導員の派遣を⾏うとともに、障がいのある⼈が交流の
輪を広げる余暇活動の機会・場における相互交流を⽀援します。 

101 
図書館における障がい者向け
サービスの実施 
【中央図書館】 

点字※・録⾳図書・⾳声デイジー図書※再⽣機の貸出、図書読み
上げ機の設置、拡⼤読書器※の設置、対⾯朗読、宅配・郵送のサー
ビスを実施します。 

102 
障がいのある⼈の⽂化芸術 
活動の⽀援 
【障がい政策課】 

障がいのある⼈の⽂化芸術活動の成果を発表する場として、障
がい者週間記念⾏事での作品展⽰・販売などにより充実を図りま
す。 

103 
通所施設における⽂化活動の
推進 
【障がい政策課】 

区⽴福祉園や障がい者福祉センターなどにおいて実施する創
作活動や地域交流会などを通じて、地域活動や余暇活動の充実を
図ります。 

  

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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５－２ ユニバーサルスポーツの推進 
№ 事業名 事業概要 

104 
だれもが参加できるスポーツ
環境づくりの推進 
【スポーツ振興課】 

ユニバーサルデザインの考え⽅を踏まえ、既存のスポーツ施設
の改修・新築にあわせ、バリアフリー※化を進めるなど、だれもが
気軽に参加できるスポーツ環境づくりを推進します。 

105 障がい者スポーツの普及推進 
【スポーツ振興課・障がい政策課】 

障がいのある⼈及びその家族が参加し、スポーツを楽しむこと
で社会参加・交流を図るとともに、区⺠の障がい者に対する理解
促進を図るため、障がい者スポーツ振興、障がい者スポーツ⼤会
やイベントの⽀援・ＰＲを強化し、区主催事業における都による
「デフリンピック機運醸成」ブースの出店等を⾏います。 

また、「板橋 City マラソン」における⾞いす１km の部の実施
や、障がい児・者⽔泳教室、障がい者レクリエーション・スポー
ツ教室などを実施することで、障がい者スポーツの普及推進を図
ります。 

106 
ユニバーサルスポーツ体験会
の実施 
【スポーツ振興課】 

障がいのある⼈もない⼈も、ユニバーサルスポーツを通じて多
くの⼈が交流する体験会を実施することで、相互理解を深めると
ともに、ユニバーサルスポーツの理解・普及促進を図ります。 

107 
障がい者スポーツを⽀える⼈
材の育成・確保 
【スポーツ振興課】 

板橋区スポーツ⼤使制度を活⽤したパラアスリートの活動な
どにより、障がい者スポーツの⼈材育成・確保に努めます。 

  
コラム　５ パラリンピアンのスポーツ大使

▶スポーツ大使制度とは
　�　スポーツを通じて活躍している個人・団体で、区に深い愛着を持ち、積極的なＰ

Ｒとスポーツ振興への支援に協力していただける方に委嘱しています。
　�　区の魅力・スポーツ施策の情報発信、区主催のイベントへの参加、区民へのス

ポーツ指導をはじめ、区のスポーツ施策に提案や協力を行ってもらいます。
▶パラリンピアンのスポーツ大使
　�　令和４（2022）年度、区にゆかりのあるパラリンピアン３名を、新たにスポー

ツ大使として委嘱しました。パラリンピアンへの委嘱は初めてです。
　�　区内で生まれ育ち、北京 2022 パラリンピック冬季競技大会で活躍したノル

ディックスキーの森宏明氏には、令和４（2022）年度の板橋区民まつりで「パラ
スポーツ・障がい者スポーツ体験会」にご出
演いただいたほか、板橋区と東京都障害者ス
ポーツ協会による「スポーツ推進に関する懇
談会」においてもパネラーとしてご出席いた
だきました。

　�　今後も、区のイベントを中心にご活躍いた
だく機会を設け、さらなるパラスポーツ・障
がい者スポーツの普及啓発を図っていきます。
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（３）基本目標３ つながり、ともに支え合うまち 
 
 
 
   障がいのある人が地域で安心して住み続けていくためには、より多くの人が、触れ合

い、コミュニケーションでつながり、相互理解を深めていくことが重要です。それには、
障がい当事者が、自分の権利や、その権利を主張できるように学ぶことも欠かせません。 

   そのため、意思疎通の推進によるコミュニケーション環境の充実を図るとともに、地
域における交流の機会の創出や、障がい及び障がいのある人に対する理解の促進を図り、
障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えながらくらすこ
とができる「地域共生社会」の実現に取り組んでいきます。 

   また、障がいのある人の差別解消や虐待防止、権利擁護に資する普及啓発の促進を図
り、障がいのある人が安心してくらすことができる地域社会を構築していきます。  

 
１－１ 障がい者差別解消の推進 

番号 108 事業名 障がい者差別解消講演会の実施 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 区民や支援者等を対象に、障がいを理由とした差別の禁止や、合理的配慮など
について学ぶ機会として講演会を実施し、障がい及び障がいのある人への理解促
進を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

実施 実施 実施 事業継続 

 
番号 109 事業名 職員への障がい者差別解消研修の実施 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 
各種研修等の機会を通じ、障がいを理由とした差別の禁止や合理的配慮などに

ついて学ぶ機会を提供し、障がいのある人への対応の充実に取り組みます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

実施 実施 実施 事業継続 

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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№ 事業名 事業概要 

110 
職員向けハンドブックの⾒直
し・啓発 
【障がいサービス課・⼈事課】 

区職員が事務・事業を⾏うにあたり、障がいを理由とした差別
を⾏わず適切に対応するための基本事項や不当な差別的取扱い
の例や合理的配慮の好事例を⽰した「障害者差別解消法ハンドブ
ック」を適宜⾒直し、障がいのある⼈への対応の充実に取り組み
ます。 

 
１－２ 虐待防⽌と権利擁護の促進 

№ 事業名 事業概要 

111 
板橋区障がい者虐待防⽌セン
ターの運営 
【障がいサービス課】 

⼈材育成などによる体制強化、虐待に関する意⾒交換の場を設
けることで、虐待に対し、連携を図りながら迅速・確実に対応し
ます。 

 
番号 112 事業名 虐待防⽌のための研修及び講演会の実施 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 障がい者虐待の防⽌と対応について、障がい者福祉施設や⽀援事業所などの職
員向けに研修及び講演会を実施するほか、事業所説明会や連絡会などにおいて学
ぶ機会を提供し、障がい者虐待への適切な対応の確保と、虐待の起こらない環境
の醸成に努めます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

実施 実施 実施 事業継続 

 
№ 事業名 事業概要 

113 権利擁護体制の強化 
【障がいサービス課】 

板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（権利擁護部会）を活⽤して、権利
擁護に関する相談などの充実に向けて、権利擁護いたばしサポー
トセンター等と連携を図り、権利擁護体制の強化に努めます。 

114 養育⽀援訪問事業 
【⽀援課】 

⼦育てに不安や孤⽴感等を抱える家庭や、様々な原因で養育⽀
援が必要となっている家庭に対し、適切なサービスを提供するこ
とで個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図り、児
童の権利の擁護、児童虐待等の未然防⽌に努めるとともに、すべ
ての児童が適切に養育されるよう⽀援を⾏います。 

115 虐待防⽌⽀援訪問事業 
【⽀援課】 

関係部署・関係機関と連携し、親の不適切な養育態度、極度の
養育不安など精神・⼼理的問題を抱える家庭や乳児健康診断未受
診家庭を訪問し、児童虐待の予防的な観点から⽀援を⾏います。 
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№ 事業名 事業概要 

116 
児童虐待防⽌ケアシステム 
研修会 
【⽀援課】 

児童虐待に関わる関係部署・関係機関の職員などを対象に、児
童虐待防⽌への理解と援助技術を⾼める研修を実施し、虐待の未
然防⽌、早期対応を⾏います。 

117 要保護児童対策地域協議会 
【⽀援課】 

要保護児童※や要⽀援児童などの適切な保護・⽀援を図るため、
関係部署・関係機関と連携して情報の共有や⽀援⽅針を検討し、
必要な⽀援を⾏います。 

 
番号 118 事業名 成年後⾒制度の利⽤促進 

担当課 おとしより保健福祉センター・障がいサービス課 

事業概要 
成年後⾒制度利⽤促進基本計画に基づき、判断⼒の不⼗分な認知症⾼齢者や障

がいのある⼈の権利や財産を守るため、成年後⾒制度における利⽤⽀援を⾏いま
す。 

また、区⺠向けに成年後⾒制度の講演会や、⽀援関係者向け説明会を開催する
など成年後⾒制度の普及を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

区⺠向け講演会の
開催２回 
⽀援関係者向け説
明会の開催 10 回 

区⺠向け講演会の
開催２回 
⽀援関係者向け説
明会の開催 10 回 

区⺠向け講演会の
開催２回 
⽀援関係者向け説
明会の開催 10 回 

事業継続 

 
１－３ 障がい及び障がいのある⼈に対する理解の促進 

番号 119 事業名 障がい者理解促進事業の実施 

担当課 障がい政策課 

事業概要 障がい当事者を講師とし、⼩・中・⾼・⼤学及び町会・⾃治会、各種団体など
に向けた福祉体験学習を実施するとともに、ふれあいコンサートなどの交流を⾏
うことにより、障がいに対する区⺠の理解を深め、地域におけるノーマライゼー
ション※の普及、促進を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

3,800 ⼈ 4,100 ⼈ 4,400 ⼈ 事業継続 
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№ 事業名 事業概要 

120 
障がいに理解の深い事業所等
への表彰事業の実施 
【障がい政策課】 

障がい者週間にあわせて、障がい者雇⽤に理解の深い事業所
や、障がいのある⼈の⾃⽴と社会参加を促進するための援助と必
要な保護の推進に顕著な功績があった⽅を表彰し、障がいや障が
いのある⼈への理解の促進を図ります。 

121 
スマイルマーケットの実施・
充実 
【障がい政策課】 

板橋区役所本庁舎・⾚塚⽀所・中央図書館・都営三⽥線⾼島平
駅（⾼島平駅ナカ店）において、区内の障がい者施設で製造した
お菓⼦や雑貨を販売する場を設け、社会参加につなげることで、
障がいのある⼈の活躍の場を推進していきます。また、商業施設
等と連携し、販売する機会の提供に努めます。 

122 
障がいのある⼈の⼈権擁護に
関する意識の啓発 
【障がいサービス課】 

障がい者週間記念⾏事や各種イベント及び区の公式ホームペ
ージなどを通じて、差別解消や虐待防⽌などの⼈権擁護の必要
性、障がい当事者が権利を学ぶことについて周知・啓発を図りま
す。 

123 ⼿話⾔語の啓発 
【障がい政策課】 

⼿話が⾔語であるという認識の下に、区⺠の⼿話への理解促進
を図るため、区内の⼩学⽣向けの⼿話講座などを実施します。 

 
１－４ 意思疎通⽀援の充実 

番号 124 事業名 コミュニケーション⽀援機器等の活⽤の促進 

担当課 障がい政策課・ＩＴ推進課 

事業概要 
区公共施設の窓⼝や会議等で、障がいのある⼈と円滑にコミュニケーションを

⾏うため、ＩＣＴによるコミュニケーション⽀援機器等の活⽤を促進します。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９〜12 年度 

試験導⼊ 検証 
検証結果を 

踏まえた検討 
検討結果反映 

 
№ 事業名 事業概要 

125 
意思疎通ボランティア活動の
⽀援 
【障がい政策課】 

⼿話、点訳、朗読の意思疎通ボランティアが活動できる場を提
供するなど、ボランティア活動への⽀援を⾏うとともに、意思疎
通ボランティア活動の普及に努めます。 

126 
⼿話通訳者・要約筆記者派遣
による意思疎通の⽀援 
【障がい政策課】 

障がいのある⼈の意思疎通を仲介するため、⼿話通訳者・要約
筆記者を派遣します。また、⼿話通訳者研修を充実し通訳者の質
の向上を図るとともに、⼿話講習会を実施し⼿話通訳者を育成し
ます。 
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

１－５ 地域交流機会の確保 
№ 事業名 事業概要 

127 
障がいのある人と地域の相互
交流の推進 
【障がい政策課】 

商店街などの地域主体が実施するイベントに、区立福祉園など
が共同参画することや、障がいのある人と地域住民の交流を支援
し、社会参加の場の充実、障がい及び障がいのある人に対する理
解の促進を図ります。 

128 
障がいのある人のボランティ
ア活動等への参加促進 
【地域振興課】 

いたばし総合ボランティアセンターとの事業を通じて、障がい
のある人のボランティア活動の場を創出し、参加促進につなげま
す。 

 
 
 
 
   板橋区では、令和３（2021）年に、将来像を「もてなしの心を大切に、すべての人

が心地よさを描けるまちいたばし」とする、板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2025
実施計画 2025 を策定し、大人、子ども、高齢者、外国人、障がいのある人など、すべ
ての人が過ごしやすい安心・安全な環境を整えるための取組を進めています。 

   今後も、公共施設や公園、道路、歩行空間、移動環境などのバリアフリー化やユニバ
ーサルデザイン、インクルージョンの視点による整備を進めていくとともに、心のバリ
アフリーの浸透を図るなど、ハード、ソフト両面の取組により、福祉のまちづくりを着
実に推進していきます。 

 
２－１ ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

№ 事業名 事業概要 

129 
ユニバーサルデザインの普及
啓発 
【障がい政策課】 

ユニバーサルデザインに関する区職員向け研修や、区民・事業
者等を対象とした出前講座、展示などでユニバーサルデザインに
ついて学ぶ機会を提供し、共通の理解を深めることで普及啓発に
取り組みます。 

130 
ユニバーサルデザインガイド
ラインの更新 
【障がい政策課】 

区、区民、地域活動団体、事業者が配慮すべきユニバーサルデ
ザインの項目をまとめた「板橋区ユニバーサルデザインガイドラ
イン」について、新しく確立された配慮事項や技術の進歩、ニー
ズの変化などによるノウハウの蓄積などを踏まえ、常に見直しを
図り、最新情報に更新・公開することで、ユニバーサルデザイン
の意識啓発と行動変容を促進します。 

131 
ユニバーサルデザインチェッ
クの実施 
【障がい政策課・都市計画課】 

区公共施設の改修時などに、その建築物がユニバーサルデザイ
ンの考え方に適合しているかなどを確認することにより、検討、
評価、改善を実行していきます。 

132 
公園のユニバーサルデザイン
化の推進 
【みどりと公園課】 

ユニバーサルデザインに基づいた公園・緑地などの改修を行い
ます。 

施策
１ 相談支援の充実

施策
２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

施策
３ 特性に応じた支援の充実

施策
４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

施策
１ 障がいのある人の就労の拡充

施策
２ 多様な生活の場の整備

施策
３ 家族への支援体制の構築

施策
４ 災害時等の支援体制の確立

施策
５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

施策
１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

施策
２ 福祉のまちづくりの推進
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№ 事業名 事業概要 

133 
区道の補修（歩道の段差解
消） 
【⼯事設計課】 

区道の補修に合わせ、歩道の横断勾配や⾞道との段差の緩和を
するとともに、横断歩道部には視覚障がい者、⾞いす利⽤者双⽅
に配慮したＢＦブロック（板橋区型ゼロ段差ブロック）を設置し、
だれもが安全に利⽤できる環境の整備を⾏います。 

134 
鉄道駅エレベーターの設置 
誘導 
【障がい政策課】 

鉄道駅エレベーターの複数ルートの整備について、関係機関と
の必要な協議・調整を⾏い、駅のユニバーサルデザイン化を推進
します。 

135 鉄道駅ホームドアの設置誘導 
【都市計画課】 

鉄道駅の安全性向上のため、ホームドア設置について、関係機
関と協議・調整を⾏い、整備を促進します。 

 
２－２ ⾏政サービス等における配慮の促進 

№ 事業名 事業概要 

136 
区の刊⾏物等における障がい
者等への配慮 
【広聴広報課・区議会事務局】 

広報いたばし、区議会だよりなどの刊⾏物について、点字版、
⾳声版などを作成するとともに、読みやすさや⾊などに配慮しま
す。 

137 
本庁舎サインの適正な維持 
管理 
【契約管財課】 

だれもが⾒やすくわかりやすい案内となるよう、「本庁舎サイ
ン整備基本⽅針」に基づき作成した区役所本庁舎内のサインにつ
いて、引き続き適正な維持管理を⾏います。また、本庁舎以外の
施設の改築などの際に活⽤します。 

138 
⾏政⼿続きにおけるオンライ
ン申請の拡⼤ 
【ＩＴ推進課・経営改⾰推進課】 

様々な⾏政⼿続きについて、オンラインでの申請を可能とする
ことにより、時間や場所の制約をなくし、区⺠の利便性向上をめ
ざします。 

139 

インターネット・ＳＮＳ等を
活⽤した情報提供・情報交流
の促進 
【広聴広報課・ＩＴ推進課・防災危機

管理課】 

区の公式ホームページにおいて、⽂字の拡⼤、⽂字⾊・背景⾊
の切替え、読み上げ機能の設定などバリアフリー化をさらに推進
し、障がいのある⼈に配慮した情報提供・情報交流を進めます。
また、電⼦申請などインターネットの⾼度活⽤により、⾏政⼿続
きにおける利便性の向上を図ります。関連担当部署と連携して、
緊急情報・区政情報をメールやＳＮＳなどで配信し、適時適切な
情報提供に努めます。 

140 おでかけマップの管理・充実 
【障がい政策課】 

⾼齢者、⼦育て世代、外国⼈、障がいのある⼈などを対象に、
⾚ちゃんの駅※やバリアフリートイレの情報などを掲載した「お
でかけマップ」を管理・運営することで、すべての⼈の社会参加
を促進します。 
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

  
コラム　６ ユニバーサルデザインによる公共施設整備

　区の施設は、できるだけ多くの人が快適で心地よく利用できる環境を整備するこ
とをめざしています。
　ここでは、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「大谷口二丁目児童遊園」
を紹介します。

　スライダーの上です。
　文字だけの理解が難しい、衝動的に行
動するといった、小さい子どもや発達障
がいがある子どもも自然に順番待ちが
できるよう、足跡の絵を貼ることで、

直感的に立ち止ま
れる工夫をしてい
ます。
　また、文章が短く
理解しやすいです。

　蛇口は、プッシュ式で左右にレバー
があるため、利き手に関係なく、あまり
力を入れなくても利用できます。
　また、踏み台があるため、小さい子ど
もにも水が飲みやすくなっています。
　さらに、水栓の下が空いていて、手す
りもあるため、車いす使用者が近づき

やすく、利用しや
すいつくりになっ
ています。

　そのほか、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた事例については、「ユニバー
サルデザイン事例集『いたばし UD のタネ』」をご覧ください。

詳しくはコチラ→

【水飲み場における配慮】

【サインにおける配慮】
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コラム　７ だれもが安心してくらせる社会へ ～障がい者の権利擁護とは～

　権利擁護とは、判断能力が十分ではない方などの権利の代弁、弁護を行い、安
心して生活できるように支援することです。その中でも、障がいのある人の権利
擁護で大事なことは、障がい当事者自身が選択できるための環境や条件を整え
ること、その過程の支援です。
　そのためには、支援者や地域住民に、障がいや障がいのある人への理解、障が
い者差別とは何か、虐待とは何か、などを正しく知ってもらうとともに、障がい
当事者自身にも知ってもらうことがとても大切です。
　板橋区では、障がい者差別解消、障がい者虐待防止の講演会や研修、ポスター
やチラシの配布、板橋区地域自立支援協議会（権利擁護部会）での事例検討な
ど、普及啓発の充実を図ることで、権利擁護の取組を推進していきます。

◆ 障がい者虐待防止の相談体制強化
　令和４（2022）年度より、障がい者の虐待防止のため「板橋区障がい者虐待防止
センター」では、24 時間 365 日体制で、障がい者虐待に係る通報・届出・相談を
受け付けています。
　障害者虐待防止法では、虐待を受けた障がい者の保護だけではなく、自立と社会
参加の支援や養護者の負担軽減も目的としています。区関係部署及び民間の福祉
サービス事業所などと連携のもと、多様な制度を活用しながら、解決をめざします。

　年末年始を除く、月曜日から土曜日・祝日、
午前９時から午後５時まで、板橋区障がい者福
祉センターで対応します。
　上記以外の時間帯は、障がい者虐待電話相談
窓口（コールセンター）によるオペレータ対応
になります。

障がい者虐待に関する通報・届出先
　板橋区障がい者虐待防止センター
　 （24 時間 365 日）
　電話：03-3550-3406
　ファクス：03-3550-3410
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第２部 板橋区障がい者計画 2030 

 

  
コラム　８ えがおがつながる　スマイルマーケット

▶ スマイルマーケットってなに？
　区内障がい者施設を利用する障がいのある方が自主生産品など
を販売する出店スペースです。障がいのある方の就労訓練の場と
して自立や社会参加の促進を支援しています。

▶ スマイルマーケットってどこにあるの？
　令和５（2023）年 12 月現在、板橋区役所・赤塚支所・中央図書館・三田線高島
平駅ナカの４か所で行っています。

▶ スマイルマーケットで買えるもの　　　　　　　　　　（こちらから→）
　出店予定表及び購入できる商品は、板橋区のホームページで確認できます。

　スマイルマーケットで販売されている食品類は、添加物を控えめに製造されていま
す。また、雑貨類も販売され、一つひとつが手作りのため 1 点ものです。
　複数ある売り場の中で、特に板橋区役所においては売上と出店を希望する事業所が
増加傾向であることから、自主生産品に対する関心が高まっていることが分かります。
　販売により得た売上金は、障がいのある方の工賃（給料）となるため、自主生産品は、
社会への貢献度が高い商品と言えます。

▲スマイルマーケットで購入できるクッキー▲
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第１章　障がい福祉計画（第７期）

１　障がい福祉計画（第７期）の位置付け 

２　令和８（2026）年度の目標値の設定と
　　目標達成に向けた方策 

３　障がい福祉サービスの必要量の見込みと
　　確保の方向性 

４　地域生活支援事業の必要量の見込みと
　　確保の方向性 

５　障がい福祉計画（第７期）における
　　サービス見込量一覧 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第３部　障がい福祉計画（第７期）・
　　　　障がい児福祉計画（第３期）



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

３-１ 障がい福祉計画（第７期）

障がいのある人の地域生活の支援の
充実をめざして
障がい福祉計画（第７期）
の位置付け

令和８（2026）年度の
目標値の設定と目標達成
に向けた方策

障がい福祉サービスの
必要量の見込みと
確保の方向性

地域生活支援事業の
必要量の見込みと
確保の方向性

障がい福祉計画（第７期）
におけるサービス見込量一覧

 

　国の基本指針に基づき、障がいのある人の地域生活を支援するための
サービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を
見込み、提供体制の確保を図るための計画です。
　障害者総合支援法に基づく法定の計画であり、令和６（2024）年度から令
和８（2026）年度までを期間とし、障がい者計画 2030の実施計画に相当す
る計画です。

　地域生活支援拠点等が有する機能をはじめとした地域生活支援の充実
や、障がい福祉サービス等の質の向上など、６項目に係る 12の目標を設定
するとともに、目標達成に向けた方策を位置付け、取組を進めていきます。

　目標の達成に向け、利用実績や傾向などを踏まえ、障がい福祉サービスの
種類ごとに、必要となるサービスの見込量を設定します。
　利用者のニーズやサービスを提供する事業者等の動向などを注視しなが
ら、区内及び近隣自治体を含めた地域全体で提供体制を確保していきます。

　障害者総合支援法に基づき、障がいのある人などが自立した日常生活や
社会生活が営めるよう実施する地域生活支援事業について、サービスの見
込量を定め、見込量の確保及び利用者ニーズに即した事業の充実に取り組
みます。

　障がい福祉サービス及び地域生活支援事業において必要となるサービス
の見込量について、一覧にまとめ掲載します。
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 
 
第１章 障がい福祉計画（第７期） 
 
１ 障がい福祉計画（第７期）の位置付け 
  障がい福祉計画（第７期）は、障害者総合支援法第 88 条に基づき、令和６（2024）年

度から令和８（2026）年度までを期間とする、市町村障害福祉計画です。 
  国の基本指針に基づき、計画期間中における目標設定とサービスの必要見込量及び確保

の方策を定めるものです。項番２では、この指針に基づいた目標値等を設定しています。 
 
２ 令和８（2026）年度の目標値の設定と目標達成に向けた方策 
（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 
   令和４（2022）年度末時点の施設入所者のうち、共同生活援助（グループホーム）、

一般住宅等に移行する者の数を見込み、そのうえで令和８（2026）年度末における地
域生活への移行者の目標値を設定することとされています。 

   なお、具体的な目標値の設定は、以下の２点を基本としています。 
 
   ① 令和４（2022）年度末の施設入所者数の６％以上を地域生活へ移行する。 
   ② 令和４（2022）年度末の施設入所者数を５％以上削減する。 
 
   区における令和４（2022）年度末の施設入所者数は 386 人となっています。 
   そのため、令和８（2026）年度末において、施設入所者を 24 名以上地域移行するこ

と、20 名以上削減することを目標とします。 
地域生活への移行を促進するにあたり、重度の障がい者や医療的ケアを必要とする人

を受入可能な施設が少ない状況です。目標の達成に向け、こういった方々に対応したグ
ループホームや通所施設の整備を促進し、地域生活を希望される方が安心してくらせる
環境を構築していきます。 

 
（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
   次の３点を目標値として設定することとされています。 
 
   ① 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 

325.3 日以上 
   ② 精神病床における１年以上入院患者数 
     基本指針に基づき国が提示する推計式を用いて設定 
   ③ 精神病床における早期退院率（３か月後 68.9％以上、６か月後 84.5％以上、 

１年後 91.0％以上） 
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   この目標値については、東京都障害者・障害児施策推進計画において目標値が設定さ
れることとなっています。区においては、障がい福祉計画（第５期）の目標に基づき設
置した協議の場を活用し、引き続き精神障がいのある人も安心してくらすことのできる
地域包括ケアシステムの構築に向けた検討・整備を進めていきます。 

 
（３）地域生活支援の充実 
   各市町村において地域生活支援拠点等を整備（相談、緊急時の受入れ・対応、体験の

機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）するとともに、コーディネー
ターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年
１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うことを基本としています。 

   また、新たに、強度行動障がいのある人に関し、各市町村又は各圏域において支援ニ
ーズを把握し、支援体制の整備を進めることとされています。 

   区では、地域生活支援拠点等として、緊急時の受入れ先となる短期入所や、体験利用
ができるグループホームの整備が不十分である実態を踏まえ、引き続き、施設整備を進
めていくとともに、拠点機能の充実のため、板橋区地域自立支援協議会などを活用し、
運用状況の検証及び検討に取り組みます。 

   また、強度行動障がいのある人への適切な支援のため、支援ニーズの把握に取り組む
とともに、ニーズに応じた支援体制の構築に向けた検討を進めます。 

 
（４）福祉施設から一般就労への移行等 
   令和８（2026）年度末における福祉施設から一般就労への移行についての目標値を、

令和３（2021）年度の一般就労への移行実績の 1.28 倍以上（うち、就労移行支援事
業︓1.31 倍以上、就労継続支援Ａ型事業︓1.29 倍以上、就労継続支援Ｂ型事業︓1.28
倍以上）とすることとされています。 

   また、就労移行支援事業の利用終了者に占める、一般就労へ移行した者が５割以上の
事業所の数を５割以上とすることのほか、就労の定着に関する目標値を設定することと
されています。 

   各都道府県においては、地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支
援体制を構築するため、協議会を活用して推進することとされています。  

   ① 一般就労への移行者数︓令和３（2021）年度の 1.28 倍以上 
    （うち就労移行支援︓1.31 倍以上、就労Ａ型︓1.29 倍以上、就労Ｂ型︓1.28 倍

以上） 
   ② 就労移行支援事業終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の就労

移行支援事業所︓５割以上の事業所 
   ③ 就労定着支援事業利用者数︓令和３（2021）年度の 1.41 倍以上 
   ④ 就労定着率７割以上の就労定着支援事業所︓２割５分以上の事業所  
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   区における令和３（2021）年度の一般就労への移行者は 109 人となっています。 
そのため、令和８（2026）年度末において、一般就労への移行者を 140 名以上とし、

そのうち、就労移行支援事業利用者を 122 名以上、就労継続支援Ａ型事業利用者を２名
以上、就労継続支援Ｂ型事業利用者を 16 名以上とすることを目標とします。 

   また、就労移行支援事業所利用者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の
就労移行支援事業所を５割以上にすることを目標とします。 

   就労の定着に関しては、区における令和３（2021）年度の就労定着支援事業利用者
は 167 人となっています。 

そのため、令和８（2026）年度中に 236 名以上が就労定着支援を利用するとともに、
就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所数を２割５分以上にするこ
とを目標とします。 

 
（５）相談支援体制の充実・強化等 
   基幹相談支援センターについて、令和８（2026）年度末までに、各市町村に相談支

援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援事業所
に対する訪問等による専門的な指導・助言、地域の相談支援事業所の人材育成の支援、
地域の相談機関との連携強化、個別事例の支援内容の検証を実施することとされていま
す。 

   そのため、基幹相談支援センターを中心に、様々な障がい種別やニーズに対応できる
相談支援に取り組むとともに、地域の相談支援事業所との連携強化に取り組みます。 

また、板橋区地域自立支援協議会（相談支援部会）を活用し、個別事例の支援内容の
検証・検討を実施することで、相談支援体制の充実に取り組みます。 

 
（６）障がい福祉サービス等の質の向上 
   障がい福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、利用

者が真に必要とする障がい福祉サービス等を提供していくために、都道府県が実施する
研修の活用や適切な指導監査を実施することで、障がい福祉サービスの質の向上に取り
組むこととされています。 

   そのため、東京都が実施する研修などについて、民間事業者への周知・啓発を行い、
支援員のサービスの質の向上に取り組みます。また、令和４（2022）年７月からは、
児童相談所設置自治体として、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の
指導・検査業務を担っています。これらのサービスに限らず、ほかの障がい福祉サービ
ス事業所も含めた指導・検査体制の充実に取り組んでいきます。   
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【障がい福祉計画（第７期）における計画目標】 
項 目 国の基本指針 目 標 

福祉施設の入所者の地域生活
への移行 

施設入所から地域移行者数　　 24 名以上 
施設入所者数 20 名以上削減 

精神障がいにも対応した地域
包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域
包括ケアシステム構築の推進 

協議の場を活用した検討・整
備 

地域生活支援の充実 

地域生活支援拠点等の整備・
充実 

地域生活支援拠点等の整備・
充実に向けた検証・検討 

強度行動障がいの支援ニーズ
把握・支援体制整備の推進 

強度行動障がいの支援ニーズ
把握及び支援体制整備の推進
に向けた検討 

福祉施設から一般就労への
移行等 

一般就労移行者数 

140 名以上 
・移行支援︓122 名以上 
・就労Ａ型︓２名以上 
・就労Ｂ型︓16 名以上 

就労移行支援利用終了者に占
める、一般就労へ移行した者
の割合５割以上の事業所数 

６事業所以上 

就労定着支援事業利用者数 236 名以上 
就労定着率７割以上の就労定
着支援事業所数 

３事業所以上 

相談支援体制の充実・強化等 

基幹相談支援センターによる
地域の相談支援体制の強化 

実施 

地域のサービス基盤の開発・
改善 

協議会における相談支援事業
所の参画による事例検討 

障がい福祉サービス等の質の
向上 

障がい福祉サービス等の質の
向上 

実施 
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３ 障がい福祉サービスの必要量の⾒込みと確保の⽅向性 
  前項の⽬標達成に向け、障がい福祉サービスの種類ごとに、必要となるサービス⾒込量

を定め、その確保に向けた⽅策に取り組んでいきます。 
  なお、⾒込量については、令和２（2020）年度から令和３（2021）年度にかけて新型

コロナウイルス感染症により、各サービスの利⽤に⼤きな影響があったため、感染拡⼤前
の平成 30（2018）年度から令和４（2022）年度におけるサービスの利⽤実績及び傾向
を踏まえ算出しています。 

 
（１）訪問系サービス 
   訪問系サービスは、介護保険の訪問介護事業者などと併設するケースが多く、事業所

も多数参⼊している状況があります。そのため、情報提供やサービスの質の向上を図る
⽀援などにより、⾒込量の確保を図っていきます。 

 
 ① 居宅介護 
   ⾃宅で、⼊浴・排せつ・⾷事の介護や家事の⽀援などを⾏います。 
   利⽤者数、利⽤時間ともに⾒込量に達していないものの、微増傾向にあります。 
   障がいのある⼈の増加、⾼齢化や障がいの重度化などにより、今後もサービス量は増

加すると予測し、実績をベースに⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 1,158 1,183 1,208 1,136 1,156 1,176 

実績 1,078 1,096 1,116    

時間 / ⽉ 
⾒込量 14,256 14,556 14,856 13,858 14,098 14,338 

実績 13,385 13,378 13,618    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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 ② 重度訪問介護 
   重度の肢体不⾃由者⼜は知的・精神障がいにより⾏動上著しい困難があり、常時介護

が必要な⼈に、⾃宅での家事や⼊浴・排せつ・⾷事の介護・外出時における移動⽀援な
どを総合的に⾏います。 

   利⽤者数、利⽤時間ともに⾒込量に達していないものの、増加傾向にあります。 
   障がいのある⼈の増加、⾼齢化や障がいの重度化などにより、今後もサービス量は増

加すると予測し、実績をベースに⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 同⾏援護 
   視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する⼈に、移動に必要な情報の提供や移動

の援護などの外出⽀援を⾏います。 
   利⽤者数、利⽤時間ともに新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、令和２（2020）

年度に⼤きく減少しましたが、令和３（2021）年度以降は感染症拡⼤以前の⽔準へ回
復傾向にあります。 

   今後も増加の傾向が続くと予測し、実績をベースに⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 158 168 178 157 162 167 

実績 145 147 152    

時間 / ⽉ 
⾒込量 20,273 21,553 22,833 20,340 20,990 21,640 

実績 17,703 19,040 19,690    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 209 214 219 207 213 219 

実績 194 195 201    

時間 / ⽉ 
⾒込量 4,795 4,910 5,025 4,466 4,598 4,730 

実績 4,083 4,202 4,334    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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 ④ ⾏動援護 
   ⾃⼰判断能⼒が制限されている⼈へ、危険回避のために必要な⽀援、外出⽀援を⾏い

ます。 
   令和４（2022）年度から利⽤者が５名となり、利⽤時間も⾒込みを⼤きく上回って

います。 
   今後も増加の傾向が続くと予測し、⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤ 重度障害者等包括⽀援 
   四肢のまひや寝たきりの状態にある⼈、知的障がいや精神障がいにより⾏動が著しく

困難な状態で、常に介護を必要とし、意思疎通が難しい⼈に、居宅介護などのサービス
を包括的に⾏います。 

   平成 18（2006）年度以降、利⽤実績はなく、脳性まひ者については、東京都重度脳
性まひ者介護事業を利⽤している状況にあることから、今後もサービス⾒込量を０とし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 2 2 2 7 8 9 

実績 3 5 6    

時間 / ⽉ 
⾒込量 35 35 35 126 144 162 

実績 47 90 108    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

対象者数 
⾒込量 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0    

利⽤単位数 
⾒込量 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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（２）⽇中活動系サービス 
 ① ⽣活介護 
   常時介護が必要な⼈に、昼間、⼊浴・排せつ・⾷事の介護などを⾏うとともに、創作

的活動や⽣産活動の機会を提供します。 
   利⽤者数、利⽤⽇数ともに⾒込量に達していないものの、増加傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が⾒込まれるため、特別⽀援学校の卒業⽣の推移なども勘案し、⾒

込量を設定します。また、⾼齢化や障がいの重度化などの状況を踏まえ、重症⼼⾝障が
いのある⼈への対応も図っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② ⾃⽴訓練（機能訓練） 
   ⾃⽴した⽇常⽣活や社会⽣活ができるよう、リハビリテーションや地域⽣活を営む能

⼒の向上を⽬的に、必要な訓練などを⾏います。 
   利⽤者数、利⽤⽇数ともに増加しており、利⽤⽇数は⾒込量を上回っています。 
   ⾼齢化や障がいの重度化などにより、今後も利⽤が増加すると予測し、⾒込量を設定

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 960 985 1,010 986 1,006 1,026 

実績 931 946 966    

⼈⽇ / ⽉ 
⾒込量 18,365 18,840 19,315 18,668 19,048 19,428 

実績 17,688 17,908 18,288    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 8 9 10 10 11 12 

実績 7 8 9    

⼈⽇ / ⽉ 
⾒込量 71 80 89 110 121 132 

実績 72 88 99    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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 ③ ⾃⽴訓練（⽣活訓練） 
   ⾃⽴した⽇常⽣活や社会⽣活ができるよう、⼊浴、排せつ及び⾷事など、⽇常⽣活能

⼒を向上するための訓練などを⾏います。また、⽣活などに関する相談及び助⾔などの
⽀援も⾏います。 

   利⽤⼈数、利⽤⽇数ともに平成 30（2018）年度から令和元（2019）年度にかけて
⼤きく減少しましたが、令和２（2020）年度以降は回復し、⾒込量を上回っています。 

   ⽣活などに関する相談については、就労移⾏⽀援を利⽤する⽅が多くいると考えられ、
今後も同様の利⽤が続くと予測し、⾒込量を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④ 就労選択⽀援 
   就労アセスメント（就労系サービスの利⽤意向がある障がい者との協同による、就労

ニーズの把握や能⼒・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の結果をもとに、
ハローワークが職業指導等を⾏うことで、より能⼒や適性に合った就労を⽀援します。 

   令和７（2025）年 10 ⽉以降に開始が予定されるサービスであり、サービスの詳細が
未確定な現段階で⾒込量を設定することは難しいため、本計画においては⾒込量を設定
しません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 42 42 42 66 66 66 

実績 54 66 66    

⼈⽇ / ⽉ 
⾒込量 753 753 753 1,165 1,165 1,165 

実績 1,006 1,165 1,165    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量     設定せず 設定せず 

実績       
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 ⑤ 就労移行支援 
   一般就労などを希望し、企業などへの雇用又は在宅就労が見込まれる障がいのある人

に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。 
   利用人数、利用日数ともに見込量に達していないものの、微増傾向にあります。 
   就労選択支援の開始や、障がい者の法定雇用率の引き上げ、働きやすい環境の整備の

促進を背景に、今後も利用は増加すると予測し、実績をベースに見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑥ 就労定着支援 
   就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を

行います。 
   利用実績は、見込量に達していないものの、増加傾向にあります。 
   第７期計画に掲げる利用者数の目標を踏まえ、見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 253 283 313 236 246 256 

実績 214 216 226    

人日 / 月 
見込量 3,995 4,475 4,955 3,844 4,004 4,164 

実績 3,489 3,524 3,684    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 154 199 244 128 138 147 

実績 104 108 118    

＊令和５年度実績は見込量 

88 89



第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

 ⑦ 就労継続⽀援（Ａ型） 
   ⼀般就労が困難な⼈で、雇⽤契約に基づく就労が可能な⼈に、働く場の提供、知識・

能⼒の向上訓練を⾏います。 
   利⽤者数、利⽤⽇数ともに⾒込量を上回っていますが、近年はほぼ横ばい状態となっ

ています。 
   障がい者雇⽤の促進に伴い、Ａ型を利⽤する障がい者のうち、⼀般就労へ移⾏される

⽅も⾒込まれる⼀⽅で、今後も⼀般就労へのステップアップとしてＡ型の利⽤が⾒込ま
れることから、微増傾向として⾒込量を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑧ 就労継続⽀援（Ｂ型） 
   雇⽤契約に基づく就労が困難な⼈に、働く場の提供、知識・能⼒の向上訓練を⾏いま

す。 
   利⽤者数、利⽤⽇数ともに⾒込量に達していないものの、増加傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が続くと⾒込まれることから、特別⽀援学校の卒業⽣の推移なども

勘案し、⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 58 61 64 70 72 74 

実績 65 66 68    

⼈⽇ / ⽉ 
⾒込量 1,123 1,180 1,237 1,316 1,354 1,392 

実績 1,265 1,240 1,278    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 903 933 963 985 1,020 1,055 

実績 884 915 950    

⼈⽇ / ⽉ 
⾒込量 14,602 15,082 15,562 15,626 16,186 16,746 

実績 14,141 14,506 15,066    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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 ⑨ 療養介護 
   医療と常時介護が必要な人へ、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、

日常生活の介助を行います。 
   見込量をやや下回る利用実績となっていますが、近年は微増傾向にあります。 
   今後も、高齢化に伴い利用の増加が想定されることから、実績をベースに増加傾向と

して見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑩ 福祉型短期入所（ショートステイ） 
   日常介護する人が病気の場合などに、短期間（夜間も含む）、障がい者支援施設など

の施設において、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 
   利用者数、利用日数ともに見込量に達していませんが、利用者数は増加傾向です。

一方、利用日数は年度によってばらつきのある状況となっています。 
   介護者の高齢化などによるレスパイト目的での利用や、赤塚ホームにおける福祉型短

期入所の整備などにより、今後も増加すると予測し、実績をベースに見込量を設定しま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 73 78 83 80 85 90 

実績 65 70 75    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 329 374 419 365 405 445 

実績 254 285 325    

人日 / 月 
見込量 2,301 2,616 2,931 1,855 2,055 2,255 

実績 1,579 1,455 1,655    

＊令和５年度実績は見込量 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

 ⑪ 医療型短期入所（ショートステイ） 
   日常介護する人が病気の場合などに、短期間（夜間も含む）、病院などの医療系施設

において、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 
   利用者数、利用日数ともに見込量を下回る利用実績となっており、年度によってばら

つきのある状況となっています。 
   今後は、介護者の高齢化などによるレスパイト目的での利用などにより、緩やかに増

加すると予測し、見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）居住系サービス 
 ① 自立生活援助 
   施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）、精神科病院などから退所、退院し

た人などを対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向け
て、相談、助言などを行います。 

   見込量を下回る利用実績となっていますが、徐々に利用が増加している状況となって
います。 

   今後も増加傾向が続くと予測し、実績をベースに見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 48 54 60 28 29 30 

実績 29 26 27    

人日 / 月 
見込量 280 316 352 155 161 167 

実績 176 143 149    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 10 13 16 11 14 17 

実績 4 5 8    

＊令和５年度実績は見込量 
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 ② 共同⽣活援助（グループホーム） 
   夜間や休⽇、共同⽣活を⾏う住居で、相談や⽇常⽣活上の援助・⼊浴・排せつ・⾷事

の介護などを⾏います。 
   ⾒込量を上回る利⽤実績となっており、増加傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が続くと予測し、⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 施設⼊所⽀援 
   施設⼊所者に、夜間や休⽇の⼊浴・排せつ・⾷事の介護などを⾏います。 
   利⽤は微減傾向にあり、実績は⾒込量と同程度となっています。 
   ⾒込量については、第７期計画における⼊所者数の⽬標を踏まえ設定し、地域⽣活⽀

援拠点等の整備・充実をはじめとする地域でくらせる環境の構築や、⽇常⽣活における
⽀援の充実により、地域移⾏の促進を図っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 431 461 491 571 611 651 

実績 443 491 531    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 384 383 382 373 368 363 

実績 386 383 378    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

（４）相談支援 
 ① 計画相談支援 
   障がい福祉サービスなど、利用者の心身の状況や環境などを踏まえ、利用するサービ

ス内容などを定めたサービス等利用計画※の作成を行います。また、サービス等利用計
画について、一定期間ごとにモニタリングし、その結果などを踏まえて、サービス等利
用計画の見直しを行います。 

   相談支援事業に係る理解の促進を通じ、サービス等利用計画に基づく障がい福祉サー
ビスの利用に取り組んできた結果、利用実績は増加傾向にあります。 
   「板橋区障がい者実態調査」において、いずれの障がい種別でも利用ニーズが高く、
今後も増加が見込まれることから、実績をベースに見込量を設定します。 

   なお、自身で計画を作成するセルフプランにより対応をしている人が一定数いること
から、民間事業者の参入を促進していくとともに、事業所連絡会や板橋区地域自立支援
協議会（相談支援部会）などを通じ、区及び民間事業者などが連携して課題解決に向け
た取組を進め、希望する人が計画相談支援を利用し、より適切な支援を受けられる体制
を整えていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 地域移行支援 
   施設や精神科病院などに入所、入院している人に対して、住居の確保や地域での生活

に移行するための支援を行います。 
   利用実績は、見込量を下回る状況となっており、大きな変動はない状況となっていま

す。 
   第７期計画に掲げる入所者数の削減目標を踏まえ、見込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 600 690 780 693 738 783 

実績 575 603 648    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 13 15 17 9 12 15 

実績 4 3 6    

＊令和５年度実績は見込量 
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 ③ 地域定着⽀援 
   居宅において、単⾝で⽣活する⽅などに対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時な

どの相談に対応します。 
   利⽤実績は、⾒込量を下回る状況となっていますが、増加傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が続くと予測し、⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 10 13 16 18 22 26 

実績 6 10 14    

＊令和５年度実績は⾒込量 

コラム　９ かしわ餅！触って分かる！

　江戸時代から、かしわ餅の小豆
餡
あん

と味噌餡
あん

の区別を、葉の表裏の
違いを見てわかるようにしていま
したが、目の不自由な方が触って
区別することもできました。

　公益財団法人共用品推進機構で
は、「かしわ餅！触って分かる！」
をパンフレットの表紙にして、

「触って分かる」、「聞いて分かる」、
「見て分かる」、「片手でも使える」
など、みんなの使いやすさの事例
を紹介しています。
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

４ 地域生活支援事業の必要量の見込みと確保の方向性 
  地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人などが、自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施
される事業です。 

  計画期間におけるサービスの見込量を定め、見込量の確保、利用者ニーズに合わせた事
業の充実に努めていきます。 

 
（１）必須事業 
 ① 理解促進研修・啓発事業 
   区内の町会・自治会、小中高等学校及び各種団体への福祉体験学習の実施や、ヘルプ

マークの普及などを通じて、障がいのある人などに対する理解を深めます。 
   新型コロナウイルス感染症の影響により、福祉体験学習が中止になるなど、令和２

（2020）年度に大きく実績が下がり、見込量を下回っていますが、緩やかに回復傾向
です。 

   障がいや障がいのある人への理解促進を図るため、今後も増加傾向が続くと見込み、
見込量の達成に向けた周知・普及活動に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 成年後見制度利用支援事業 
   成年後見制度の利用の支援や、申し立てを行う親族がいない場合に区長が申し立てる

ことにより、障がいのある人の権利擁護を図ります。また、後見人などの報酬を負担す
ることが困難な障がいのある人に対し、費用を助成します。 

   区長申立は見込量を上回っており、報酬費用助成は見込量をやや下回っているものの、
微増傾向にあることから、実績をベースに見込量を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

福祉体験学習・
区民交流会・
研修会（人） 

見込量 5,300 5,350 5,400 3,800 4,100 4,400 

実績 2,817 3,175 3,500    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

区長申立 
（件） 

見込量 5 5 5 9 10 11 

実績 4 7 8    

報酬費用助成 
（件） 

見込量 156 168 180 186 198 210 

実績 156 162 174    

＊令和５年度実績は見込量 
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 ③ 意思疎通支援事業 
   聴覚障がい者などの相談業務を円滑に運営するため、障がいサービス課の各地域支援

係（板橋・赤塚・志村）に手話相談員を配置します。また、意思疎通に支障のある障が
い者がコミュニケーションを図れるよう、手話通訳者・要約筆記者の派遣や、視覚障が
い者に点訳サービスを実施します。 

   手話相談員設置事業については、令和５（2023）年度から設置者数を増やしており、
今後も聴覚障がい者への相談に対応していきます。 

   手話通訳者・要約筆記者派遣事業の利用人数については、見込量を上回っていますが、
近年はほぼ横ばい状態となっています。そのため、今後も同様の傾向が続くと予測し、
見込量を設定します。 

   公文書点字化サービスについては、継続的に実施することで、視覚障がい者への情
報保障に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話相談員設置事業 
（設置者数） 

見込量 6 6 6 8 8 8 

実績 6 6 8    

手話通訳者・要約筆記者
派遣事業(年延利用人数) 

見込量 4,150 4,170 4,190 4,260 4,260 4,260 

実績 4,289 4,232 4,260    

公文書点字化サービス 
見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

＊令和５年度実績は見込量 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

 ④ ⽇常⽣活⽤具給付等事業 
   障がいのある⼈などが⽇常⽣活を円滑に送ることができるように、⾃⽴⽣活⽀援⽤具

などの⽇常⽣活⽤具費を⽀給します。 
   ⽤具により、⾒込量を上回るものや下回るものもありますが、全体として実績は概ね

横ばい傾向となっています。 
   今後も同様の傾向が続くと予測し、⾒込量を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤ ⼿話奉仕員養成研修事業 
   聴覚障がい者との交流促進のため、⼿話技術に係る講習や講義などを実施し、⽇常会

話に必要な⼿話語彙
ご い

及び⼿話表現技術を習得した⼿話奉仕員を養成します。 
   令和２（2020）年度から令和３（2021）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により中⽌し、令和４（2022）年度から再開しましたが、⾒込量を下回る実績となっ
ています。 

   令和５（2023）年度からは、新型コロナウイルス感染症に伴う募集⼈数制限が廃⽌
となったことから、第６期計画と同様の⾒込量を設定します。 

 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

介護・訓練⽀援⽤具 
（件） 

⾒込量 40 40 40 39 39 39 

実績 32 43 39    

⾃⽴⽣活⽀援⽤具 
（件） 

⾒込量 120 120 120 87 87 87 

実績 99 81 87    

在宅療養等⽀援⽤具 
（件） 

⾒込量 80 80 80 78 78 78 

実績 81 58 78    

情報・意思疎通⽀援⽤具 
（件） 

⾒込量 150 150 150 136 136 136 

実績 145 121 136    

排せつ管理⽀援⽤具 
（件) 

⾒込量 8,350 8,350 8,350 9,282 9,282 9,282 

実績 8,769 8,746 9,282    

居宅⽣活動作補助⽤具 
（件） 

⾒込量 20 20 20 13 13 13 

実績 5 9 13    

＊令和５年度実績は⾒込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼿話講習会 
終了者数（⼈） 

⾒込量 200 200 200 200 200 200 

実績 0 133 200    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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 ⑥ 移動等支援事業 
   屋外での移動が困難な障がいのある人などに、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇

活動など、社会参加のための外出の際の移動を支援します。また、視覚障がいのある人
に代筆・代読の支援をします。 

   利用実績については、見込量を下回っているものの、増加傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が続くと予測し、見込量を設定します。 

 
 
 ⑦ 地域活動支援センター機能強化事業 
   地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるように、通所にて創作

的活動や生産活動の機会などを提供し、社会との交流の促進を支援します。 
   Ⅰ型の事業所においては、相談事業や専門職員（精神保健福祉士など）の配置による

福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発などの事
業を実施します。 

   Ⅰ型は、実利用者数の実績が見込量を下回っており、近年はほぼ横ばい状態となって
います。今後も同様の傾向が続くと予測し、見込みを設定します。 

   Ⅱ型の事業所においては、機能訓練、社会適応訓練など、自立と生きがいを高めるた
めの事業を実施します。 

   Ⅱ型は、実施箇所数・実利用者数ともに見込量を上回っています。実施箇所数に応じ
た実利用者数の見込みを設定します。 

   Ⅲ型は、障がいのある人のための援護事業の実績が５年以上ある、地域の障がい者団
体などが行う援護事業です。区内において担い手がいない状況が継続しており、参入予
定もないため、見込量を０としています。今後は、ニーズなどを踏まえ、参入促進に向
けた働きかけなどを検討していきます。 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

実施事業所数 
見込量 330 340 350 343 348 353 

実績 324 333 338    

年間延利用者数 
見込量 10,922 11,072 11,222 10,721 11,221 11,721 

実績 9,208 9,721 10,221    

年間延利用時間数 
見込量 111,170 112,670 114,170 108,477 113,477 118,477 

実績 93,070 98,477 103,477    

 ＊令和５年度実績は見込量 
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第１章 障がい福祉計画（第７期） 

 

  
 

 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
令和 

８年度 

Ⅰ型 

実施箇所数 
見込量 2 2 2 3 3 3 

実績 2 3 3    

実利用者数
（人） 

実利用者数
（人） 

実利用者数
（人） 

見込量 270 270 270 219 219 219 

実績 196 219 219    

Ⅱ型 

実施箇所数 
見込量 4 4 4 5 5 5 

実績 4 5 5    

見込量 140 140 140 206 206 206 

実績 126 206 206    

Ⅲ型 

実施箇所数 
見込量 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0    

見込量 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0    

＊令和５年度実績は見込量 

コラム　１０ 個性あふれる作品に出会えます！ ～区立福祉園の創作活動～

　区立福祉園では、日中活動のひとつとして創作活動に取り組んでいます。利用
者の方の力作は、東京都障害者総合美術展などでご覧いただけます。ぜひ、足を
運んでみてください。

花 雷門
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（２）任意事業 
 ① 日常生活支援 
  ⅰ 日中一時支援 
    一時的に見守りなどの支援が必要な障がいのある人などの、日中における活動の

場を確保し、家族の就労支援及び介護についての負担軽減を図ります。 
    令和元（2019）年度に、多数の利用実績のあった事業所が閉鎖となったことから、

見込量を下回る状況となっています。 
    そのため、見込量は、民間事業所における供給量を踏まえた実績をベースに設定し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⅱ 訪問入浴サービス 
    入浴が困難な在宅の障がいのある人を対象に、訪問による居宅での入浴サービスを

実施します。 
    利用実績は、見込量を下回っているものの、新型コロナウイルス感染症拡大以前 

 高齢化や障がいの重度化の背景などを踏まえた見込量を設定します。
の水準と同程度となっています。

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日 / 年 
見込量 2,500 2,500 2,500 334 354 374 

実績 284 294 314    

＊令和５年度実績は見込量 

 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日 / 年 
見込量 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

実績 1,228 1,339 1,500    

＊令和５年度実績は見込量 
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 ② 社会参加支援 
   障がいのある人の社会参加を促進するため、各種の社会参加支援事業を実施します。 
   令和３（2021）年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る

ため、スポーツ・レクリエーション教室を中止したため、実績が未実施となっています。 
   点字・声の広報等発行については、これまでも実施してきましたが、第７期計画より、

地域生活支援事業に新たに掲載し、引き続き取り組んでいきます。 
   社会参加支援に係る事業は、障がいのある人の社会参加の促進だけではなく、障がい

や障がいのある人への理解を促進し、誰もがくらしやすい地域共生社会の実現につな
がるため、今後も事業の実施に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 権利擁護支援 
   障害者虐待防止法に基づき、虐待によって障がいのある人の権利や尊厳が脅かされる

ことがないよう支援に取り組みます。 
   障がい者福祉センター内に「板橋区障がい者虐待防止センター」を設置し、通報への

適切な対応により、障がいのある人の権利擁護に取り組んでいます。 
   今後も迅速・確実な対応を図っていくとともに、障がい者虐待に係る周知・啓発を図

っていくことで、地域全体で見守る体制を構築していきます。 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

スポーツ・レクリエー 
ション教室開催等 

見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 未実施 実施 実施    

文化芸術活動振興 
（障がい者週間記念行事） 

見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

点字・声の広報等発行 
見込量    実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

自動車運転免許 
取得費の助成 

見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

自動車改造費の助成 
見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障がい者虐待 
防止対策支援 

見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施    

＊令和５年度実績は見込量  
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 ④ 就業・就労支援 
   障がいのある人の社会復帰や自立の促進を図るため、就業・就労支援に関わる事業を

実施します。 
   知的障がい者職親委託は、利用ニーズが少ないため、就労に係る障がい福祉サービス

の提供により就業・就労支援を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

知的障がい者 
職親委託 

見込量 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実績 未実施 未実施 実施    

＊令和５年度実績は見込量 
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５ 障がい福祉計画（第７期）におけるサービス⾒込量⼀覧 
（１）障がい福祉サービス 

 令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

訪
問
系 

居宅介護 
重度訪問介護 

同⾏援護 
⾏動援護 等 

⼈／⽉ 1,475 1,507 1,539 1,571 

時間／⽉ 37,750 38,790 39,830 40,870 

⽇
中
活
動
系 

⽣活介護 
⼈／⽉ 966 986 1,006 1,026 

⼈⽇／⽉ 18,288 18,668 19,048 19,428 

⾃⽴訓練 
（機能訓練） 

⼈／⽉ 9 10 11 12 

⼈⽇／⽉ 99 110 121 132 

⾃⽴訓練 
（⽣活訓練） 

⼈／⽉ 66 66 66 66 

⼈⽇／⽉ 1,165 1,165 1,165 1,165 

就労選択⽀援 ⼈／⽉   設定せず 設定せず 

就労移⾏⽀援 
⼈／⽉ 226 236 246 256 

⼈⽇／⽉ 3,684 3,844 4,004 4,164 

就労定着⽀援 ⼈／⽉ 118 128 138 147 

就労継続⽀援 
（A 型） 

⼈／⽉ 68 70 72 74 

⼈⽇／⽉ 1,278 1,316 1,354 1,392 

就労継続⽀援 
（B 型） 

⼈／⽉ 950 985 1,020 1,055 

⼈⽇／⽉ 15,066 15,626 16,186 16,746 

療養介護 ⼈／⽉ 75 80 85 90 

福祉型短期⼊所 
（ショートステイ） 

⼈／⽉ 325 365 405 445 

⼈⽇／⽉ 1,655 1,855 2,055 2,255 

医療型短期⼊所 
（ショートステイ） 

⼈／⽉ 27 28 29 30 

⼈⽇／⽉ 149 155 161 167 

居
住
系 

⾃⽴⽣活援助 ⼈／⽉ 8 11 14 17 

共同⽣活援助 
（グループホーム） ⼈／⽉ 531 571 611 651 

施設⼊所⽀援 ⼈／⽉ 378 373 368 363 

相
談
⽀
援 

計画相談⽀援 ⼈／⽉ 648 693 738 783 

地域移⾏⽀援 ⼈／⽉ 6 9 12 15 

地域定着⽀援 ⼈／⽉ 14 18 22 26 

  

５ 障がい福祉計画（第７期）におけるサービス⾒込量⼀覧 
（１）障がい福祉サービス 

 令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

訪
問
系 

居宅介護 
重度訪問介護 

同⾏援護 
⾏動援護 

⼈／⽉ 1,475 1,507 1,539 1,571 

時間／⽉ 37,750 38,790 39,830 40,870 

重度障害者等包括⽀援 
対象者数 0 0 0 0 

利⽤単位数 0 0 0 0 

⽇
中
活
動
系 

⽣活介護 
⼈／⽉ 966 986 1,006 1,026 

⼈⽇／⽉ 18,288 18,668 19,048 19,428 

⾃⽴訓練 
（機能訓練） 

⼈／⽉ 9 10 11 12 

⼈⽇／⽉ 99 110 121 132 

⾃⽴訓練 
（⽣活訓練） 

⼈／⽉ 66 66 66 66 

⼈⽇／⽉ 1,165 1,165 1,165 1,165 

就労選択⽀援 ⼈／⽉   設定せず 設定せず 

就労移⾏⽀援 
⼈／⽉ 226 236 246 256 

⼈⽇／⽉ 3,684 3,844 4,004 4,164 

就労定着⽀援 ⼈／⽉ 118 128 138 147 

就労継続⽀援 
（A 型） 

⼈／⽉ 68 70 72 74 

⼈⽇／⽉ 1,278 1,316 1,354 1,392 

就労継続⽀援 
（B 型） 

⼈／⽉ 950 985 1,020 1,055 

⼈⽇／⽉ 15,066 15,626 16,186 16,746 

療養介護 ⼈／⽉ 75 80 85 90 

福祉型短期⼊所 
（ショートステイ） 

⼈／⽉ 325 365 405 445 

⼈⽇／⽉ 1,655 1,855 2,055 2,255 

医療型短期⼊所 
（ショートステイ） 

⼈／⽉ 27 28 29 30 

⼈⽇／⽉ 149 155 161 167 

居
住
系 

⾃⽴⽣活援助 ⼈／⽉ 8 11 14 17 

共同⽣活援助 
（グループホーム） ⼈／⽉ 531 571 611 651 

施設⼊所⽀援 ⼈／⽉ 378 373 368 363 

相
談
⽀
援 

計画相談⽀援 ⼈／⽉ 648 693 738 783 

地域移⾏⽀援 ⼈／⽉ 6 9 12 15 

地域定着⽀援 ⼈／⽉ 14 18 22 26 
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（２）地域生活支援事業 
 ① 必須事業 

  令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

理解促進研修・啓発事業 

 福祉体験学習・区民交流会・研修会
（人） 3,500 3,800 4,100 4,400 

成年後見制度利用支援事業 

 区長申立（件） 8 9 10 11 

 報酬費用助成（件） 174 186 198 210 

意思疎通支援事業 

 手話相談員設置事業（設置者数） 8 8 8 8 

 手話通訳者・要約筆記者派遣事業
（年延利用人数） 4,260 4,260 4,260 4,260 

 公文書点字化サービス 実施 実施 実施 実施 

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具（件） 39 39 39 39 

 自立生活支援用具（件） 87 87 87 87 

 在宅療養等支援用具（件） 78 78 78 78 

 情報・意思疎通支援用具（件） 136 136 136 136 

 排せつ管理支援用具（件） 9,282 9,282 9,282 9,282 

 居宅生活動作補助用具（件） 13 13 13 13 

手話奉仕員養成研修事業 

 手話講習会終了者数（人） 200 200 200 200 

移動等支援事業 

 実施事業所数 338 343 348 353 

 年間延利用者数（人） 10,221 10,721 11,221 11,721 

 年間延利用時間数（時間） 103,477 108,477 113,477 118,477 

地域活動支援センター機能強化事業 

 
Ⅰ型 

 3 3 3 3 所数箇施実

 実利用者数（人） 219 219 219 219 

 
Ⅱ型 

 5 5 5 5 所数箇施実

 実利用者数（人） 206 206 206 206 

 
Ⅲ型 

 0 0 0 0 所数箇施実

 実利用者数（人） 0 0 0 0 
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 ② 任意事業 
  令和５年度 

(2023 年度) 
令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

日常生活支援 

 
314 334 354 374 

訪問入浴サービス（日） 

日中一時支援（日） 

1,500 1,500 1,500 1,500 

社会参加支援 

 スポーツ・レクリエーション教室 
開催等 実施 実施 実施 実施 

 文化芸術活動振興 
（障がい者週間記念行事） 実施 実施 実施 実施 

 点字・声の広報等発行 実施 実施 実施 実施 

 自動車運転免許取得費の助成 実施 実施 実施 実施 

 自動車改造費の助成 実施 実施 実施 実施 

権利擁護支援 

 障がい者虐待防止対策支援 実施 実施 実施 実施 

就業・就労支援 

 知的障がい者職親委託 実施 実施 実施 実施 

 
 
  コラム　１１ だれもが安心して過ごせる場所に　in 板橋区役所

～身近なところから障がいへの理解～

「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律（障害者差別解消法）」では、必要かつ
合理的な配慮に関する環境の整備にも努めなければいけないこととしています。

見やすいだけじゃないんです。
緊急時に、「○階 火災発生」などのメッセー
ジが表示され、耳が聞こえない人にも情報
が伝えられるようになっています。ランプ
も点滅して教えてくれますよ。

なんで左右に同じトイレが
並んでいるの？

片麻痺など、肢体が不自由な人が
その症状に合わせて選べる左右両
方の使い勝手に対応した、バリア
フリートイレになっています。

天井にある大きな時計。文字が
大きく、はっきりしていて、見
やすい！

板橋区役所内を見渡してみよう！
環境への配慮はまだまだあるよ！

電光掲示板（板橋区役所南館１階）

左右対称のバリアフリートイレ
（板橋区役所南館１階・２階）
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福祉園の自主生産品といえば、コーヒーや板橋のいっぴんに選ばれたシフォンケー
キ、クッキーなどの飲食物が有名ですが、今回は、手芸品に注目してみます。 
 制作風景を見学すると目を見張るのが利用者の方たちの集中力。ビーズ通しやスウ
ェーデン刺繍の布に糸を通すスピード、端ミシンの正確さは支援員もとてもかなわな
いというほどです。

ししゅう

 
最近では、アート作品に力を入れる福祉園も増えており、作品をカレンダーやポス

トカードにしています。 
 

コラム １２ 区立福祉園の自主生産品 

スウェーデン刺繍による巾着袋 
【三園福祉園】 

KOMONESTカレンダー 
【小茂根福祉園】 

ビーズステッチ 
【小豆沢福祉園】 

刺し子生地の布巾・ 
クロスステッチによるポーチ 

【加賀福祉園】 

区のイベントやスマイルマーケットだけでなく、まちの商店の店先やインターネット
など販路を拡大中です。どの福祉園の作品も力作ばかりです。ぜひ、手に取ってお気に
入りのいっぴんを見つけていただけると嬉しいです。 
 みなさまにお会いできる日を、利用者一同楽しみにしています。 
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コラム １３ 

１ サポートファイルとは                            
  障がい者本人の生い立ちから現在の生活に至るプロフィール
や、成長、家庭生活での様子、また、医療機関・相談機関・就学
前機関（幼稚園・保育園・療育機関）・学校・福祉サービス事業所
等における成長の記録や支援内容を書き綴ったファイル形式の記
録ノートとともに、ライフステージごとの支援に関する資料を綴
じた「相談・支援ファイル」です。 

 

サポートファイルの取組 

２ 使用方法                                  
必要な事項を記入するほか、家庭内で気づいたこと、相談や検査の所見等をメモし

ます。また、保育園、幼稚園、学校、病院等で相談を受けるときに持参し、ファイル
の情報を提供します。 

 
３ 期待される効果                               
（１）成長記録からの気づき 

  成長記録として、普段の生活の中で気になることだけでなく、成長が見られた出
来事等をちょっとしたメモや日記として記入することが次の段階での気づきにつな
がります。 

（２）状況の把握 
   ご本人の状況を正確に把握し、適切な支援をするための手がかりとなります。 
（３）支援機関から保護者へ 
   支援機関がファイルから得られた気づき等を保護者へフィードバックし、保護者

とご本人の関わり方や支援の仕方等をサポートすることができます。 
（４）支援機関の共有・引き継ぎ 
   それぞれのライ 

フステージにおい 
て、ご本人の情報 
を支援機関で共有 
し、一貫した支援 
を行うとともに、 
次の機関へ適切に 
引き継ぐことがで 
きます。 

106 107





  

第２章　障がい児福祉計画（第３期）

１　障がい児福祉計画（第３期）の位置付け 

２　令和８（2026）年度の目標値の設定と
　　目標達成に向けた方策 

３　障がい児向けサービスの必要量の見込みと
　　確保の方向性 

４　障がい児福祉計画（第３期）における
　　サービス見込量一覧 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第３部　障がい福祉計画（第７期）・
　　　　障がい児福祉計画（第３期）



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-２ 障がい児福祉計画（第３期）

障がいのある子どもの地域社会への参加・
包容（インクルージョン）を推進するために
障がい児福祉計画
（第３期）の位置付け

令和８（2026）年度の
目標値の設定と目標達成
に向けた方策

障がい児向けサービスの
必要量の見込みと
確保の方向性

障がい児福祉計画
（第３期）における
サービス見込量一覧

　国の基本指針に基づき、障がいのある子どもの地域生活を支援するため
のサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量
を見込み、提供体制の確保を図るための計画です。
　児童福祉法に基づく法定の計画であり、令和６（2024）年度から令和８
（2026）年度までを期間とする、障がい者計画 2030の実施計画に相当する
計画です。

　地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築や、
重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
事業所の確保や医療的ケア児支援に関する事項など、国の基本指針に基づ
き、６つの目標を設定するとともに、目標達成に向けた方策を位置付け、取
組を進めていきます。

　目標の達成に向け、利用実績や傾向などを踏まえ、障がい児向けサービス
の種類ごとに、必要となるサービスの見込量を設定します。
　利用者のニーズやサービスを提供する事業者等の動向などを注視しなが
ら、区内及び近隣自治体を含めた地域全体で提供体制を確保していきます。

　障がい児向けサービスにおいて必要となるサービスの見込量について、
一覧にまとめ掲載します。
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第２章 障がい児福祉計画（第３期） 
 
１ 障がい児福祉計画（第３期）の位置付け 
  障がい児福祉計画（第３期）は、児童福祉法第 33 条の 20 に基づき、令和６（2024）

年度から令和８（2026）年度までを期間とする、市町村障害児福祉計画です。 
  国の基本指針に基づき、計画期間中における目標設定とサービスの必要見込量及び確保

の方策を定めるものです。項番２では、この指針に基づいた目標値等を設定しています。 
 
２ 令和８（2026）年度の目標値の設定と目標達成に向けた方策 
（１）児童発達支援センターの設置 
   児童発達支援センターを中心とした重層的な地域支援体制の構築をめざすため、令和

８（2026）年度末までに、各市町村に児童発達支援センターを１か所以上設置するこ
ととされています。 

   区においては、令和４（2022）年４月１日に３か所目となる児童発達支援センター
が開設しました。より充実した支援体制を確保することを目標に、検討・調整を図って
いきます。 

 
（２）障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築 
   障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、児童発達

支援センターや地域の障がい児通所支援事業所等が保育所等訪問支援などを活用しな
がら、令和８（2026）年度末までに、すべての市町村において、障がい児の地域社会
への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築することとされています。 

   区においては、児童発達支援センターや民間事業所で保育所等訪問支援を利用できる
環境となっており、利用者数は著しく増加しています。今後もサービス提供体制の維持
に努めるとともに、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進す
る体制の構築に向け、検討・調整を行っていきます。 

 
（３）難聴※児支援のための中核的機能を有する体制の確保 
   聴覚障がい児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、「難聴児の早期発見・早

期療育推進のための基本方針」に基づき、都道府県において、難聴児の早期発見・早期
療育を総合的に推進するための計画を策定し、児童発達支援センターや特別支援学校等
を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保や、新生児聴覚検査から
療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本としています。 

   そのため、区においては、東京都の動向を注視しつつ、連携体制の確保に向けた調整
などを図っていきます。 
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（４）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事 
業所の確保 

   重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、令和８（2026）年度末
までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ
ス事業所を、各市町村に１か所以上確保することを基本としています。 

   区においては、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所がないため、事業誘
致による児童発達支援事業所の整備に向け、検討・調整を図っていきます。 

   また、重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所については、既に１
か所以上確保されている状況にありますが、より充実した体制を確保することを目標と
します。 

 
（５）医療的ケア児等支援の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 
   医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和８（2026）年度末までに、

都道府県において、医療的ケア児支援センターの設置や、医療的ケア児等の支援を総合
調整するコーディネーターを配置することとされています。また、各市町村において、
保健・医療・障がい福祉・保育・教育などの関係機関が連携を図るための協議の場を設
置するとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とし
ています。 

   区においては、重症心身障がい・医療的ケア児に対する支援に関し、継続的に情報共
有や意見交換を行うための協議の場として、医師や当事者の親の会、特別支援学校の関
係者及び区の関係部署により構成される「重症心身障がい・医療的ケア児等会議」にお
いて、協議・検討を進めています。 

   今後は、重症心身障がい・医療的ケア児等会議や板橋区地域自立支援協議会などとの
連携による協議を進めるとともに、母子保健分野との連携やコーディネーターの配置も
含め、医療的ケア児等支援の検討・充実を図っていきます。 

 
（６）障がい児入所施設に入所する児童の大人にふさわしい環境への移行調整の協議の場 

の設置 
   平成 24（2012）年に施行された改正児童福祉法において、障がい児入所施設に入所

している児童は、18 歳になると就労支援施策や自立訓練などを通じて地域移行を促進
するなど、より適切な支援を行っていくため、障がい福祉サービスなどの障がい者施策
で対応することとされました。しかし、強度行動障がいなどの障がい特性により、移行
先の調整や受け皿となる資源が不足していることで、円滑な移行が進んでいない現状が
あります。 

そのため、令和８（2026）年度までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整
に係る協議の場を設置することを基本としています。 

   区においては、東京都の動向を注視しつつ、子ども家庭総合支援センターと関係機関
が情報共有を図ることで、円滑な移行を促進していきます。 
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【障がい児福祉計画（第３期）における計画⽬標】 
項⽬ 国の基本指針 ⽬標 

障がい児⽀援の提供体制の 
確保 

児童発達⽀援センターの設置 実施 
障がい児の地域社会への参
加・包容（インクルージョン）
推進体制の構築 

実施 

重症⼼⾝障がい児を⽀援する
児童発達⽀援事業所の確保 

１か所以上 

重症⼼⾝障がい児を⽀援する
放課後等デイサービス事業所
の確保 

実施 

医療的ケア児⽀援の協議の場
の設置 

実施 

医療的ケア児等に関するコー
ディーネーターの配置 

実施 
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３ 障がい児向けサービスの必要量の⾒込みと確保の⽅向性 
  前項の⽬標達成に向け、障がい児向けサービスの種類ごとに、必要となるサービス⾒込

量を定め、その確保に向けた⽅策に取り組んでいきます。 
  なお、⾒込量については、令和２（2020）年度から令和４（2022）年度におけるサー

ビスの利⽤実績及び傾向を踏まえ算出しています。 
 
（１）通所系サービス 
 ① 児童発達⽀援 
   集団療育及び個別療育を⾏う必要があると認められる、未就学の障がい児を対象に、

⽇常⽣活における、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団⽣活への適応訓練、そ
の他、必要な⽀援を⾏います。 

   利⽤が急増しており、実績は概ね⾒込量と同程度となっています。 
   また、令和６（2024）年４⽉に施⾏される改正児童福祉法により、肢体不⾃由があ

り理学療法※などの機能訓練⼜は医療的管理下での⽀援が必要であると認められた障
がい児を対象に提供される「医療型児童発達⽀援」と⼀元化されます。医療型児童発達
⽀援の利⽤実績については、横ばいです。 

   今後も同様の状況が続くと⾒込まれることから、実績及び伸び率を踏まえた⾒込量を
設定します。 

   ⺠間事業所の参⼊が進む中、幼児期における障がい児の発達⽀援の充実を図るため、
サービスの質の確保も図っていきます。 

   また、幼児療育の充実の観点から、国の指針に基づく⽬標として位置付けている、重
症⼼⾝障がい児にも対応した児童発達⽀援事業所の整備に向け調整を図っていくとと
もに、受⼊れ先の充実に向けた検討を進め、参⼊を促進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

⼈ / ⽉ 
⾒込量 752 862 972 1,107 1,227 1,347 

実績 743 867 987    

＊令和５年度実績は⾒込量 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第２章 障がい児福祉計画（第３期） 

 

② 居宅訪問型児童発達支援 
   重度の障がいなどの状態にあり、外出することが著しく困難な障がい児又は、毎日の

通所が体力的に難しい、地域に通える児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業
所が不足している等により、希望する日数の通所による療育支援が受けられない障がい
児について、自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
その他必要な支援を行います。 

   重症心身障がいに対応できる児童発達支援事業所や医療型児童発達支援事業所など
による、併設の事業実施が想定されますが、現状、区内には居宅訪問型児童発達支援事
業所がない状況となっています。 

   そのような状況から、区では、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所設置
の調整を図り、計画期間中の令和６（2024）年度中に確保される予定となっています。 

   今後も、児童発達支援事業所の参入促進にあたっては、重症心身障がい児への対応と
ともに、本事業への参入促進を図っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 放課後等デイサービス 
   学校に就学している障がい児を対象に、生活能力の向上のため、必要な訓練や社会と

の交流の促進、その他必要な支援を行います。 
   利用が急増しており、実績は概ね見込量と同程度となっています。 
   今後も同様の状況が続くと見込まれることから、実績及び伸び率を踏まえた見込量を

設定します。 
   民間事業所の参入が進む中、学齢期の障がい児の放課後活動の充実を図るため、サー

ビスの質の確保も図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 2 5 5 1 1 1 

実績 1 1 1    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 1,039 1,104 1,169 1,193 1,273 1,353 

実績 914 1,033 1,113    

＊令和５年度実績は見込量 
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 ④ 保育所等訪問支援 
   児童指導員や保育士が、保育所や児童が集団生活を営む施設などを定期的に訪問し、

障がい児本人や、保育所などのスタッフに対し、障がい児が集団生活に適応するための、
専門的な支援を行います。 

   見込量を大きく上回る実績となっており、利用が急増している状況にあります。 
   今後も同様の状況が続くと見込まれることから、実績及び伸び率を踏まえた見込量を

設定します。 
   民間事業所の参入が進む中、障がい児支援の充実を図るため、サービスの質の確保も

図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）居住系サービス 
 ① 福祉型障害児入所施設 
   家庭での養育が困難な障がい児を対象とした施設で、保護、日常生活の指導、独立自

活に必要な知識技能の付与など、障がいの特性に応じて支援します。 
   利用実績については、年度によってばらつきがある状況ですが、概ね横ばいとなって

います。 
 今後も同様の傾向が続くと予測し、見込量を設定します。（令和４（2022）年７月に
児童相談所設置自治体となったことから、障がい児福祉計画（第７期）から見込量を設
定します。） 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 6 8 10 120 150 180 

実績 31 60 90    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量    12 12 12 

実績 15 12 12    

＊令和５年度実績は見込量 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第２章 障がい児福祉計画（第３期） 

 

 ② 医療型障害児入所施設 
   家庭での養育が困難な障がい児を対象とした病院などで、保護、日常生活の指導、独

立自活に必要な知識技能の付与、治療など、障がいの特性に応じて支援します。 
   利用実績については、年度によってばらつきがある状況ですが、概ね横ばいとなって

います。 
   今後も同様の傾向が続くと予測し、見込量を設定します。（令和４（2022）年７月に

児童相談所設置自治体となったことから、障がい児福祉計画（第７期）から見込量を設
定します。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）相談支援 
 ① 障害児相談支援 
   子どもの保護者から依頼を受けて「障害児支援利用計画※案」を作成し、サービス事

業者等との連絡調整などを行い、「障害児支援利用計画」の作成を行います。また、一
定期間ごとに支給決定されたサービスなどのモニタリングを行い、「障害児支援利用計
画」の見直しを行います。 

   利用実績は、見込量と同程度で、微増傾向にあります。 
   今後も同様の傾向が続くことが見込まれることから、実績をベースに見込量を設定し

ます。 
   また、成人の計画相談支援同様、セルフプランにより対応をしている人が一定数おり、

成人と比較して障がい児の相談支援事業所が不足していることもあり、セルフプラン
率が高くなっている状況があります。そのため、民間事業者の参入を促すとともに、事
業所連絡会などを通じ、課題解決に向けた取組を進めることで、希望する人が障害児相
談支援を利用し、より適切な支援を受けられる体制を整えていきます。 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量    15 15 15 

実績 18 12 15    

＊令和５年度実績は見込量 

 
 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

人 / 月 
見込量 102 107 112 137 152 167 

実績 90 107 122    

＊令和５年度実績は見込量 

116 117



 

 

４ 障がい児福祉計画（第３期）におけるサービス見込量一覧 
 

  

 
 

 令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

通
所
系 

児童発達支援 人/月 987 1,107 1,227 1,347 

居宅訪問型児童発達支援  人/月 1 1 1 1 

放課後等デイサービス  人/月 1,113 1,193 1,273 1,353 

保育所等訪問支援  人/月 90 120 150 180 

居
住
系 

福祉型障害児入所施設 人/月 12 12 12 12 

医療型障害児入所施設 人/月 15 15 15 15 

相
談
支
援 

障害児相談支援 人/月 122 137 152 167 
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第３部 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期） 

第２章 障がい児福祉計画（第３期） 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インクルーシブ教育システムの構築に向けては、通常の学級、通級による指導、
特別支援学級及び特別支援学校のそれぞれが担う役割に応じ、人材を体系的に活用
する必要があります（下図参照）。 
インクルーシブ教育システムの下では、通常の学級が交流及び共同学習の場とな

るなど、その果たす役割が重要となります。こうした取組を充実させていくには、
通常の学級と、特別支援学級等との間に存在する基礎的環境整備や合理的配慮など
に関するギャップを埋めていくことが必要です。システムの構築に際し、通常の学
級に過度の負担を掛けることのないよう、人材を段階的・体系的に活用しながら、
取り組みやすく、かつ、実践的・実戦的な方法で、基礎的環境整備を図っていきま
す。 

コラム １４ 板橋区における 
インクルーシブ教育システム構築に向けた人材の活用 

校内委員会

専⾨家の助⾔を受け
ながら通常の学級

専⾨的スタッフを
配置して通常の学級

通級による
指導

特別⽀援
学級

特別⽀援
学校

校⻑

指名

特別⽀援教育
コーディネーター

サポート
ファイル

校内委員会で､⽀援の対象とすべき
児童⽣徒について幅広く把握し、
必要な⽀援を組織的に検討
特別⽀援教育コーディネーターは､
校内外関係者との連絡調整を担う。

保育所

幼稚園

保護者

医療
機関

療育
機関

相談
機関

etc

学校⽣活
⽀援シート

特別⽀援
アドバイザー

学級経営･基礎的環境整備･
合理的配慮に関する助⾔

学校⽣活
⽀援員

要⽀援児童・
⽣徒への安全保持・
⽣活介助

連携型
個別指導計画

個別指導計画
専⾨家

通級による指導、
特別⽀援学級の
児童・⽣徒を対象に、
指導・⽀援に関する
助⾔

センター校

特別⽀援教育の
専⾨性向上に
係る指導・助⾔

専⾨家派遣

特別⽀援教室専⾨員
同 巡回相談⼼理⼠

特別⽀援教室に係る
関係者の連絡調整
児童･⽣徒の⽀援
⽅法に関する助⾔

スクールソーシャルワーカー

児童･⽣徒の環境
への働きかけ
関係機関のネット
ワーク構築

アセスメントツール

実態把握
専⾨家相談の
基礎資料

保育所等
訪問⽀援等

板橋区特別支援教育推進指針より
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１　制度の変遷 
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９　用語集
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資料編 
１ 制度の変遷 

制度の動向 時 期 概 要 

障害者権利 
条約の批准 

平成 26 年 
１月批准 

平成 26 年 1 月 20 日、日本は「障害者の権利に関する条約」を批准
した。障害者権利条約は、障がい者の人権や基本的自由の享有を確保
し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい者の権利を
実現するための措置等を規定している、障がい者に関する初めての国
際条約である。その内容は、市民的・政治的権利や、教育・保健・労
働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野
における障がい者の権利実現のための取組を締約国に対して求めて
いる。 

難病の患者に対する 
医療等に関する法律 

の成立 

平成 27 年 
１月施行 

平成 26 年５月 23 日、「難病の患者に対する医療等に関する法律」
が成立した。同法では、難病の患者に対する医療費助成に関して、法
定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにす
るなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調
査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるこ
ととなった。 

障害者雇用促進法の 
改正 

平成 28 年 
４月施行 

平成 25 年４月、雇用の分野における障がい者に対する差別を禁止す
るための措置及び精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加えるこ
と等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改定
する法律案」が国会に提出され、同年６月に成立した。施行は平成 28
年４月１日（ただし、法定雇用率の算定基礎の見直しについては、平
成 30 年４月１日）。 

 障害者差別解消法の
成立 

 平成 28 年
４月施行 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整
備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的と
して、平成 25 年６月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律（障害者差別解消法）」が制定され、不当な差別的取り扱いを
禁止し、障がい者への合理的配慮提供に対策を取り込むこととした。

 

成年後見制度の 
利用促進法の制定 

平成 28 年 
５月施行 

平成 28 年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後
見制度利用促進法）」が公布され、同年５月に施行された。成年後見
制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
成年後見制度の利用の促進について、基本理念や国及び地方公共団体
の責務等が示された。 

発達障害者支援法の 
一部を改正する法律 

平成 28 年 
８月施行 

障がい者をめぐる国内外の動向、発達障害者支援法の施行の状況等に
鑑み、発達障がい者の支援の一層の充実を図るため、発達障害者支援
法の改正が平成 28 年６月に成立した。 

法定雇用率の 
引き上げ 

平成 29 年 
５月決定 

民間企業の法定雇用率を 2.0％から平成 30 年４月から 2.2％に、ま
た令和３年 3 月末までに 2.3％に引き上げられた。平成 30 年４月
より施行された改正障害者雇用促進法によって、これまでの身体障
がい者と知的障がい者に加え、新たに精神障がい者も雇用義務の対象
とされた。 
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制 度 の 動 向  時 期 概 要 

介護保険法等の 
⼀部改正 

平成 30 年 
４⽉施⾏ 

⾼齢者の⾃⽴⽀援と要介護状態の重度化防⽌、地域共⽣社会の実現を
図るとともに、制度の持続可能性を確保するため、「地域包括ケアシ
ステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律」が平成
29 年６⽉に制定された。 
⾼齢者と障がい者が同⼀事業所でサービスを受けやすくするため、介
護保険と障がい福祉制度に、新たに共⽣型サービスを位置付けること
が⽰された。 

障害者総合⽀援法 
及び児童福祉法の 

⼀部改正 

平成 30 年 
４⽉施⾏ 

障がい者の「⽣活」と「就労」に対する⽀援の⼀層の充実や介護保険
サービスの円滑な利⽤を促進するための⾒直しを⾏うとともに、障が
い児⽀援ニーズの多様化にきめ細かく対応するための⽀援の拡充、サ
ービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を⾏うため、「障害
者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律及び児童
福祉法の⼀部を改正する法律」が平成 28 年 5 ⽉に制定された。 

地域共⽣社会の 
実現のための 

社会福祉法等の 
⼀部を改正する法律 

平成 30 年 
４⽉施⾏ 

複合化した課題を抱える個⼈や世帯に対する⽀援、「制度の狭間」の
問題など、既存制度で解決が困難な課題の解決を図るため、地域住⺠
による⽀え合いと公的⽀援が連動した包括的⽀援体制の構築をめざ
し、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正
する法律により、社会福祉法が改正された。 

障害者による 
⽂化芸術活動の 

推進に関する法律 
（障害者⽂化芸術活動 

推進法） 

平成 30 年 
６⽉施⾏ 

障がい者による⽂化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策
定、その他の基本的事項を定めることにより、障がい者による⽂化芸
術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、⽂化芸術活
動を通じた障がい者の個性と能⼒の発揮及び社会参加の促進を図る
ことを⽬的として制定された。 

視覚障害者等の 
読書環境の整備の 
推進に関する法律 

(読書バリアフリー法) 

令和元年 
６⽉施⾏ 

視覚障がい、発達障がい、肢体不⾃由などの障がいによって読書が困
難な⼈々の、読書環境を整備することをめざし制定された。「障害の
有無にかかわらずすべての国⺠が等しく読書を通じて⽂字・活字⽂化
の恵沢を享受することができる社会の実現」を⽬的とし、国や⾃治体
に、視覚障がい者等の読書環境を整備する責務を定められた。 

障害者の雇⽤の促進 
等に関する法律の 

⼀部改正 

令和２年 
４⽉施⾏ 

障がい者雇⽤を⼀層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の
労働が困難な状況にある障がい者の雇⼊れ及び継続雇⽤の⽀援、国及
び地⽅公共団体における障がい者の雇⽤状況についての的確な把握
等に関する措置を講ずることが定められた。 

医療的ケア児及び 
その家族に対する 
⽀援に関する法律 

（医療的ケア児⽀援法） 

令和３年 
９⽉施⾏ 

医療的ケア児の健やかな成⻑を図るとともに、その家族の離職の防⽌
に資し、もって安⼼して⼦どもを⽣み、育てることができる社会の実
現に寄与することを⽬的として「医療的ケア児及びその家族に対する
⽀援に関する法律」が制定された。 

障害者情報 
アクセシビリティ・ 
コミュニケーション 

施策推進法 

令和４年 
５⽉施⾏ 

障がい者による情報の取得及び利⽤並びに意思疎通に係る施策を総
合的に推進し、全ての国⺠が、障がいの有無によって分け隔てられる
ことなく、相互に⼈格と個性を尊重し合いながら共⽣する社会の実現
に資することを⽬的として「障害者による情報の取得及び利⽤並びに
意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が制定された。 
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制 度 の 動 向  時 期 概 要 

東京都⼿話⾔語条例 
令和４年 
９⽉施⾏ 

⼿話が独⾃の⽂法を持つ⼀つの⾔語であるという認識の下、⼿話を使
⽤しやすい環境づくりを推進することにより、⼿話を必要とする者の
意思疎通を⾏う権利が尊重され、安⼼して⽣活することができる共⽣
社会を実現するため「東京都⼿話⾔語条例」が制定された。 

障害者基本計画の 
策定 

令和５年 
３⽉決定 

障害者基本法第 11 条第１項の規定に基づき、障がい者の⾃⽴及び社
会参加の⽀援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
に策定され、政府が講ずる障がい者施策の基本的計画として位置付け
られた。令和５年３⽉に閣議決定され、第５次計画として、令和５年
度から令和９年度が対象年度となっている。 

障害者総合⽀援法の 
⼀部改正 

令和５年 
４⽉及び 
令和６年 
４⽉施⾏ 

障がい者等の地域⽣活や就労の⽀援の強化等により、障がい者等の希
望する⽣活を実現するため、令和４年 12 ⽉に「障害者の⽇常⽣活及
び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律等の⼀部を改正する法律」
が公布された。 

精神保健福祉法の 
⼀部改正 

令和５年 
４⽉及び 
令和６年 
４⽉施⾏ 

「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律等
の⼀部を改正する法律」の制定により、「精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律」についても⼀部改正された。精神保健福祉法が障害
者基本法の基本的な理念にのっとり、精神障がい者の権利擁護を図る
ものであることを明確にするとともに、地域⽣活の⽀援の強化等によ
り精神障がい者の希望やニーズに応じた⽀援体制を整備するための
もの。 

障害者雇⽤促進法の 
⼀部改正 

令和５年 
４⽉及び 
令和６年 
４⽉施⾏ 

「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律等
の⼀部を改正する法律」の制定により、「障害者の雇⽤の促進等に関
する法律」についても⼀部改正された。事業主の責務として障がい者
の職業能⼒の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間
10 時間以上 20 時間未満で働く重度の障がい者や精神障がい者の実
雇⽤率への算定による障がい者の多様な就労ニーズを踏まえた働き
⽅の推進、企業が実施する職場環境の整備や能⼒開発のための措置等
への助成による障がい者雇⽤の質の向上などが盛り込まれた。 

法定雇⽤率の 
引き上げ 

令和６年 
４⽉施⾏ 

雇い⼊れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和５年度において
は 2.3％で据え置き、令和６年度から 2.5％、令和８年度から 2.7％
と段階的に引き上げることとされている。なお、国及び地⽅公共団体
等については、3.0％（教育委員会は 2.9％）とされ、段階的な引き
上げに係る対応は⺠間事業主と同様となる。 

障害者差別解消法の 
⼀部改正 

令和６年 
４⽉施⾏ 

障がいを理由とする差別の解消の⼀層の推進を図るため、事業者に対
し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするこ
とを義務付けるとともに、⾏政機関相互間の連携の強化を図るほか、
障がいを理由とする差別を解消するための⽀援措置を強化する措置
を講ずる、障害者差別解消法の改正が令和３年６⽉に成⽴した。 

障害者総合⽀援法の 
対象疾病（難病等） 

の⾒直し 

令和６年 
４⽉適⽤ 

障害者総合⽀援法の対象となる難病等の範囲を検討するため、「障害
者総合⽀援法対象疾病検討会」において、疾病の要件や対象疾病の検
討を⾏うこととしている。令和５年３⽉に開催した第９回検討会にお
いて対象疾病の検討が⾏われ、366 疾病→369 疾病に⾒直す⽅針が
取りまとめられた。 
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２ 板橋区障がい福祉計画（第６期）及び障がい児福祉計画（第２期）の計画目標と実績 

                             ＊令和５年 12 月１日時点 

項目 国の基本指針 目標 実績 

福祉施設の入所者の 
地域生活への移行 

施設入所から地域移行者 24 名以上 ４名 

施設入所者数 ７名以上削減 13 名削減 

精神障がいにも 
対応した地域包括 
ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した 
地域包括ケアシステム 
構築の推進 

協議の場を活用した 
検討・整備 実施 

地域生活支援拠点等 
が有する機能の充実 

地域生活支援拠点等の 
確保・充実 

地域生活支援拠点等 
の確保・充実に向けた 
検証・検討 

実施 

福祉施設から 
一般就労への移行等 

一般就労移行者 

108 名以上 
・移行支援︓90 名以上 
・就労Ａ型︓４名以上 
・就労Ｂ型︓14 名以上 

77 名 
・移行支援︓61 名 
・就労Ａ型︓３名 
・就労Ｂ型︓８名 

一般就労移行者のうち、 
就労定着支援事業利用者 76 名以上 16 名 

就労定着率８割以上の 
就労定着支援事業所数 ５事業所以上 ７事業所 

相談支援体制の 
充実・強化等 

相談支援体制の 
充実・強化等 実施 実施 

障がい福祉サービス 
等の質の向上 

障がい福祉サービス等の 
質の向上 実施 実施 

障がい児支援の 
提供体制の確保 

児童発達支援センターの 
設置 

２か所以上 
（現状維持及び充実） 

３か所 
（現状維持及び充実） 

保育所等訪問支援を利用 
できる体制の構築 

実施 
（現状維持及び充実） 

実施 
（現状維持及び充実） 

重症心身障がい児を支援 
する児童発達支援事業所 
の確保 

１か所以上 ０か所 

重症心身障がい児を支援 
する放課後等デイサービ 
ス事業所の確保 

実施 
（現状の維持・充実） 

実施 
（現状の維持・充実） 

医療的ケア児支援の協議 
の場の設置 実施 実施 

医療的ケア児等に関する 
コーディネーターの配置 実施 実施 
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３ 板橋区障がい者実態調査結果 
  回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。複数回答

が可能な設問があることや、端数を四捨五入しているため、回答比率の合計が 100.0％と
ならない場合があります。 

  なお、回答者数（ｎ）が 30 未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとど
め、本文中ではふれていない場合があります。 

  ここでは、障がい福祉サービスの利用状況や就労・園や学校生活・災害時の困りごと、
共生社会の実現に向けて力を入れるべきことなど、計画の本編に関連性の深い回答を掲載
していますので、全調査結果については、区ホームページ等で公表している「板橋区障が
い者実態調査報告書」をご覧ください。 

 
（１）障がい福祉サービスの利用状況 
 【障がい者】 
  現在、障がい福祉サービスを全体で「利用している」と答えた人は 32.8％、「利用して

いない」と答えた人は 62.7％となっています。 
  障がい種別で見ると、知的障がい（54.5％）、発達障がい（51.9％）では５割台、高次

脳機能障がいが 47.3％と「利用している」が高くなっています。一方、難病では「利用
していない」と答えた人が 76.5％を占め、身体障がいも 61.9％と高くなっています。 

 
  

全  体 (1,751)

身体障がい (913)

知的障がい (314)

発達障がい (129)

精神障がい (305)

高次脳機能障がい (74)

難病 (409)

その他 (62)

(%)
ｎ

34.9

54.5

51.9

37.7

47.3

19.1

27.4

61.9

39.5

45.0

56.4

47.3

76.5

62.9

3.2

6.1

3.1

5.9

5.4

4.4

9.7

32.8 62.7 4.5

利

用

し

て

い

る

利

用

し

て

い

な

い

無

回

答
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 【障がい児】 
  現在、障がい福祉サービスを全体で「利用している」と答えた人は 59.6％、「利用して

いない」と答えた人は 38.4％となっています。 
  障がい種別で見ると、知的障がいでは「利用している」と答えた人が 68.2％と高く、

発達障がい（56.9％）、身体障がい（56.3％）は５割台となっています。 
  サンプル数は 30 件未満と少ないですが、難病、精神障がいでも「利用している」が高

い傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 

  

全  体 (359)

身体障がい (96)

知的障がい (201)

発達障がい (174)

精神障がい (25)

高次脳機能障がい (5)

難病 (22)

その他 (21)

(%)
ｎ

56.3

68.2

56.9

52.0

40.0

72.7

47.6

39.6

30.3

42.0

48.0

40.0

27.3

47.6

4.2

1.5

1.1

20.0

4.8

59.6 38.4 1.9

利

用

し

て

い

る

利

用

し

て

い

な

い

無

回

答
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（２）園や学校生活での困りごと 
 【障がい者】 
  園や学校生活での困りごとは、全体で「通うのが大変」と「障がいに対する理解や配慮

が引き継がれない」がともに 14.0％、「先生の理解や配慮が足りない場合がある」が
12.0％となっています。一方、「特に困っていることはない」は 68.0％と最も高くなって
います。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

(%)
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n
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配
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足
り
な
い
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る
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が
い
に
対
す
る
理
解
や

配
慮
が
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き
継
が
れ
な
い

ま
わ
り
の
児
童
・
生
徒
た
ち
の

理
解
が
得
ら
れ
に
く
い

医
療
的
な
ケ
ア
が

受
け
ら
れ
な
い

そ
の
他

特
に
困

て
い
る

こ
と
は
な
い

無
回
答

50

100.0 14.0 2.0 12.0 14.0 8.0 2.0 2.0 68.0 2.0

32

100.0 12.5 3.1 15.6 18.8 6.3 3.1 3.1 68.8 -

13

100.0 15.4 - - 7.7 - - - 76.9 7.7

8

100.0 12.5 - - 12.5 25.0 - - 62.5 -

1

100.0 - - - - 100.0 - - - -

-

- - - - - - - - - -

4

100.0 25.0 - 25.0 25.0 25.0 - - 50.0 -

-

- - - - - - - - - -

難病

その他

全      体

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

高次脳機能障がい

園
や
学
校
生
活
で
の

困
り
ご
と

障
が
い
種
別
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【障がい児】 
園や学校生活での困りごとは、全体で「先生の理解や配慮が足りない場合がある」が

23.4％と高く、次いで「障がいに対する理解や配慮が引き継がれない」（18.7％）、「通う
のが大変」（18.1％）、「まわりの児童・生徒たちの理解が得られにくい」（15.0％）が１割
台となっています。一方、「特に困っていることはない」は 47.0％と最も高くなっていま
す。 

障がい種別ごとに比較すると、発達障がいでは「先生の理解や配慮が足りない場合があ
る」（32.7％）、「障がいに対する理解や配慮が引き継がれない」（24.2％）、「まわりの児
童・生徒たちの理解が得られにくい」（21.6％）がそれぞれほかの障がい種別より高くな
っています。 

サンプル数は 30 件未満と少ないですが、精神障がいでも「先生の理解や配慮が足りな
い場合がある」が高い傾向にあります。難病では「通うのが大変」が高い傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 
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こ
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い

無
回
答

321

100.0 18.1 2.8 23.4 18.7 15.0 0.9 7.5 47.0 5.0

86

100.0 22.1 3.5 18.6 14.0 10.5 3.5 5.8 48.8 3.5

195

100.0 21.5 3.1 20.0 15.4 11.3 0.5 6.2 49.7 4.6

153

100.0 15.7 2.6 32.7 24.2 21.6 - 9.8 42.5 5.2

17

100.0 23.5 - 47.1 35.3 29.4 - 17.6 17.6 11.8

4

100.0 - - 25.0 25.0 75.0 - 25.0 25.0 -

20

100.0 30.0 5.0 25.0 15.0 15.0 - 10.0 35.0 5.0

17

100.0 - 5.9 23.5 11.8 11.8 - - 64.7 11.8

高次脳機能障がい

難病

その他

全  体

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

園
や
学
校
生
活
で
の

困
り
ご
と

障
が
い
種
別
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（３）仕事上での困りごと 
【障がい者】 

  仕事上での困りごとは、全体で「給与・工賃などの収入が少ない」が 31.1％と高く、
次いで「職場の人間関係」が 19.3％、「通勤が大変」が 15.8％となっています。一方、
「特に困っていることはない」が 38.1％と最も高くなっています。 

  障がい種別でみると、精神障がい（43.4％）、知的障がい（41.2％）が４割台、発達障
がいが 36.8％と「給与・工賃などの収入が少ない」が高くなっています。一方、身体障
がいと難病（ともに 42.6％）では「特に困っていることはない」が最も高くなっていま
す。 

  障がい種別ごとに比較すると、発達障がい（34.2％）、知的障がい（30.5％）、精神障が
い（30.2％）では「職場の人間関係」が３割台とほかの障がい種別より高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 
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答

753

100.0 31.1 13.0 15.8 5.6 19.3 5.6 13.7 5.4 4.2 38.1 2.4

364

100.0 27.5 11.8 16.2 4.9 13.2 6.9 14.3 5.2 3.6 42.6 2.5

131

100.0 41.2 6.1 13.7 8.4 30.5 3.8 9.2 8.4 1.5 33.6 3.1

76

100.0 36.8 9.2 17.1 13.2 34.2 7.9 17.1 6.6 7.9 21.1 3.9

106

100.0 43.4 17.9 19.8 11.3 30.2 6.6 24.5 10.4 9.4 17.0 2.8

13

100.0 23.1 - 30.8 7.7 15.4 7.7 15.4 15.4 7.7 46.2 -

197

100.0 23.4 19.8 15.7 3.0 16.2 6.1 12.7 3.6 4.1 42.6 2.5

21

100.0 19.0 19.0 23.8 4.8 14.3 4.8 9.5 - 14.3 38.1 4.8

難病

その他

全      体

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

高次脳機能障がい

仕
事
上
で
の
困
り
ご
と

障
が
い
種
別

130 131
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（４）災害時の困りごと 
 【障がい者】 
  災害時に困ることは、全体で「投薬や治療が受けられない」が 50.0％と最も高く、次

いで「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安」が 44.8％、「安全なところまで、
迅速に避難することができない」が 37.3％となっています。 

  障がい種別でみると、難病（67.0％）、精神障がい（61.0％）では「投薬や治療が受け
られない」が６割台、高次脳機能障がい（51.4％）、知的障がい（51.3％）では「安全な
ところまで、迅速に避難することができない」が５割台、発達障がい（49.6％）、知的障
がい（48.1％）、身体障がい（47.6％）では「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境
が不安」が４割台と高くなっています。 

  障がい種別ごとに比較すると、知的障がい、発達障がいでは「周囲とコミュニケーショ
ンがとれない」、「救助を求めることができない」がほかの障がい種別より高くなっていま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

(%)

調
査
数

n

投
薬
や
治
療
が
受
け
ら
れ
な
い

補
装
具
の
使
用
が
困
難
に
な
る

補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
の
入
手
が

で
き
な
く
な
る

救
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

安
全
な
と
こ
ろ
ま
で

迅
速
に

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

被
害
状
況

避
難
場
所
な
ど
の

情
報
が
入
手
で
き
な
い

周
囲
と
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン
が

と
れ
な
い

避
難
場
所
の
設
備

ト
イ
レ
な
ど

や

生
活
環
境
が
不
安

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

1,751

100.0 50.0 7.5 9.4 18.1 37.3 19.4 18.0 44.8 5.0 11.5 6.5

913

100.0 47.4 11.3 12.7 18.2 44.5 19.9 14.6 47.6 5.8 10.5 6.2

314

100.0 34.1 5.7 8.6 39.8 51.3 30.9 41.7 48.1 7.6 8.0 8.3

129

100.0 44.2 5.4 9.3 35.7 34.9 19.4 45.7 49.6 6.2 9.3 6.2

305

100.0 61.0 3.0 6.6 16.4 28.9 20.7 24.3 46.2 4.9 11.1 7.9

74

100.0 41.9 20.3 17.6 28.4 51.4 21.6 14.9 43.2 5.4 6.8 10.8

409

100.0 67.0 6.1 7.8 11.7 30.8 11.7 7.3 47.9 5.1 9.0 5.6

62

100.0 45.2 8.1 12.9 17.7 38.7 17.7 16.1 41.9 4.8 14.5 8.1

知的障がい

発達障がい

精神障がい

高次脳機能障がい

難病

その他

全      体

身体障がい

災
害
時
の
困
り
ご
と

障
が
い
種
別

130 131



 

 

 【障がい児】 
  災害時に困ることは、全体で「安全なところまで、迅速に避難することができない」

（58.8％）、「周囲とコミュニケーションがとれない」（54.6％）が５割台と高く、次いで
「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安」（49.3％）、「救助を求めることがで
きない」（42.1％）、「被害状況、避難場所などの情報が入手できない」（40.9％）が４割台
となっています。 

  障がい種別ごとに比較すると、知的障がいでは「安全なところまで、迅速に避難するこ
とができない」が 70.1％、知的障がい（65.7％）、発達障がい（63.2％）では「周囲とコ
ミュニケーションがとれない」が６割台と高くなっています。身体障がいは「投薬や治療
が受けられない」（44.8％）、「補装具や日常生活用具の入手ができなくなる」（26.0％）
がほかの障がい種別よりそれぞれ高くなっています。 

  サンプル数は 30 件未満と少ないですが、難病では「投薬や治療が受けられない」、「補
装具や日常生活用具の入手ができなくなる」、「安全なところまで、迅速に避難することが
できない」が高い傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

(%)

調
査
数

n

投
薬
や
治
療
が
受
け
ら
れ
な
い

補
装
具
の
使
用
が
困
難
に
な
る

補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
の
入
手
が

で
き
な
く
な
る

救
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

安
全
な
と
こ
ろ
ま
で

迅
速
に

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

被
害
状
況

避
難
場
所
な
ど
の

情
報
が
入
手
で
き
な
い

周
囲
と
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン
が

と
れ
な
い

避
難
場
所
の
設
備

ト
イ
レ
な
ど

や

生
活
環
境
が
不
安

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

359

100.0 28.1 6.4 9.7 42.1 58.8 40.9 54.6 49.3 8.6 6.1 4.5

96

100.0 44.8 13.5 26.0 41.7 63.5 34.4 38.5 52.1 8.3 4.2 6.3

201

100.0 30.8 6.0 10.0 51.7 70.1 47.8 65.7 58.2 9.0 6.5 2.0

174

100.0 25.3 2.3 5.2 44.3 59.8 49.4 63.2 52.3 7.5 5.7 4.6

25

100.0 44.0 4.0 4.0 52.0 60.0 48.0 56.0 64.0 8.0 - -

5

100.0 40.0 - - 20.0 40.0 20.0 40.0 - 20.0 - 20.0

22

100.0 77.3 18.2 36.4 50.0 81.8 40.9 59.1 77.3 13.6 - -

21

100.0 28.6 4.8 4.8 28.6 38.1 38.1 42.9 38.1 19.0 14.3 4.8
その他

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

高次脳機能障がい

難病

全  体

災
害
時
の
困
り
ご
と

障
が
い
種
別

132 133
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（５）障がいのある人への区民の対応や理解度 
【障がい者】 

  障がいのある人への区民の対応や理解度は、全体で「足りていると思う」と答えた人が
11.3％となっています。一方、「少し足りていないと思う」（26.0％）、「全然足りていな
いと思う」（14.6％）を合わせた「足りていない」は 40.6％となっています。「わからな
い」と答えた人は 40.8％となっています。 

  いずれの障がい種別でも、区民の対応や理解度が「足りていない」と答えた人が４割台
と高くなっています。 

 
 
 
 

                   《足りていない》 
  

全  体 (1,751)

身体障がい (913)

知的障がい (314)

発達障がい (129)

精神障がい (305)

高次脳機能障がい (74)

難病 (409)

その他 (62)

(%)
ｎ

11.1

8.9

9.3

11.8

12.2

9.8

19.4

28.1

26.4

29.5

23.0

29.7

27.4

17.7

12.3

21.0

17.8

17.7

12.2

14.7

16.1

41.1

33.4

36.4

40.7

37.8

43.0

41.9

7.4

10.2

7.0

6.9

8.1

5.1

4.8

11.3 26.0 14.6 40.8 7.3

足

り

て

い

る

と

思

う

少

し

足

り

て

い

な

い

と

思

う

全

然

足

り

て

い

な

い

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答

132 133



 

 

 【障がい児】 
  障がいのある人への区民の対応や理解度は、全体で「足りていると思う」と答えた人が

5.0％となっています。一方、「少し足りていないと思う」（26.2％）、「全然足りていない
と思う」（31.2％）を合わせた「足りていない」は 57.4％となっています。「わからない」
と答えた人は 33.1％となっています。 

  いずれの障がい種別でも、区民の対応や理解度が「足りていない」と答えた人が５割以
上と高くなっています。 

 
 
 

                  《足りていない》 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

全  体 (359)

身体障がい (96)

知的障がい (201)

発達障がい (174)

精神障がい (25)

高次脳機能障がい (5)

難病 (22)

その他 (21)

(%)
ｎ

4.2

7.0

5.2

4.8

30.2

23.9

25.9

16.0

40.0

13.6

19.0

27.1

36.8

36.2

48.0

40.0

40.9

23.8

32.3

27.4

29.3

36.0

45.5

52.4

6.3

5.0

3.4

20.0

5.0 26.2 31.2 33.1 4.5

足

り

て

い

る

と

思

う

少

し

足

り

て

い

な

い

と

思

う

全

然

足

り

て

い

な

い

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答

134 135
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【一般区民】 
  障がいのある人への区民・地域の対応や理解度が「少し足りていないと思う」（25.4％）、

「全然足りていないと思う」（25.7％）を合わせた「足りていない」（51.1％）は過半数と
なっています。一方、「足りていると思う」と答えた人は 5.0％と低くなっています。 

 
 
 
 

               《足りていない》 
 
 

  

5.0 25.4 25.7 39.1 4.7

ｎ

(338)

(%)

足

り

て

い

る

と

思

う

少

し

足

り

て

い

な

い

と

思

う

全

然

足

り

て

い

な

い

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答

134 135



 

 

（６）共生社会の実現のために力を入れるべきこと 
【障がい者】 

  共生社会の実現のために力を入れるべきことは、全体で「障がい者の一般企業への就労
の促進」が 42.4％と最も高く、次いで「学校での障がいに関する教育や情報の提供」が
38.3％、「地域行事への障がい者の参加を促進するなど、地域住民などとの交流の場を増
やすこと」が 25.4％となっています。 

  障がい種別ごとに比較すると、発達障がい（48.1％）、難病（44.5％）、知的障がい
（42.7％）では、「学校での障がいに関する教育や情報の提供」が４割台とほかの障がい
種別より高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

(%)

調
査
数

n

地
域
行
事
へ
の
障
が
い
者
の
参
加
を

促
進
す
る
な
ど

地
域
住
民
な
ど
と
の

交
流
の
場
を
増
や
す
こ
と

学
校
で
の
障
が
い
に
関
す
る
教
育
や

情
報
の
提
供

障
が
い
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の

普
及
啓
発
の
た
め
の
講
演
会
な
ど
の

開
催

障
が
い
者
作
品
展
や
障
が
い
者
と

交
流
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

通
常
の
学
級
へ
の
受
け
入
れ
や

イ
ン
ク
ル

ジ

ン
教
育
の
推
進

障
が
い
者
の
一
般
企
業
へ
の
就
労
の

促
進

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

1,751

100.0 25.4 38.3 23.0 8.2 20.4 42.4 4.0 13.9 11.0

913

100.0 24.6 39.1 21.7 7.9 20.9 41.8 4.8 13.3 11.1

314

100.0 29.3 42.7 25.5 13.1 24.8 35.4 2.9 9.2 14.6

129

100.0 31.8 48.1 29.5 9.3 23.3 42.6 3.9 5.4 9.3

305

100.0 18.0 33.1 27.9 7.2 18.0 44.9 4.3 16.1 11.5

74

100.0 28.4 27.0 13.5 8.1 12.2 36.5 6.8 16.2 10.8

409

100.0 26.7 44.5 23.0 6.8 22.2 43.8 4.2 14.4 7.3

62

100.0 33.9 24.2 25.8 12.9 24.2 33.9 8.1 14.5 12.9

難病

その他

全      体

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

高次脳機能障がい

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
に

力
を
入
れ
る
べ
き
こ
と

障
が
い
種
別

136 137
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【障がい児】 
  共生社会の実現のために力を入れるべきことは、全体で「学校での障がいに関する教育

や情報の提供」が 70.2％と最も高く、次いで「通常の学級への受け入れやインクルージ
ョン教育の推進」（46.0％）、「障がい者の一般企業への就労の促進」（42.6％）が４割台
となっています。 

  障がい種別で見ると、すべての障がい種別で「学校での障がいに関する教育や情報の提
供」が高くなっています。 

  障がい種別ごとに比較すると、発達障がいでは「障がい者の一般企業への就労の促進」
が 47.1％とほかの障がい種別より高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

(%)

調
査
数

n

地
域
行
事
へ
の
障
が
い
者
の
参
加
を

促
進
す
る
な
ど

地
域
住
民
な
ど
と
の

交
流
の
場
を
増
や
す
こ
と

学
校
で
の
障
が
い
に
関
す
る
教
育
や

情
報
の
提
供

障
が
い
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の

普
及
啓
発
の
た
め
の
講
演
会
な
ど
の

開
催

障
が
い
者
作
品
展
や
障
が
い
者
と

交
流
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

通
常
の
学
級
へ
の
受
け
入
れ
や

イ
ン
ク
ル

ジ

ン
教
育
の
推
進

障
が
い
者
の
一
般
企
業
へ
の
就
労
の

促
進

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

359

100.0 20.1 70.2 17.0 8.6 46.0 42.6 7.0 2.8 7.8

96

100.0 20.8 69.8 13.5 10.4 46.9 38.5 9.4 3.1 7.3

201

100.0 25.9 71.1 16.4 11.9 39.8 40.8 6.0 2.0 8.0

174

100.0 19.0 73.0 20.1 6.9 49.4 47.1 5.7 1.1 9.2

25

100.0 12.0 72.0 12.0 - 44.0 32.0 - 8.0 8.0

5

100.0 - 80.0 60.0 - 60.0 40.0 - - 20.0

22

100.0 27.3 72.7 22.7 9.1 54.5 36.4 4.5 4.5 4.5

21

100.0 23.8 66.7 9.5 4.8 42.9 33.3 9.5 4.8 4.8

高次脳機能障がい

難病

その他

全  体

身体障がい

知的障がい

発達障がい

精神障がい

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
に

力
を
入
れ
る
べ
き
こ
と

障
が
い
種
別

136 137



 

 

 【一般区民】 
  共生社会の実現のために力を入れるべきことは、「学校での障がいに関する教育や情報

の提供」が 54.7％と最も高く、次いで「障がい者の一般企業への就労の促進」が 39.3％、
「通常の学級への受け入れやインクルージョン教育の推進」が 37.3％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊この問は、回答を複数選択できるため、各回答の割合を足し上げても 100％にはなりません。 

  

n=(338)  

学校での障がいに関する教育や情報の提供

障がい者の一般企業への就労の促進

通常の学級への受け入れやインクルージョン教育の推進

地域行事への障がい者の参加を促進するなど、
地域住民などとの交流の場を増やすこと

障がいについての正しい知識の普及啓発のための講演会などの開催

障がい者作品展や障がい者と交流するイベントの開催

その他

特にない

無回答

54.7

39.3

37.3

32.8

23.7

12.4

3.3

6.5

5.0

0 20 40 60
(%)

138 139



４ 板橋区地域保健福祉計画推進本部 
（１）板橋区地域保健福祉計画推進本部設置要綱 
（設置） 
第１条 「いたばし健康福祉都市宣⾔」の実現のための総合的な地域保健福祉施策の推進

を図るため、板橋区地域保健福祉計画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 
（組織） 
第２条 推進本部は、本部⻑、副本部⻑、本部員をもって構成する。 

⑴ 本部⻑は、区⻑とする。 
⑵ 本部⻑は、推進本部を総理する。 
⑶ 副本部⻑は、副区⻑及び教育⻑の職にある者をもって充てる。 
⑷ 副本部⻑は、本部⻑を補佐し、本部⻑に事故あるときは、その職務を代理する。 
⑸ 本部員は、板橋区組織規則で定める部⻑及び担当部⻑、保健所⻑並びに板橋区教育委 

員会事務局組織規則で定める事務局次⻑及び担当部⻑の職にある者をもって充てる。 
（所掌事項） 
第３条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 地域保健福祉計画の策定に関すること。 
⑵ 地域保健福祉計画に係る諸施策の協議及び推進に関すること。 
⑶ 地域保健福祉計画の推進の総合調整に関すること。 
⑷ その他地域保健福祉に関わる重要な事項に関すること。 

２ 計画の推進にあたっては、必要に応じ、区⺠及び学識経験者その他区⻑が必要と認めた
者で構成される板橋区地域保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」という。）の助⾔を
得るものとし、協議会の設置については、別の要綱に定めるものとする。 

（会議） 
第４条 本部⻑は、必要に応じて副本部⻑及び本部員を招集し、会議を主宰する。 
２ 本部⻑は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を推進本部に出席させ、

意⾒を聞くことができる。 
（幹事会） 
第５条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を設置する。 
２ 幹事会は、幹事⻑、副幹事⻑及び幹事で構成する。 
３ 幹事⻑は、福祉部⻑の職にある者をもって充てる。 
４ 幹事⻑は、幹事会の会務を総務する。 
５ 副幹事⻑は、健康⽣きがい部⻑の職にある者をもって充てる。 
６ 副幹事⻑は、幹事⻑を補佐し、幹事⻑に事故あるときは、その職務を代理する。 
７ 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、幹事⻑が必要と認める場合

は、別表に掲げる職にある者以外の者を幹事とすることができる。 
８ 幹事会は、本部会議に付議する事案について調査及び検討する。 
９ 幹事会は、幹事⻑が招集する。 
10 幹事⻑は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を幹事会に出席させ、意

⾒を聞くことができる。 
（事務局） 
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４ 板橋区地域保健福祉計画推進本部 
（１）板橋区地域保健福祉計画推進本部設置要綱 
（設置） 

第１条 「いたばし健康福祉都市宣⾔」の実現のための総合的な地域保健福祉施策の推進
を図るため、板橋区地域保健福祉計画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置す
る。 

（組織） 
第２条 推進本部は、本部⻑、副本部⻑、本部員をもって構成する。 

(１) 本部⻑は、区⻑とする。  
(２) 本部⻑は、推進本部を総理する。 
(３) 副本部⻑は、副区⻑及び教育⻑の職にある者をもって充てる。 
(４) 副本部⻑は、本部⻑を補佐し、本部⻑に事故あるときは、その職務を代理する。 
(５) 本部員は、板橋区組織規則で定める部⻑及び担当部⻑、保健所⻑並びに板橋区教 

育委員会事務局組織規則で定める事務局次⻑及び担当部⻑の職にある者をもって充 
てる。 

（所掌事項） 
第３条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。 
（１）地域保健福祉計画の策定に関すること。 
（２）地域保健福祉計画に係る諸施策の協議及び推進に関すること。 
（３）地域保健福祉計画の推進の総合調整に関すること。 
（４）その他地域保健福祉に関わる重要な事項に関すること。 

２ 計画の推進にあたっては、必要に応じ、区⺠及び学識経験者その他区⻑が必要と認
めた者で構成される板橋区地域保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」という。）
の助⾔を得るものとし、協議会の設置については、別の要綱に定めるものとする。 

（会議） 
第４条 本部⻑は、必要に応じて副本部⻑及び本部員を招集し、会議を主宰する。 

２ 本部⻑は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を推進本部に出席さ
せ、意⾒を聞くことができる。 

（幹事会） 
第５条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を設置する。 

２ 幹事会は、幹事⻑、副幹事⻑及び幹事で構成する。 
３ 幹事⻑は、福祉部⻑の職にある者をもって充てる。 
４ 幹事⻑は、幹事会の会務を総務する。 
５ 副幹事⻑は、健康⽣きがい部⻑の職にある者をもって充てる。 
６ 副幹事⻑は、幹事⻑を補佐し、幹事⻑に事故あるときは、その職務を代理する。 
７ 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、幹事⻑が必要と認める 

場合は、別表に掲げる職にある者以外の者を幹事とすることができる。 
８ 幹事会は、本部会議に付議する事案について調査及び検討する。 
９ 幹事会は、幹事⻑が招集する。 
10 幹事⻑は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を幹事会に出席させ、 
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第６条 推進本部の事務局は、福祉部⽣活⽀援課に置く。 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部⻑が定める。 

付 則 
(施⾏期⽇) 
１ この要綱は、平成 17 年３⽉ 29 ⽇から施⾏する。 
 （板橋区地域保健福祉計画策定検討委員会設置要綱の⼀部改正） 
２ 板橋区地域保健福祉計画策定検討委員会設置要綱（平成 16 年７⽉ 12 ⽇⼀部改正）第３

条第４項に規定する別表第２に「教育委員会学務課⻑」を追加する。 
付 則 

この要綱の別表第２の改正は平成 18 年 6 ⽉ 23 ⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の第２条第３号の改正は平成 19 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
付 則 

１ この要綱の⼀部改正は平成 22 年 12 ⽉ 15 ⽇から施⾏する。 
２ 板橋区地域保健福祉計画策定検討委員会設置要綱（平成 9 年 6 ⽉ 16 ⽇区⻑決定）は、

廃⽌する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は平成 25 年 8 ⽉ 26 ⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は平成 27 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は、決定の⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は、決定の⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は、決定の⽇から施⾏する。 
付 則 

この要綱の⼀部改正は令和３年４⽉１⽇から施⾏する。 
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幹事 

板橋区保健所⻑ 
政策経営部政策企画課⻑ 
政策経営部財政課⻑ 
危機管理部地域防災⽀援課⻑ 
区⺠⽂化部地域振興課⻑ 
健康⽣きがい部⻑寿社会推進課⻑ 
健康⽣きがい部介護保険課⻑ 
健康⽣きがい部健康推進課⻑ 
健康⽣きがい部予防対策課⻑ 
健康⽣きがい部板橋健康福祉センター所⻑ 
健康⽣きがい部おとしより保健福祉センター所⻑ 
福祉部⽣活⽀援課⻑ 
福祉部障がい政策課⻑ 
福祉部障がいサービス課⻑ 
福祉部板橋福祉事務所⻑ 
⼦ども家庭部⼦ども政策課⻑ 
教育委員会事務局教育総務課⻑ 
教育委員会事務局学務課⻑ 
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５ 板橋区障がい福祉計画等策定委員会 
（１）板橋区障がい福祉計画等策定委員会設置要綱 
（設置） 
第１条 板橋区（以下「区」という。）における障がい者に関する総合的な施策を定める「障

がい者計画」を策定するとともに、必要な障がい福祉サービス等の計画的な提供を定め
る「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」を策定するに当たり、協議及び調査検討
を⾏うことを⽬的とする、板橋区障がい福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という。）
を設置する。 

（所管事項） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、区⻑に報告する。 

⑴ 区の障がい者に関する総合的な施策を定める「障がい者計画」について 
⑵ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所⽀援等のサービス種類ごとの必要量の⾒込 

み 
⑶ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所⽀援等のサービス種類ごとの必要⾒込み量

の確保のための⽅策 
⑷ 地域⽣活⽀援事業の種類ごとの実施に関する事項 
⑸ その他障がい福祉サービス、相談⽀援及び区市町村の地域⽣活⽀援事業の提供体制の 

確保に関し必要な事項 
⑹ その他計画策定に必要な事項 

（組織） 
第３条 委員会は、委員１５名以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちか

ら区⻑が委嘱⼜は任命する。 
⑴ 学識経験者 
⑵ 障がい当事者等 
⑶ 保健医療関係者 
⑷ 障がい福祉関係機関 
⑸ 区⺠の代表者 

（委員⻑及び副委員⻑） 
第４条 委員会に、委員⻑及び副委員⻑を置く。 
２ 委員⻑は、委員の互選により選出し、副委員⻑は委員⻑が指名する。 
３ 委員⻑は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき⼜は⽋けたときは、その職務を

代理する。 
 (任期) 
第５条 委員の任期は令和６年３⽉末⽇までとし、補⽋⼜は増員により委嘱⼜は任命された

委員の任期も、また同様とする。 
（会議） 
第６条 委員会は、委員⻑が招集する。 
２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 委員⻑は、必要に応じて関係者の出席を求め、意⾒を聴取することができる。 
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（会議の公開） 
第７条 委員会は、公開とする。ただし、委員⻑が必要と認め、委員会の委員の過半数の決

議を経たときは⾮公開とすることができる。 
（部会の設置） 
第８条 委員会に、部会を置くことができる。 
２ 部会は、委員会が定める事項について調査検討を⾏う。 
３ 部会は、委員⻑が指名する委員及び臨時委員をもって構成する。 
４ 委員⻑は、前項の規定にかかわらず、調査検討するため必要があると認める者を部会員

とすることができる。 
５ 部会に、部会⻑及び副部会⻑を置く。 
６ 部会⻑は委員⻑が、副部会⻑は部会⻑が部会の委員の中からそれぞれ指名する。 
７ 部会⻑は、部会を代表し、会務を総理する。 
８ 副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故あるとき⼜は⽋けたときは、その職務を代

理する。 
９ 部会は、部会⻑が招集する。 
（謝礼） 
第９条 委員、臨時委員及び前条第４項に規定する部会員については、謝礼を⽀払うことが

できる。 
（庶務） 
第１０条 委員会の庶務は、福祉部障がい政策課において処理する。 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が定め

る。 
付 則 

この要綱は、区⻑決定の⽇から施⾏する。 
   付 則 
 この要綱は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。 
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（会議の公開） 
第７条 委員会は、公開とする。ただし、委員⻑が必要と認め、委員会の委員の過半数の 

決議を経たときは⾮公開とすることができる。 
（部会の設置） 

第８条 委員会に、部会を置くことができる。 
２ 部会は、委員会が定める事項について調査検討を⾏う。 
３ 部会は、委員⻑が指名する委員及び臨時委員をもって構成する。 
４ 委員⻑は、前項の規定にかかわらず、調査検討するため必要があると認める者を部 

会員とすることができる。 
５ 部会に、部会⻑及び副部会⻑を置く。 
６ 部会⻑は委員⻑が、副部会⻑は部会⻑が部会の委員の中からそれぞれ指名する。 
７ 部会⻑は、部会を代表し、会務を総理する。 
８ 副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故あるとき⼜は⽋けたときは、その職務 

を代理する。 
９ 部会は、部会⻑が招集する。 

（謝礼） 
第９条 委員、臨時委員及び前条第４項に規定する部会員については、謝礼を⽀払うこと 

ができる。 
（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、福祉部障がい政策課において処理する。 
（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が定 
める。 
 

付  則 
この要綱は、区⻑決定の⽇から施⾏する。 

 付  則 
 この要綱は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。 

  

142 143



 

 

（２）板橋区障がい福祉計画等策定委員名簿 
 
 

  
役 職 氏 名 所 属 

委員長 丸 山  晃 立教大学 コミュニティ福祉研究所 研究員 

副委員長 齋 藤  英 治 公益社団法人板橋区医師会 会長 

委 員 藤井 亜紀子 板橋区肢体不自由児者父母の会 

〃 渡辺 理津子 板橋区手をつなぐ親の会 

〃 鈴 木  正 子 板橋区発達障害児者親の会（ＩＪの会） 

〃 宮 副  和 歩 板橋区医療的ケア児親の会 

〃 越 智  大 輔 一般社団法人板橋区聴覚障害者協会 

〃 熊 懐  敬 板橋区視覚障害者福祉協会 

〃 下 野  勤 世 板橋区難病当事者と家族連絡会 

〃 粂 原  仁 美 板橋区民生・児童委員協議会 

〃 佐々木 章吾 
板橋区障がい者就労支援センター 
（ハート・ワーク） 

〃 松村 美穂子 
社会福祉法人ＪＨＣ板橋会 

指定相談事業所スペースピア 

〃 宮川 裕三子 東京都立志村学園（肢体不自由教育部門） 

〃 土 岐  祥 子 公益財団法人東京ＹＷＣＡキッズガーデン 

〃 平 木  孝 典 公募委員 
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６ 板橋区地域⾃⽴⽀援協議会 
（１）板橋区地域⾃⽴⽀援協議会設置要綱 
（設置⽬的） 
第１条 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「障害者総合⽀援法」という。）第８９条の３第１項の規定に基づく協議
会として、板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、板橋区における障がい者福祉に関する問題について、相談⽀援事業の中⽴・
公正な実施及び地域の障がい福祉関係機関の連携強化等を図るため、地域の障がい福祉に
関する仕組みづくりの中核的な役割を果たす定期的な協議の場とする。 

（所掌事項） 
第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 相談⽀援事業の運営・評価、今後のあり⽅に関すること。 
⑵ 地域の障がい福祉関係機関との連携体制の構築等に関すること。 
⑶ 障がい者が適切にサービス利⽤するための関係者による連絡調整の促進に関するこ 

と。 
⑷ 困難事例の対応についての協議及び調整に関すること。 
⑸ 相談⽀援に係わる⼈材の資質向上に関すること。 
⑹ 障がい福祉の増進に必要な事項に関する協議 
⑺ 障害者総合⽀援法第８８条第１項の規定により市町村障害福祉計画として定める板

橋区障がい福祉計画を変更しようとするときに、意⾒を述べること。 
⑻ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。）第１

７条第１項の規定に基づき組織される障害者差別解消⽀援地域協議会（以下「地域協議
会」という。）が⾏う同法第１８条第１項から第２項までに規定する事務に関すること。 

⑼ その他、区⻑が必要と認めること。 
（組織） 
第３条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから区⻑が委嘱⼜は任命する委員（以下「委

員」という。）１５名以内をもって組織する。 
⑴ 学識経験者 
⑵ 障がい当事者等 
⑶ 保健医療関係者 
⑷ ⼦育て・教育関係機関 
⑸ 相談⽀援事業者 
⑹ 障がい福祉サービス事業者等 
⑺ 企業・就労⽀援機関等雇⽤関係者 
⑻ ⺠⽣委員 
⑼ 公募委員 
⑽ 区職員 

（差別解消⽀援専⾨委員） 
第４条 第２条第８号の地域協議会に関し必要があると認めるときは、差別解消⽀援専⾨

委員を置くことができる。 
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６ 板橋区地域⾃⽴⽀援協議会 
（１）板橋区地域⾃⽴⽀援協議会設置要綱 
（設置⽬的） 

第１条 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（平成１７年法律
第１２３号。以下「障害者総合⽀援法」という。）第８９条の３第１項の規定に基づく協
議会として、板橋区地域⾃⽴⽀援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
２ 協議会は、板橋区における障がい者福祉に関する問題について、相談⽀援事業の中

⽴・公正な実施及び地域の障がい福祉関係機関の連携強化等を図るため、地域の障
がい福祉に関する仕組みづくりの中核的な役割を果たす定期的な協議の場とする。 

（所掌事項） 
第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）相談⽀援事業の運営・評価、今後のあり⽅に関すること。 
（２）地域の障がい福祉関係機関との連携体制の構築等に関すること。 
（３）障がい者が適切にサービス利⽤するための関係者による連絡調整の促進に関する 

こと。 
（４）困難事例の対応についての協議及び調整に関すること。 
（５）相談⽀援に係わる⼈材の資質向上に関すること。 
（６）障がい福祉の増進に必要な事項に関する協議 
（７）障害者総合⽀援法第８８条第１項の規定により市町村障害福祉計画として定める板

橋区障がい福祉計画を変更しようとするときに、意⾒を述べること。 
（８）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。）第

１７条第１項の規定に基づき組織される障害者差別解消⽀援地域協議会（以下「地域協
議会」という。）が⾏う同法第１８条第１項から第２項までに規定する事務に関するこ
と。 

（９）その他、区⻑が必要と認めること。 
（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから区⻑が委嘱⼜は任命する委員（以下「委
員」という。）１５名以内をもって組織する。 

（１）学識経験者 
（２）障がい当事者等 
（３）保健医療関係者 
（４）⼦育て・教育関係機関 
（５）相談⽀援事業者 
（６）障がい福祉サービス事業者等 
（７）企業・就労⽀援機関等雇⽤関係者 
（８）⺠⽣委員 
（９）公募委員 
（10）区職員 

（差別解消⽀援専⾨委員） 
第４条 第２条第８号の地域協議会に関し必要があると認めるときは、差別解消⽀援専⾨
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（会⻑及び副会⻑） 
第５条 協議会に、会⻑及び副会⻑を置く。 
２ 会⻑は、委員の互選により選出し、副会⻑は会⻑が指名する。 
３ 会⻑は、協議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき⼜は⽋けたときは、その職務を代理す

る。 
（任期） 
第６条 委員及び差別解消⽀援専⾨委員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱の⽇の

属する年度の翌年度の３⽉３１⽇までとする。ただし、補⽋の委員等の任期は、前任者の
残任期間とする。 

２ 委員等（区職員のうちから任命する委員を除く。）は、任期の通算５期を限度とし て
再任することができる。ただし、公募委員の任期は１期限りとする。 

（会議） 
第７条 協議会は、会⻑が招集する。 
２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 会⻑は、必要に応じて関係者の出席を求め、意⾒を聴取することができる。 
（会議の公開） 
第８条 協議会は、公開とする。ただし、会⻑が必要と認め、協議会の決議を経たときは⾮

公開とすることができる。 
（部会の設置） 
第９条 協議会の下に、次の各号に掲げる部会を設置することができる。なお、その部会の

意義は当該各号に定めるところによる。 
⑴ 定例部会 

障がい福祉事業に携わる関係者により、事業に関する諸課題を検討し、協議会への提⾔
及び報告を⾏う部会をいう。課題の種類は、会⻑が決定し、課題ごとに設置する。 

⑵ 専⾨・作業部会（以下「専⾨部会」という） 
協議会で承認された特定課題について検討⼜は実務的な作業等を⾏い、協議会に報告す
る部会をいう。 

２ 部会に部会⻑及び副部会⻑を置く。ただし、専⾨部会の副部会⻑についてはこれを置か
ないことができる。 

３ 部会⻑は会⻑が、副部会⻑及び部会員は部会⻑が委員⼜は障がい福祉事業に携わる関係
者等の中から指名する。 

４ 部会に、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。 
５ 臨時委員は、特定課題に専⾨的に対応できる知識⼜は経験を有する者の中から会⻑⼜は

部会⻑が選定する。 
６ 部会⻑は、部会を招集し、会務を総理する。 
７ 副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故があるとき⼜は⽋けたときは、その職務を

代理する。 
（謝礼） 
第 10 条 会⻑、副会⻑及び委員等並びに前条第２項に規定する部会⻑、副部会⻑及び第４
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項に規定する臨時委員については、謝礼を⽀払うことができる。 
（庶務） 
第 11 条 協議会の庶務は、福祉部障がい政策課において処理する。 
（その他） 
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会⻑が別に定

める。 
付 則 

１ この要綱は、平成１９年１１⽉１⽇から施⾏する。 
２ この要綱の施⾏の⽇以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第５条の規定にか

かわらず、平成２１年３⽉３１⽇までとする。 
３ この要綱は、平成２３年４⽉１⽇から施⾏する。 

付 則 
この要綱は、平成２５年６⽉１⽇から施⾏する。 

付 則 
この要綱は、平成２８年６⽉１⽇から施⾏する。 

付 則 
この要綱は、令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 
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第 10 条 会⻑、副会⻑及び委員等並びに前条第２項に規定する部会⻑、副部会⻑及び第
４項に規定する臨時委員については、謝礼を⽀払うことができる。 

（庶務） 
第 11 条 協議会の庶務は、福祉部障がい政策課において処理する。 

（その他） 
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会⻑が別に

定める。 
付 則 
１ この要綱は、平成１９年１１⽉１⽇から施⾏する。 
２ この要綱の施⾏の⽇以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第５条の規定に

かかわらず、平成２１年３⽉３１⽇までとする。 
３ この要綱は、平成２３年４⽉１⽇から施⾏する。 
付 則 
この要綱は、平成２５年６⽉１⽇から施⾏する。 
付 則 
この要綱は、平成２８年６⽉１⽇から施⾏する。 
付 則 
この要綱は、令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 
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７ 検討経過 
 

会 議 開催⽇ 検討内容 

第１回 
策定委員会 令和５年４⽉ 28 ⽇（⾦） 

板橋区障がい者計画 2030 及び障が
い福祉計画（第７期）・障がい児福祉
計画（第３期）の策定について 

第１回 
推進本部 令和５年５⽉ 16 ⽇（⽕） 同上 

第１回 
⾃⽴⽀援 
協議会 

令和５年５⽉ 19 ⽇（⾦） 同上 

第２回 
推進本部 令和５年８⽉１⽇（⽕） 

板橋区障がい者計画 2030 及び障が
い福祉計画（第７期）・障がい児福祉
計画（第３期）の⾻⼦案について 

第２回 
策定委員会 令和５年 10 ⽉ 11 ⽇（⽔） 

板橋区障がい者計画 2030 及び障が
い福祉計画（第７期）・障がい児福祉
計画（第３期）の素案について 

第２回 
⾃⽴⽀援 
協議会 

令和５年 10 ⽉ 23 ⽇（⽉）  同上 

第３回 
推進本部 令和５年 10 ⽉ 25 ⽇（⽔） 同上 

第３回 
策定委員会 令和６年１⽉ 17 ⽇（⽔） 

板橋区障がい者計画 2030 及び障が
い福祉計画（第７期）・障がい児福祉
計画（第３期）の原案について 

第４回 
推進本部 令和６年１⽉ 23 ⽇（⽕） 同上 

第３回 
⾃⽴⽀援 
協議会 

令和６年１⽉ 26 ⽇（⾦） 同上 
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８ 板橋区障がい福祉サービス等事業所⼀覧（令和６（2024）年１⽉時点） 
（１）障がい福祉サービス事業所等 
  ⽣活介護 

名称 定員 名称 定員 

イクトスマイム 55 東京都板橋区⽴⼩⾖沢福祉園 54 

癒しの⾥ 雅 22 東京都板橋区⽴加賀福祉園 25 

癒しの⾥ 雅 ⼩茂根 10 東京都板橋区⽴⼩茂根福祉園 40 

癒しの⾥ 雅 前野町 12 東京都板橋区⽴⾼島平福祉園 36 

ｆｔｌ ビー・ワーク 15 東京都板橋区⽴徳丸福祉園 90 

ココロネ板橋 50 東京都板橋区⽴三園福祉園 40 

障害福祉サービス事業所 愛光 60 はすね福祉作業所 20 

デイサポートセンター「あしたの⾵」 35 若葉ゆめの園多機能型事業所 35 

東京都板橋区⽴⾚塚福祉園 60 

 
  ⾃⽴訓練（機能訓練） 

名称 定員 

東京聴覚障害者⽀援センター 12 

 
  ⾃⽴訓練（⽣活訓練） 

名称 定員 名称 定員 

ＲＤデイケアセンター 14 コア・デイケア・センター 30 

ＲＤデイケアセンター・サテライト 6 サンライズ⾼島平 30 

Ｓ－ＳＴＥＰ 板橋 10 東京聴覚障害者⽀援センター 12 

 
就労移⾏⽀援 

名称 定員 名称 定員 

Ｓ－ＳＴＥＰ 板橋 6 チャレンジド板橋区役所前 20 

ＦＴＬビジネススクール 成増校 25 東京聴覚障害者⽀援センター 6 

Cocorport 新板橋駅前 Office 20 東京都板橋福祉⼯場 就労移⾏⽀援事業所 10 

社会就労センタープロデュース道 20 ヒューマングロー板橋 20 

就労移⾏⽀援事業所ＣＯＣＯＣＡＲＡ板橋オフィス 20 まえの福祉作業所 6 

 
  就労定着⽀援 

名称 名称 

Ｓ－ＳＴＥＰ板橋 社会就労センタープロデュース道 

ｆｔｌビジネス・スクール チャレンジド板橋区役所前 

GIF-TECHʼs Ｂｅｅｃｈ 

コア・デイケア・センター ヒューマングロー板橋 

Cocorport 新板橋駅前 Office まえの福祉作業所 
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  就労継続支援（Ａ型） 
名称 定員 

ウィズミー 20 

東京都板橋福祉工場 就労継続支援Ａ型事業所 10 
ベネッセソシアス板橋センター 40 

 
  就労継続支援（Ｂ型） 

名称 定員 名称 定員 

愛輪の里 雅 20 東京都板橋区立赤塚福祉園 40 

愛輪の里 雅 小茂根 20 東京都板橋区立加賀福祉園 60 

愛輪の里 雅 桜川 20 東京都板橋区立小茂根福祉園 30 

愛輪の里 雅 前野町 20 東京都板橋区立高島平福祉園 30 

ｆｔｌ ビー・ワーク 20 東京都板橋区立高島平福祉園分場 20 

おおやま福祉作業所 20 東京都板橋区立徳丸福祉園 40 

GIF-TECHʼs 20 東京都板橋区立蓮根福祉園 60 

GIF-TECHʼs 志村坂上 20 東京都板橋区立前野福祉園 30 

コア・デイケア・センター 17 東京都板橋福祉工場 就労継続支援Ｂ型事業所 42 

ココロネ板橋 20 ときわの杜 20 

こもね作業所 20 とくまる福祉作業所 40 

ジーコ 20 とくまる福祉作業所／クッキーハウスＣｏｓｍｏｓ 10 

ＪＨＣ赤塚 20 ひあしんす城北 20 

ＪＨＣ大山 20 Ｂｅｅｃｈ 20 

ＪＨＣ秋桜 20 まえの福祉作業所 20 

ＪＨＣ志村 20 りそうとひかり 20 

就労継続支援Ｂ型事業所 ななテラス 20 リトルハウス 20 

泰心就労継続支援センター 20 Ｙʻｓコート ゆい 20 

東京聴覚障害者支援センター 10 

 
  短期入所（ショートステイ） 

名称 名称 

いずみの苑共生型短期入所事業所 心身障害児総合医療療育センター 

オーベルジュぱざぱ 知的障害者短期入所 イクトス 

ココロネ板橋 東京聴覚障害者支援センター 

サンライズ高島平 東京都板橋区立赤塚福祉園 赤塚ホーム 

ショートステイ「あしたの音」 Location of smile short stay 
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共同⽣活援助 
名称 定員 名称 定員 

アパルフェ板橋 ／ ⼤⼭Ⅰ 10 ステップハウス 15 

アパルフェ板橋 ／ ⼤⼭Ⅱ 10 ステップ・ハウスⅢ 15 

いなとも 4 つなぐの家 12 

えんじゅ仲宿 5 ともがき板橋 宮本町 11 

かたぐるまの家 4 ともがき板橋 若⽊ 11 

グループホームえにし 8 ドリームハウスキャット北池袋Ａ 28 

グループホームえにし 2 8 ドリームハウスキャット北池袋Ｂ 28 

グループホーム・ケアホーム「あしたの樹」 7 ドリームハウスキャット⻄台 28 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅰ 30 仲宿ハイム ／ かがやきハイム 13 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅱ 30 仲宿ハイム ／ 仲宿ハイム 13 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅳ 30 成増厚⽣病院グリーンハウスノ－マ 6 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅠ 25 虹⾊のくれよん１号館 4 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅡ 25 にじのいえ 4 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅢ 25 ぬくもりの⾥ 板橋 9 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅣ 25 ピアホームⅠ 9 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅤ 25 ピアホームⅡ 9 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾚塚新町グループホーム 13 陽彩はうす ／ ときわ台２ 12 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾚塚８丁⽬グループホーム 13 ベアーハウス ／ 楓の樹 36 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾼島平５丁⽬グループホーム 13 ベアーハウス ／ グループホームしいの⽊ 36 

グループホーム さやえんどう 6 ベアーハウス ／ グループホーム志おん 36 

グループホーム バディ 7 ベアーハウス ／ グループホームてん 36 

グループホーム「はるもあ」 17 ベアーハウス ／ グループホーム七星 36 

グループホーム「はるもあ」 ／ ハウスリトルミィ 17 ベアーハウス ／ ケアホーム昴 36 

グループホームひなたぼっこ 4 ベアーハウス ／ 第２ベアーハウス 36 

グループホームみらいと１ 5 ベアーハウス ／ ベアーハウス 36 

クローバーグループホーム板橋 ／ ⼤⼭ユニット 13 ベアーハウス ／ 北陽寮 36 

コアホーム 35 ベアーハウス ／ メープルホーム 36 

コアホーム２ 35 ホームさんさん 7 

コアホーム３ 35 ほのかⅠ 10 

幸楽ハウス 5 ほのかⅡ 10 

三丁⽬若葉寮 ／ グループホームもりのいえ 10 まんまる⾚塚 20 

三丁⽬若葉寮 ／ 三丁⽬若葉寮 10 まんまる⾚塚２ 20 

志茂寮 ／ 第⼆加賀寮 48 まんまる⾚塚３ 20 

志茂寮 ／ 蓮沼寮 48 まんまる成増１ 20 

城北地域⽣活⽀援センター ／ グループホームぴーす 115 まんまる成増２ 20 

城北地域⽣活⽀援センター ／ はなのいえ 115 まんまる成増３ 20 

城北地域⽣活⽀援センター ／ 前野さくら寮 115 メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ fｅｍｍｅ 8 

共同⽣活援助 
名称 定員 名称 定員 

アパルフェ板橋 ／ ⼤⼭Ⅰ 5 ステップ・ハウスⅢ 5 

アパルフェ板橋 ／ ⼤⼭Ⅱ 5 つなぐの家 4 

いなとも 4 ともがき板橋 宮本町 5 

えんじゅ仲宿 5 ともがき板橋 若⽊ 5 

かたぐるまの家 4 ドリームハウスキャット北池袋Ａ 4 

グループホームえにし 4 ドリームハウスキャット北池袋Ｂ 2 

グループホームえにし 2 4 ドリームハウスキャット⻄台 3 

グループホーム・ケアホーム「あしたの樹」 6 仲宿ハイム ／ かがやきハイム 6 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅰ 5 仲宿ハイム ／ 仲宿ハイム 7 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅱ 5 成増厚⽣病院グリーンハウスノ－マ 6 

グループホームコノヒカラ板橋北区Ⅳ 5 虹⾊のくれよん１号館 4 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅠ 5 にじのいえ 5 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅡ 5 ぬくもりの⾥ 板橋 5 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅢ 5 ピアホームⅠ 5 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅣ 5 ピアホームⅡ 8 

グループホームコノヒカラ板橋北区セカンドⅤ 5 陽彩はうす ／ ときわ台２ 5 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾚塚新町グループホーム 4 ベアーハウス ／ 楓の樹 2 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾚塚８丁⽬グループホーム 5 ベアーハウス ／ グループホームしいの⽊ 4 

グループホームＣｏｍｐａｓｓｉｏｎ 
⾼島平５丁⽬グループホーム 4 ベアーハウス ／ グループホーム志おん 4 

グループホーム さやえんどう 6 ベアーハウス ／ グループホームてん 5 

グループホーム バディ 7 ベアーハウス ／ グループホーム七星 4 

グループホーム「はるもあ」 4 ベアーハウス ／ ケアホーム昴 4 

グループホーム「はるもあ」 ／ ハウスリトルミィ 5 ベアーハウス ／ 第２ベアーハウス 4 

グループホームひなたぼっこ 4 ベアーハウス ／ ベアーハウス 4 

グループホームみらいと１ 5 ベアーハウス ／ 北陽寮 4 

クローバーグループホーム板橋 ／ ⼤⼭ユニット 7 ベアーハウス ／ メープルホーム 2 

コアホーム 9 ホームさんさん 7 

コアホーム２ 4 ほのかⅠ 5 

コアホーム３ 4 ほのかⅡ 5 

幸楽ハウス 5 まんまる⾚塚 3 

三丁⽬若葉寮 ／ グループホームもりのいえ 5 まんまる⾚塚２ 4 

三丁⽬若葉寮 ／ 三丁⽬若葉寮 5 まんまる⾚塚３ 3 

志茂寮 ／ 第⼆加賀寮 6 まんまる成増１ 2 

志茂寮 ／ 蓮沼寮 5 まんまる成増２ 4 

城北地域⽣活⽀援センター ／ グループホームぴーす 6 まんまる成増３ 4 

城北地域⽣活⽀援センター ／ はなのいえ 5 メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ fｅｍｍｅ 3 

ステップハウス 5 メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ ｈｏｍｍｅ 3 
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名称 定員 名称 定員 

メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ ｈｏｍｍｅ 8 結の⾥ 雅 東新ホーム 41 

メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ ｈｏｍｍｅ ドゥー
ジェーム 8 結の⾥ 雅 東新緑が丘ホーム 41 

ユーオン⾼島平 14 結の⾥ 雅 ⼤和ホーム 41 

ユーオン前野町 14 四葉寮 ／ 第⼆⾈渡寮 32 

ようきの家 桜川 4 四葉寮 ／ 第⼆四葉寮 32 

ＬＩＦＩＬＬ ⻄台 5 四葉寮 ／ 徳丸寮 32 

レヂデンス虹 7 四葉寮 ／ ⾈渡寮 32 

ロッキーなかだいホーム 4 四葉寮 ／ ほうせんか 32 

ワン・ライフ・ホーム仲町 12 四葉寮 ／ 前野寮 32 

ワン・ライフ・ホーム弥⽣町 12 四葉寮 ／ 四葉寮 32 

結の⾥ 雅 ⾚塚ホーム 41 Ｙʼｓホーム ／ ハイホー 7 

結の⾥ 雅 第２東新ホーム 41 

  
 地域移⾏⽀援 

名称 名称 

板橋区⽴障がい者福祉センター 相談⽀援事業所フェリシダ 

ココロネ板橋 特定⾮営利活動法⼈レイ 

指定⼀般相談⽀援事業所 ⻘い⿃ Ｌｉｅｎ レインボーブリッジ板橋ケアセンター 

指定相談事業所 スペースピア 

 
  地域定着⽀援 

名称 名称 

板橋区⽴障がい者福祉センター 相談⽀援事業所フェリシダ 

ココロネ板橋 特定⾮営利活動法⼈レイ 

指定⼀般相談⽀援事業所 ⻘い⿃ Ｌｉｅｎ レインボーブリッジ板橋ケアセンター 

指定相談事業所 スペースピア 

 
  

名称 定員 名称 定員 

メゾンドぱざぱ ／ Ｐｏｕｒ ｈｏｍｍｅ ドゥー
ジェーム 2 四葉寮 ／ ⾈渡寮 6 

結の⾥ 雅 ⾚塚ホーム 10 四葉寮 ／ ほうせんか 5 

結の⾥ 雅 第２東新ホーム 4 四葉寮 ／ 前野寮 3 

結の⾥ 雅 東新ホーム 9 四葉寮 ／ 四葉寮 7 

結の⾥ 雅 東新緑が丘ホーム 9 ＬＩＦＩＬＬ ⻄台 5 

結の⾥ 雅 ⼤和ホーム 8 レヂデンス虹 7 

ようきの家 桜川 4 ロッキーなかだいホーム 4 

四葉寮 ／ 第⼆⾈渡寮 6 Ｙʼｓホーム ／ ハイホー 7 

四葉寮 ／ 第⼆四葉寮 3 ワン・ライフ・ホーム仲町 6 

四葉寮 ／ 徳丸寮 3 ワン・ライフ・ホーム弥⽣町 6 
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  計画相談支援 
名称 名称 

アイサービス 相談支援事業所Ｈａｐｐｙｌｅｉ 

板橋区立障がい者福祉センター 相談支援事業所フェリシダ 

えんじゅ相談支援事業所 相談支援事業所 リンクプラス 

楓ケアサポート 相談支援センター ｆｔｌアクセス 

株式会社ケアプラン徳丸 相談支援センター ニューエイジ 

株式会社福ぶくろ 介護のたくみ 相談支援センターＦＬＡＴ 

株式会社もみの木 相談支援 フォレストサポート 

ケーアイサポート介護事業部 泰心訪問介護センター 

ココロネ板橋 東京聴覚障害者支援センター 

さくらヘルプケア 東京都板橋区立加賀福祉園 

サンライズ高島平 東京ＹＷＣＡキッズガーデン 

ＣＳＣセカンドライフ 特定非営利活動法人レイ 

指定相談事業所 スペースピア はすぬま訪問看護リハステーション 

指定特定相談支援事業所 青い鳥 Ｌｉｅｎ ピースケアサービス 

シャローム相談支援事業所 Ｂｅｅｃｈ 

心身障害児総合医療療育センター みちおい相談支援事業所 

すこやかサポート雅 有限会社希ケアーサービス 

スローステップ 相談支援センター ゆめの園志村障がい者相談支援センター 

よつば介護 相談支援 灯の会 

レインボーブリッジ板橋ケアセンター 相談支援事業所 ウィリング 

 
  地域活動支援センター（Ⅰ型） 

名称 名称 

板橋区立障がい者福祉センター 地域活動支援センター 青い鳥 Lien 

スペースピア 

 
  地域活動支援センター（Ⅱ型） 

名称 名称 

クラブハウス サン・マリーナ デイサービスかたぐるま 

地域活動支援センターロッキー・チャック なないろ 

デイサービスおむすび 
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（２）障がい児向けサービス事業所等 
  児童発達⽀援 

名称 定員 名称 定員 

アイル板橋こども園 10 ⼼⾝障害児総合医療療育センター 10 

アプリ児童デイサービス⾼島平２号館 10 すたーとらいん 10 

あゆみ 10 東京家政⼤学 児童発達⽀援事業所 わかくさ 10 

いちごの家 10 東京都板橋区⽴加賀福祉園 30 

イルカ児童園（板橋区役所前教室） 10 東京ＹＷＣＡキッズガーデン 30 

キッズアカデミーころん 板橋校 10 ハートアイランド 10 

キッズアカデミーころん ときわ台校 10 ハートライン清⽔町 10 

キッズアカデミーころん 成増校 10 ハビー上板橋教室 10 

クオリスキッズぷらす 10 Baby&Beans 10 

ココロネ板橋 30 放課後等デイサービス ウィズ・ユー⻄台 10 

コペルプラス ⾚塚教室 10 LITALICO ジュニア板橋教室 10 

コペルプラス 下⾚塚教室 10 リニエプラッツ板橋 10 

コペルプラス 中板橋教室 10 レガロリーベ．（特性を理解し⽀援する教室） 10 

児童発達⽀援事業所 ほしのむら もりのこ園 10 

  
放課後等デイサービス 

名称 定員 名称 定員 

アプリ児童デイサービス⾼島平 10 東京ＹＷＣＡキッズガーデン 30 

アプリ児童デイサービス⾼島平２号館 10 ドリームボックス⾼島平 10 

イルカ児童園（板橋区役所前教室） 10 ドリームボックスときわ台 10 

Wing-Garden ときわ台 10 ハートアイランド 10 

キッズアカデミーころん 板橋校 10 ハートライン清⽔町 10 

キッズステーションフレンズ 10 フォレストケア板橋本町 5 

キャプテンキッズ 10 フォレストケア⼤⼭ 5 

クローバー よつばのいえ 10 フォレストケア下板橋 5 

このこのランド上板橋 10 フォレストケア中板橋 10 

このこのランド桜川五本けやき 10 放課後等デイサービス ウィズ・ユー⻄台 10 

このこのリーフ 10 放課後等デイサービス オレンジスイート 10 

このこのリーフ 板橋区役所前 10 放課後等デイサービス事業所 ウイング・ケアサービス 10 

このこのリーフ ⻄台駅前 10 放課後等デイサービス事業所てんとう⾍ 10 

児童デイサービス・アニマート蓮根駅前 10 放課後等デイサービス事業所 わわわ 10 

児童デイサービス 悠湯館 10 放課後等デイサービスぬくあい 10 

児童デイサービス悠湯館 上板橋 10 まぁるチャレンジ 10 

児童放課後等デイサービス ノア 10 ゆめの園みらいず蓮根 放課後等デイサービス 10 

シルバーハート放課後デイサービスひまわり 成増 10 ゆめの園みらいず蓮根 放課後等デイサービス けやき分園 15 

studio koti（スタジオ コティ） 10 ゆめの園みらいず若葉 放課後等デイサービス 10 
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名称 定員 名称 定員 

ライブリーライフそよかぜ 10 レインボー熊野町 10 

リニエプラッツ板橋 10 

 
  保育所等訪問⽀援 

名称 名称 

いちごの家 はすぬま保育所等訪問⽀援リハステーション 

コペルプラス下⾚塚教室 リニエプラッツ板橋 

児童発達⽀援事業所 ほしのむら もりのこ園 

 
  障害児相談⽀援 

名称 名称 

アイサービス 相談⽀援事業所Ｈａｐｐｙｌｅｉ 

医療法⼈財団朔望会 居宅介護⽀援事業所エーデルワイス 相談⽀援事業所 リンクプラス 

えんじゅ相談⽀援事業所 相談⽀援センター ｆｔｌアクセス 

楓ケアサポート 相談⽀援センター ニューエイジ 

株式会社ケアプラン徳丸 相談⽀援センター ＦＬＡＴ 

株式会社福ぶくろ介護のたくみ 相談⽀援 フォレストサポート 

ケーアイサポート介護事業部 泰⼼訪問介護センター 

ココロネ板橋 東京都板橋区⽴加賀福祉園 

さくらヘルプケア 東京ＹＷＣＡキッズガーデン 

ＣＳＣセカンドライフ はすぬま訪問看護リハステーション 

シルバーハートひまわり相談⽀援事業所 ピースケアサービス 

⼼⾝障害児総合医療療育センター みちおい相談⽀援事業所 

すこやかサポート雅 ゆめの園志村障がい者相談⽀援センター 

相談⽀援 灯の会 よつば介護 

相談⽀援事業所 ウィリング レインボーブリッジ板橋ケアセンター 
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９ ⽤語集 
 
 あ⾏ 

 
あいキッズ 
 次代を担う⼦どもたちの健やかな成⻑と多様な体験を通した豊かな⼈間形成を願い、地域コミュニテ

ィの基盤である学校内で、放課後⼦ども教室事業と放課後児童健全育成事業を⼀体型として運営する
放課後対策事業。区内全 51 区⽴⼩学校で実施。 

 
⾚ちゃんの駅 
 ⼦育てを⽀援する取組の⼀環として、外出中にオムツ替えや授乳などで⽴ち寄ることができるように、

区⽴施設や⺠間施設などを「⾚ちゃんの駅」に指定。 
 
新たな⽇常 
 新型コロナウイルス感染症が収束したポストコロナの世界で、変化を取り⼊れ、多様性を活かすことに

より、リスクに強い強靭性を⾼めながら、⽇本が持つ独⾃の強み・特性などを活かした⽇常。 
 
意思疎通⽀援 
 障がいのある⼈と障がいのない⼈の意思疎通を⽀援するため、意思疎通の⽀援を⾏う者の派遣や養成

などを⾏う制度。 
 
板橋キャンパス（都有地活⽤） 
 かつて東京都⽼⼈医療センター、東京都⽼⼈総合研究所、東京都板橋⽼⼈ホーム、東京都板橋ナーシン

グホームがあった東京都有地（板橋区栄町 35 番 2 号）を活⽤し、地域のニーズに合致した障がい福祉
サービス事業所を整備する事業。 

 
板橋区障がい者就労⽀援センター（ハート・ワーク） 
 障がい者等の⼀般企業への就労の機会を広げ、就労後も安⼼して働き続けられるように、専任のコーデ

ィネーターが就労や⽣活に関する相談・⽀援を⾏うほか、障がいのある⼈の雇⽤を推進する企業の相談
などを⾏う機関。 

 
板橋区地域⾃⽴⽀援協議会 
 学識経験者、障がい当事者、障がい者団体、区内福祉施設関係者、就労関係者などを委員として構成さ

れた協議会で、区内に居住している障がい者（児）が豊かにくらすことのできる地域づくりに関し、定
期的に協議を⾏う協議体。 

 
板橋区発達障がい者⽀援センター（あいポート） 
 発達障がい者及びその家族に対する専⾨的相談・助⾔を⾏い、発達⽀援及び就労の⽀援、関係機関や団

体などへの情報提供、研修、連絡調整などを総合的に⾏う専⾨的な機関。 
 

156 157



資料編 

 

⼀般就労 
 通常の雇⽤形態のことで、労働基準法及び最低賃⾦法に基づく雇⽤契約による企業への就労をいう。 
 
医療型児童発達⽀援 
 障がいのある⼦どもに対し、⽇常⽣活における基本的動作の指導、独⽴⾃活に必要な知識技能の付与⼜

は集団⽣活適応のための訓練などの⽀援とあわせて治療を⾏うサービス。令和６（2024）年４⽉に施
⾏される改正児童福祉法により、「児童発達⽀援」と⼀元化される。 

 
医療的ケア 
 家族や看護師が⽇常的に⾏っている、経管栄養注⼊やたんの吸引などの医療的な⽣活援助⾏為のこと。 
 
インクルーシブ教育システム 
 ⼈間の多様性の尊重等の強化、障がい者が精神的及び⾝体的な機能等を最⼤限度まで発達させる、⾃由

な社会に効果的に参加することを可能とすることを⽬的とし、障がいのある者と障がいのない者がと
もに学ぶ仕組み。また、障がいのある者が⼀般的な教育制度から排除されないこと、⾃⼰の⽣活する地
域において初等中等教育の機会が与えられることが求められている。（⽂部科学省内・中央教育審議会
による） 

 
インクルージョン 
 直訳すると、包含（包み込む・中に含む）という意味。「ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）」

という、誰も排除されず、全員が社会に参画する機会をもつ、という考え⽅がある。 
 
うつ病 
 精神的ストレスや⾝体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障がいが起きている状

態。 
 
⾳声デイジー図書 
 視覚障がい者や印刷物を読むことが困難な⼈向けに、⾳声で聞くことのできるデジタル化された図書。

普通の CD とは違い、頭出しやしおりの機能がついており、⻑時間の録⾳や再⽣が可能。 
 
 か⾏ 

 
拡⼤読書器 
 テレビ画⾯に⽂字などを⼤きく映し出す器械。 
 他の補助具と⽐べて、ズームで⾼倍率を得ることや鮮明な画像を得ることができる補助具であり、視覚

障がい者の⽇常⽣活⽤具にも認定されている。 
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学校心理士 
 学校生活における様々な問題について、心理的教育アセスメントや子どもへのカウンセリング、教師・

保護者へのコンサルテーション、学校組織へのコンサルテーションなどを行う。（一社）学校心理士認
定運営機構・日本学校心理士会の認定を受けている心理専門職。 

 
基幹相談支援センター 
 地域における相談支援の中核的な役割を担い、総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・精神障が

い）などを行う機関。 
 
きょうだい児 
 重い病気や障がいのある兄弟姉妹のいる子ども。 
 
共同生活援助（グループホーム） 
 地域において自立した日常生活を営むうえで、食事・入浴などの介護や相談などの日常生活上の支援が

必要な障がいのある人が、世話人などの支援を受けながら生活するサービス。 
 
強度行動障がい 
 直接的な他害（噛み付き、頭突きなど）や間接的な他害（睡眠の乱れ、特定の物や状況への固執など）

及び自傷行為などが「通常考えられない頻度と形式で出現している状態
・ ・

」を指し、家庭で通常の育て方
をして、かなりの養育努力があっても著しい処遇困難が持続している状態。生来的な障がいではなく、
児童期からの適切な支援や本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得る。 

 
居宅介護 
 自宅で入浴やトイレ、食事の介助や、家事の支援などを行うサービス。 
 
居宅訪問型児童発達支援 
 重度の障がいがあり、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な子ども又は、毎日の

通所が体力的に難しい、地域に通える児童発達支援事業所・放課後等デイサービスが不足している等に
より、希望する日数の通所による療育支援が受けられない子どもについて、自宅を訪問し、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。 

 
計画相談支援 
 障がいのある人に対し、心身の状況や環境などを踏まえ、利用するサービス内容を定めた計画の作成や

見直しを行うサービス。 
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⾔語聴覚⼠ 
 ⾔語障がい（失語症、構⾳障がい、⾼次脳機能障がい）や聴覚障がい、ことばの発達の遅れ、声や発声

の障がいなど、ことばによるコミュニケーションの問題の本質や発現のメカニズムを明らかにし、対処
法を⾒出すための検査・評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助⾔・その他の援助を⾏う。さらに、
医師や⻭科医師の指⽰のもと、嚥下訓練や⼈⼯内⽿の調整なども⾏う。⾔語聴覚⼠国家試験に合格し、
免許を持つ専⾨職。 

 
権利擁護 
 知的障がい・精神障がいや認知症などのため、⾃らの権利やニーズを表明することが困難な⼈に代わっ

てその権利やニーズの表明を⾏うこと。また、弱い⽴場にある⼈々の⼈権侵害（虐待や財産侵害など）
が起きないようにすること。 

 
⾼次脳機能障がい 
 ケガや病気により脳に損傷を負うことで、次のような⽇常⽣活⼜は社会⽣活に制約がある状態のこと

（国⽴障害者リハビリテーションセンターのホームページより）。 
  ①記憶障がい…物の置き場所を忘れる、新しいできことが覚えられない、同じことを繰り返し質問す 

る等 
  ②注意障がい…ぼんやりしていてミスが多い、ふたつのことを同時に⾏うと混乱する、作業を⻑く 
         続けられない等 
  ③遂⾏機能障がい…⾃分で計画を⽴ててものごとを実⾏することができない、⼈に指⽰してもらわ 

ないと何もできない、約束の時間に間に合わない等 
  ④社会的⾏動障がい…興奮する・暴⼒を振るう、思い通りにならないと⼤声を出す、⾃⼰中⼼的にな 

る等 
このほか、医学的には失語（⾔いたい⾔葉が出てこない、聞こえていてもその意味がわからない等）
などの症状もある。 

 
⼯賃 
 就労継続⽀援Ｂ型などの就労⽀援を通じて⽣産活動を⾏った⼈に対して⽀払われるお⾦のこと。 
 
⾏動援護 
 知的障がい・精神障がいにより、⾃⼰判断能⼒が制限されている⼈に、危機回避のために必要な介助や

外出時の移動の補助などを⾏うサービス。 
 
公認⼼理師 
 保健医療、福祉、教育その他の分野において、⼼理学に関する専⾨知識及び技術をもって、⼼理に関す

る⽀援を要する⼈や関係者に対する相談・助⾔や援助等を⾏う。国の公認⼼理師登録簿への登録を受け
ている⼼理専⾨職。 
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合理的配慮 
 障がいのある⼈が⽇常⽣活や社会⽣活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応

じて⾏われる配慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、⾞いすでの移動の⼿助け、学校・公共施設等の
バリアフリー化など、過重の負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 

 
⼼のバリアフリー 
 障がいに対する差別や偏⾒、誤解や理解不⾜などからくる「こころの障壁（バリア）」を除去（フリー）

し、社会の中で障がいがあることによる不利益を受けることなく、障がいのある⼈もない⼈もともに⽣
活できる社会を実現していくこと。 

 
個別避難計画 
 障がいのある⼈や⾼齢者など、災害時に⼀⼈では避難することが困難な⽅（避難⾏動要⽀援者）につい

て、誰が⽀援するか、どこに避難するか、避難するときにどのような配慮が必要かなどをあらかじめ記
載したもの。板橋区では、災害の中でも⽔害リスクに特化した個別避難計画を作成している。 

 
 さ⾏ 

 
作業療法⼠ 
 リハビリテーション医療の分野において、⾝体機能の治療だけではなく、⾷事・着替えなどの⽣活に⽋

かせない⾏為の訓練や、社会に参加・復帰するための訓練、さらに精神・⼼理⾯の領域についてもかか
わる。作業療法⼠国家試験に合格し、免許を持つ専⾨職。 

 
サービス等利⽤計画 
 障がいのある⼈が障がい福祉サービスを適切に利⽤することができるよう、利⽤者の依頼を受けて指

定相談⽀援事業者が作成する計画。平成 27（2015）年４⽉から、障がい福祉サービス等を利⽤するす
べての⼈がサービス等利⽤計画を作成することとなった（サービス利⽤者や家族が作成するセルフプ
ランも可）。 

 
施設⼊所⽀援 
 施設に⼊所する障がいのある⼈に対し、夜間や休⽇の⼊浴・トイレ・⾷事の介助などを⾏うサービス。 
 
肢体不⾃由者 
 上肢切断、上肢機能障がい、下肢切断、下肢機能障がい、体幹機能障がい及び運動の機能障がいを有し

ている者。 
 
児童相談所 
 児童福祉法に基づいて設置される、すべての⼦どもが⼼⾝ともに健やかに育ち、その持てる⼒を最⼤限

に発揮できるよう家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専⾨の相談機関。原則 18 歳未満
の⼦どもに関する相談や通告について、本⼈・家族・学校の教員・地域の⽅々など、どなたからも受け
付けている。 

160 161



資料編 

 

児童発達⽀援 
 未就学の障がい児に対し、⽇常⽣活における基本的動作の指導、⾃活に必要な知識技能の付与⼜は集団

⽣活適応のための訓練などの⽀援を⾏う福祉サービス。このほか、医療型や居宅訪問型の児童発達⽀援
がある。 

 
児童発達⽀援センター 
 地域の障がい児が通所し、⽇常⽣活における基本的動作の指導、⾃活に必要な知識技能の付与⼜は集団

⽣活適応のための訓練などを⾏うとともに、施設が有する専⾨機能を活⽤し、地域の障がい児やその家
族への相談、障がい児を預かる施設への⽀援・助⾔をあわせて⾏うなど、地域の中核的な療育⽀援施設。
区内には令和５（2023）年 12 ⽉時点で、加賀福祉園児童ホーム、東京ＹＷＣＡキッズガーデン、コ
コロネ板橋の３か所がある。 

 
社会資源 
 その⼈のニーズを満たすために動員される施設や設備、資⾦や物資、集団や個⼈の有する知識や技能の

総称。 
 
社会的障壁 
 障がいのある⼈にとって⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むうえで障壁となるようなものを指す。例えば、社

会における事物（通⾏、利⽤しにくい施設・設備など）、制度（利⽤しにくい制度など）、慣⾏（障がい
のある⼈の存在を意識していない習慣や⽂化など）、観念（障がいのある⼈への偏⾒など）などが挙げ
られる。 

 
社会福祉⼠ 
 専⾨的知識及び技術をもって、⾝⼼に障がいのある⼈や、環境上の理由により⽇常⽣活を営むのに⽀障

がある⼈の福祉に関する相談に応じ、助⾔、指導、関係者との連携・調整や援助などを⾏う。国の社会
福祉⼠登録簿への登録を受けている専⾨職。 

 
重症⼼⾝障がい 
 重度の肢体不⾃由と重度の知的障がいが重複している状態。 
 
重度訪問介護 
 重度の障がいでいつも介護が必要な⼈に、⾃宅での家事援助や⼊浴・トイレ・⾷事の介助、外出時の移

動の補助などを⾏うサービス。 
 
就労移⾏⽀援 
 ⼀般企業などへの就労を希望する⽅に、⼀定の期間、働くために必要な知識や能⼒の向上のために訓練

を⾏うサービス。 
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就労継続⽀援（Ａ型・Ｂ型） 
 ⼀般企業等での就労が困難な障がいのある⼈に対して、働く場を提供するとともに、知識や能⼒の向上

のために必要な訓練を⾏うサービス。 
 
就労選択⽀援 
 就労アセスメント（就労系サービスの利⽤意向がある障がい者との協同による、就労ニーズの把握や能

⼒・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の結果をもとに、ハローワークが職業指導等を⾏
うことで、より能⼒や適性に合った就労を⽀援するサービス。 

 
就労定着⽀援 
 ⼀般企業に就職した障がいのある⼈に対して、企業・⾃宅などへの訪問や障がいのある⼈の来所によ

り、⽣活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助⾔など
の⽀援を⾏うサービス。 

 
⼿話奉仕員 
 聴覚障がいのある⼈とない⼈の間で、⼿話を使い、相互のコミュニケーションを仲介するため、市区町

村及び都道府県で実施する⼿話奉仕員養成研修事業において「⼿話奉仕員」として登録された者。 
 
障害児⽀援利⽤計画 
 障がいのある児童が障がい児通所⽀援サービスを適切に利⽤することができるよう、利⽤者の依頼を

受けて指定障害児相談⽀援事業者が作成する計画（サービス利⽤者や家族が作成するセルフプランも
可）。 

 
障がい者虐待 
 障害者虐待防⽌法において、①養護者による障がい者虐待、②障がい者福祉施設従事者などによる障が

い者虐待、③使⽤者による障がい者虐待をいうものとされている。 
 
障害者雇⽤促進法（障害者の雇⽤の促進等に関する法律） 
 障がいのある⼈の雇⽤義務等に基づく雇⽤の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置な

どを通じて、障がいのある⼈の職業の安定を図ることを⽬的とした法律。 
 
障がい者差別 
 障がいのある⼈に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、

サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない⼈にはつけない条件をつ
けることなど。障害者差別解消法により、不当な差別的取り扱いが禁⽌されている。合理的配慮を⾏わ
ないことも、不当な差別的取り扱いにあたる。 
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障がい者週間記念⾏事 
 「障がい者週間」は、国⺠の間に広く障がい者の福祉についての関⼼と理解を深めるとともに、障がい

のある⼈が社会、経済、⽂化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を⾼めることを⽬的と
して設定された。 

 「障がい者週間」の期間は、毎年 12 ⽉３⽇から 12 ⽉９⽇までの１週間。この期間を中⼼に、国、地
⽅公共団体、関係団体などにおいて、様々な意識啓発に係る取組を展開しており、板橋区では、毎年 12
⽉に区⽴グリーンホールで、コンサート・作品展⽰・区内障がい者団体による⾃主製品販売などを⾏っ
ている。 

 
障害者総合⽀援法（障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律） 
 障害者基本法の基本理念にのっとり、障がい者及び障がい児が基本的⼈権を享有する個⼈としての尊

厳にふさわしい⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスにかかる
給付、地域⽣活⽀援事業その他の⽀援を総合的に⾏い、障がいの有無にかかわらず国⺠が相互に⼈格と
個性を尊重し安⼼してくらすことのできる地域社会の実現に寄与することを⽬的とした法律。 

 
障害者⼿帳 
 ⾝体障害者⼿帳（１〜６級）、愛の⼿帳（１〜４度（東京都外は療育⼿帳））、精神障害者保健福祉⼿帳

（１〜３級）の３種の⼿帳を総称した⼀般的な呼称。いずれの⼿帳も、数字が⼩さいほど障がいの程度
が重い。 

 
障がい福祉サービス 
 個々の障がいのある⼈々の障がい程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住などの状況）を踏ま

え、個別に⽀給決定が⾏われるサービスのこと。 
 
⾃⽴⽀援医療（精神通院医療） 
 精神障がい（てんかんを含む。）により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の⼈に、通院

医療費の⾃⼰負担を軽減するための公費負担医療制度。所得に応じて⾃⼰負担額が⽣じる。なお、精神
障害者保健福祉⼿帳の有無にはかかわらない。 

 
⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練） 

⾃⽴した⽇常⽣活や社会⽣活ができるよう、⼀定の期間で⾝体機能や⽣活能⼒の向上のために必要な
訓練を⾏うサービス。 

 
⼼臓機能障がい 
 ⼼筋梗塞、狭⼼症などの虚⾎性⼼疾患、弁膜症、⾼度な不整脈などの疾患が原因で⼼臓の機能が低下し

てしまう内部障がい。 
 
腎臓機能障がい 
 慢性腎不全、糖尿病性腎症などの疾患が原因で腎臓の機能が低下してしまう内部障がい。 
 

162 163



 

 

⾝体障がい 
 ⾝体機能に何らかの障がいがあり、⽇常⽣活に制約がある状態をいう。⾝体障害者福祉法では、①視覚

障がい、②聴覚・平衡機能障がい、③⾳声・⾔語・そしゃく機能障がい、④肢体不⾃由、⑤内部機能の
障がい（⼼臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、⼩腸、肝臓⼜はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能障がい）に分類される。 

 
⽣活介護 
 いつも介護が必要な⼈に、昼間、施設で⼊浴やトイレ、⾷事の介護や趣味、⽂化、教養などの活動の機

会を提供するサービス。 
 
精神障がい 
 統合失調症、気分障がい（うつ病など）等の様々な精神疾患により、継続的に⽇常⽣活や社会⽣活に⽀

障がある状態をいう。 
 
精神保健福祉⼠ 
 おもに精神科医療機関や精神障がい者が⼊所する施設で、精神障がい者の在宅⽣活への移⾏や、その後

の⽣活⽀援として、住まいや仕事・学校に関する⼿続き、各種⽀援制度・サービスの紹介や利⽤調整、
その他⽇常⽣活を送るための⽀援を⾏う。国の精神保健福祉⼠登録簿への登録を受けている専⾨職。 

 
成年後⾒制度 
 認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能⼒が不⼗分な⼈に代わって、後⾒⼈等が財産管理

などを⾏い、本⼈の権利を守る制度。後⾒⼈を家庭裁判所が選任する「法定後⾒制度」とあらかじめ決
めておく「任意後⾒制度」の２つの制度がある。 

 
躁うつ病（双極性障がい） 
 躁状態とうつ状態をくりかえす病気。躁状態とうつ状態が両極端ある状態で、その極端な状態をいった

りきたりする。 
 
措置⼊院 
 精神障がいにより、⾃分を傷つけたり他⼈に害をおよぼすおそれ（⾃傷他害のおそれ）がある場合に、

本⼈や家族の意思にかかわりなく都道府県知事の権限で⾏われる⼊院。 
 
 た⾏ 

 
短期⼊所 
 在宅の障がいのある⼈を介護する⼈が病気の場合などに、障がいのある⼈が病院や施設に短期間⼊所

し、⼊浴・トイレ・⾷事などの介助を⾏うサービス。障害者⽀援施設等においては「福祉型」、病院・
診療所等においては「医療型」の２種類がある。 
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地域移⾏⽀援 
 施設退所・病院退院にあたり、住居の確保や障がい福祉サービスの体験など、地域⽣活に移⾏するため

の⽀援を⾏います。 
 
地域活動⽀援センター 
 障がいのある⼈が通い、創作的活動⼜は⽣産活動の機会の提供、社会との交流の促進そのほか、障がい

のある⼈が⾃⽴した⽇常⽣活及び社会⽣活を営むために必要な⽀援を⾏う施設。 
 
地域共⽣社会 
 制度・分野ごとの縦割りや、⽀え⼿、受け⼿という関係を越えて、地域住⺠や地域の多様な主体が「我

が事」として参画し、⼈と⼈、⼈と資源が世代や分野を越えてつながることで、住⺠⼀⼈ひとりのくら
しと⽣きがい、地域をともに創っていく社会。 

 
地域⽣活⽀援拠点等 
 障がいのある⼈の⾼齢化や障がいの重度化や「親亡き後」を⾒据え、居住⽀援のための機能（相談、体

験の機会・場、緊急時の受⼊れ・対応、専⾨的⼈材の確保・養成、地域の体制づくり）をもつ場所や体
制のこと。板橋区では、地域における複数の機関が分担して機能を担う「⾯的整備型」の体制整備に取
り組んでいる。 

 
地域⽣活⽀援事業 
 障害者総合⽀援法に基づき、障がい福祉サービス等とは別に、地⽅⾃治体が地域の特性や利⽤者の状況

に応じて⾏う事業で、「必須事業」と、地⽅⾃治体の裁量で⾏える「任意事業」に分かれる。 
 
地域定着⽀援 
 単⾝で⽣活する障がいのある⼈に、地域⽣活の継続のため、連絡体制を確保し、緊急時には必要な⽀援

を⾏うサービス。 
 
地域包括ケアシステム 
 要介護状態となっても住み慣れた地域で⾃分らしいくらしを⼈⽣の最期まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・⽣活⽀援が⼀体的に提供される体制のこと。 
 
知的障がい 
 知的機能の障がいが発達期（おおむね 18 歳まで）に現れ、継続的に⽇常⽣活や社会⽣活に⽀障がある

状態をいう。 
 
点字 
 視覚に障がいのある⼈が触って読む⽂字。 
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東京しごと財団 
 働く意欲を持つ都⺠のために、その経験や能⼒を活かした雇⽤・就業を⽀援するとともに、東京の産業

の振興に必要な⼈材の育成を図ることにより、豊かな職業⽣活の実現と活⼒ある地域社会づくりに寄
与することを⽬的として設⽴された財団。 

 
東京障害者職業センター 
 障害者職業カウンセラーなどを配置し、ハローワーク（公共職業安定所）、障害者就業・⽣活⽀援セン

ターとの密接な連携のもと、就職や職場定着、職場復帰をめざす障がいのある⼈、障がい者雇⽤を検討
している⼜は雇⽤している事業主、障がいのある⼈の就労を⽀援する関係機関に対して、⽀援・サービ
スを提供する機関。 

 
同⾏援護 
 視覚障がいにより移動が難しい⼈に、外出に必要な情報の提供や移動の援護などを⾏うサービス。 
 
特別⽀援学級 
 板橋区では、⼀部の⼩・中学校に特別⽀援学級を設置している。特別⽀援学級では、⼀⼈ひとりの児童

⽣徒の持てる⼒を⾼めるための指導や、課題を改善するための指導を⾏っている。 
 特別⽀援学級には、固定級（毎⽇通う学級）として、知的障がい学級があり、通級指導学級（週に数時

間通う学級）として、特別⽀援教室（STEP UP 教室）、聴覚障がい学級（⼩学校のみ）、⾔語障がい学
級（⼩学校のみ）がある。 

 
特別⽀援学校 
 学校教育法に基づき、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不⾃由者⼜は病弱者（⾝体虚

弱者を含む）に対して、幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校に準ずる教育を⾏うとともに、障がいによ
る学習上⼜は⽣活上の困難を克服し、⾃⽴を図るために必要な知識技能を授けることを⽬的として設
置される学校。 

 
特別⽀援教育 
 障がいのある幼児・児童・⽣徒の⾃⽴や社会参加に向けた主体的な取組を⽀援するという視点に⽴ち、

幼児・児童・⽣徒⼀⼈ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる⼒を⾼め、⽣活や学習上の困難を改
善⼜は克服するため、適切な指導及び必要な⽀援を⾏うもの。 

 
特別⽀援教室（STEP UP 教室） 
 知的な発達に遅れの無い⽣徒に対し、通常の学級において学習上・⾏動上困っていることを軽減・改善

や、⼀⼈ひとりに合った⽅法で⾃信をつけながら、社会的適応⼒を育てる指導を⾏うもの。区内⼩・中
学校の全校に設置している。 
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 な⾏ 
 
内部障がい 
 ⼼臓機能障がい、呼吸器機能障がい、腎臓機能障がい、肝臓機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、

⼩腸機能障がい及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのこと。 
 
難聴 
 ⾳が⽿に⼊ってから脳に伝わるまでのどこかの段階で障がいが起こり、⾳が聞こえにくくなったり、ま

ったく聞こえなくなったりする症状。 
 
難病 
 ①原因不明、治療⽅針未確⽴で後遺症を残す恐れが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済

的な問題のみならず介護などに著しく⼈⼿を要するために家族の負担が重く、また、精神的にも負担の
⼤きい疾病と定義している。（昭和 47（1972）年の厚⽣省（当時）の「難病対策要綱」より） 

 
ノーマライゼーション 
 障がいのある⼈や⾼齢者など、社会的にハンデを負う⼈々を当然に包含するのが通常の社会であって、

そのあるがままの姿でほかの⼈々と同等の権利を享受できるようにするという考え⽅や⽅法。 
 
 は⾏ 

 
発達障がい 
 コミュニケーションをとったり、暗黙のルールを守ったり、集中・関⼼を保ったり、ミスや抜け・漏れ

なく社会⽣活を送ったりすることに困難を感じる障がい。 
 発達障害者⽀援法では、「⾃閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意⽋陥

多動性障害、そのほかこれに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」
と定義されている。 

 
バリアフリー 
 すべての⼈の社会⽣活を困難にしている物理的、社会的、制度的、⼼理的な全ての障壁（バリア）を取

り除くこと。障がいのある⼈を取り巻く障壁とは、 
①歩道などの段差や⾞いす使⽤者の通⾏を妨げる障害物等の物理的な障壁 
②障がいがあることを理由に資格・免許等の付与を制限する等の制度的な障壁 
③⾳声案内、点字、⼿話通訳、字幕放送、分かりやすい表⽰の⽋如などによる⽂化・情報⾯での障壁 
④⼼ない⾔葉や視線、障がいのある⼈を庇護されるべき存在としてとらえる等の意識上の障壁 
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ハローワーク（公共職業安定所） 
 「国⺠に安定した雇⽤機会を確保すること」を⽬的として、厚⽣労働省が設置する⾏政機関。⺠間の職

業紹介事業などでは就職に結びつけることが難しい就職困難者を中⼼に⽀援する最後のセーフティー
ネットとしての役割を担っている。また、地域の総合的雇⽤サービス機関として、職業紹介、雇⽤保険、
雇⽤対策などの業務を⼀体的に実施している。 

 
ピアカウンセリング 
 障がいのある当事者同⼠が⾃⼰決定権を育て合い、⽀え合って、平等に社会参加していくことをめざす

⾃⽴⽣活運動から発達した、当事者の仲間（ピア）同⼠の精神的サポートや情報提供活動。障がい者福
祉分野にとどまらず、同じ症状や悩みを持つ⼈同⼠の⽀援活動として⾏われている。 

 
避難⾏動要⽀援者 
 ⾼齢者、要介護認定者、重度の障がい者、難病患者などのうち、「災害が発⽣し、⼜は災害が発⽣する

おそれがある場合に⾃ら避難することが困難な⽅であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
め特に⽀援を要する⽅」のこと。平成 25（2013）年の災害対策基本法の改正により、全国の⾃治体に
「避難⾏動要⽀援者名簿」の策定が義務付けられている。 

 
福祉避難所 
 災害時における⾼齢者や障がいのある⼈などの特に配慮が必要な要配慮者を受け⼊れる施設。 
 板橋区では区内福祉関連施設と「災害時における福祉避難所としての施設利⽤に関する協定」を締結

し、福祉避難所の整備を進めている。 
 
副籍制度 
 都⽴特別⽀援学校の⼩・中学部に在籍する児童⽣徒が、居住する地域の区⽴⼩・中学校（地域指定校）

に副次的な籍をもち、直接的な交流や間接的な交流を通じて、居住する地域とのつながりの維持・継続
を図る制度。 

 
放課後等デイサービス 
 学校の授業終了後や学校の休校⽇に、⽣活能⼒向上のために必要な訓練や、社会との交流の⽀援を⾏う

サービス。 
 
法定雇⽤率 
 ⺠間企業・国・地⽅公共団体に対し、それぞれの雇⽤割合が設けられており、それに相当する⼈数の⾝

体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の雇⽤が義務づけられている。 
 
 ま⾏ 

 
モニタリング 
 個別⽀援計画に沿って提供されたサービスについて、定期的に実施状況を把握し、継続的なアセスメン

ト・利⽤者に対する⾯接を⾏い、その効果を評価すること。 
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 や⾏ 
 
ユニバーサルデザイン 
 すべての⼈が年齢、性別、国籍及び個⼈の能⼒にかかわらず、⼀⼈ひとりの多様性を尊重され、あらゆ

る場⾯で社会参加ができる環境を整えること。 
 
要⽀援児 
 板橋区では、発達の遅れの疑いや⼼⾝に障がいがある⼦どもに対し、さらなる成⻑を促すことを⽬的と

して、「要⽀援児」として認定し、様々な配慮のうえ集団保育等を⾏っている。「要⽀援児」に認定され
た⼦どもに対する⽀援としては、⼊所施設への保育⼠や⽀援員等の増員や、巡回指導員による発達⽀援
を⾏っている。 

 
要保護児童 
 保護者のない⼦ども⼜は保護者に監護させることが不適当であると認められる⼦どものこと。 
 
要約筆記 
 情報保障（障がいの有無や内容にかかわらず、必要な情報を円滑かつ正確に⼊⼿でき、また、⾃分の意

思を伝えられるようにする）⼿段の⼀つで、その場の⾳声を⽂字で書いて伝える通訳。 
 
 ら⾏ 

 
理学療法（⼠） 
 病気、けが、⾼齢、障がいなどによって運動機能が低下した状態にある⼈々に対し、運動機能の維持・

改善を⽬的に運動、温熱、電気、⽔、光線などの物理的⼿段を⽤いて⾏われる治療法。理学療法⼠は、
理学療法⼠国家試験に合格し、免許を持つ専⾨職。 

 
臨床⼼理⼠ 
 臨床⼼理学に基づいた知識と技術で⼼の問題に取り組む専⾨家。⽇本では、⼼理カウンセラー、サイコ

セラピスト、⼼理⼠、⼼理相談員等の名称で呼ばれ、臨床⼼理⼠は、これらのうち、（財）⽇本臨床⼼
理⼠資格認定協会の認定を受けている⼼理専⾨職。 

 
臨床発達⼼理⼠ 
 発達の臨床に携わる幅広い専⾨家として、発達をめぐる問題を査定し、具体的な⽀援を⼦どもから⼤⼈

まで⽣涯にわたり⽀援する。（⼀社）臨床発達⼼理⼠認定運営機構の認定を受けている⼼理専⾨職。 
 
レスパイト 
 「休息」「息抜き」「⼩休⽌」のこと。家族などの介護・⽀援を⾏う⼈に対し、⼀時的に代替して負担の

軽減を図ることで、⽇ごろの⼼⾝の疲れを回復し、休息を取れるように援助するサービスをレスパイト
ケアという。 
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